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平成２５年３回定例会総務常任委員会記録 

平成２５年９月１２日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 定足数に達しましたので、総務常任委員会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１、まず本委員会に付託されました、会計課関連の

認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とし

ます。 

 会計課の説明を求めます。 

○会計課長（廣木冨八君） おはようございます。会計課長、廣木です。平成２４年

度高森町歳入歳出決算についてご説明を申し上げます。 

 お手元の決算書６０ページをお開きください。 

 会計課で所管しております予算につきましては、歳出予算の款、総務費、項、

総務管理費、目の４、会計管理費を会計課は持っております。１目だけです。旅

費としまして、予算額が２万１,０００円ですが、支出済額１万８,８００円、２,

２００円の残です。旅費につきましては、９月の初旬に出納決算事務の運用実務

講座が福岡であっておりますのでその分です。需用費については、事務用消耗品

費として、支出を３万５,３４７円、１,６５８円の不用額が出ております。１９

負担金補助及び交付金につきましては、先ほどの出納決算事務の運用実務講座参

加負担金を３万３,６００円支出しております。４００円の不用額を出しておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

 これから、本件について採決します。認定第１号、平成２４年度高森町各会計

歳入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 以上で会計課に関連する付託案件については終了したしました。 

 お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第２、本委員会に付託されました監査事務局関連の認

定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題としま

す。 

 監査事務局の説明を求めます。 

○監査事務局長（安方 含君） おはようございます。監査事務局の安方です。８４

ページをお開きください。 

 ２款の総務費、項の監査費、１目の監査費のみです。主な支出は報酬５９万７,

０００円の内訳ですが、代表監査委員が１日の日当が６,４００円の５７回、議選

の監査委員さんが年俸で２１万３,０００円になっております。不用額が１万９,

２００円。旅費２０万７,０００円の内訳を申しますと、全国監査委員の研修が東

京であります。それが大体をしめております。その不用額が３,８００円。需用費

は住民監査事例集の差し替えが主なものになっており、不用額が５万２,１１８円

になっています。負担金補助及び交付金は、県が５万４,０００円、と郡の連絡協

議会が５万円で１０万４,０００円になっております。 

 以上、不用額は７万５,１１８円となっています。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

 これから、本件について採決します。認定第１号、平成２４年度高森町各会計

歳入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 以上で監査事務局に関連する付託案件については終了したしました。 

 お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第３、本委員会に付託されました議会事務局関連の認
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定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題としま

す。 

 議会事務局の説明を求めます。 

○議会事務局庶務係長（丸山雄平君） おはようございます。議会事務局庶務係長の

丸山です。よろしくお願いいたします。 

 まず、５６ページをお開きください。 

 歳出ですが、款１議会費、項１議会費、目１議会費です。主なものとしては、

不用額として残っております分についてご説明申し上げます。９の旅費ですが、

予算に対しまして２１万１,５００円不用額として残りましたが、これは年度末に

かけまして、議長さんを中心に予算獲得等のために、上京等によりまして、陳情

等をする予定が入っておりましたので、最終補正に間に合いませんでした分が

残っております。１３の委託費ですが、これは５２万２,８１０円残っております

が、これにつきましても年度末にかけまして臨時議会等が数回開かれる可能性が

残っておりましたので、国の補正等に関連した議会を予定しておりましたが、そ

の分が開催されませんで、年度を越えたところでありましたので、議事録作成等

に必要としておりました委託費として残りました。主な残はそちら２件ですが、

２０万円未満の中で交際費につきましても約２０万円近く残しております。これ

については、議長さんの意向もございまして、できるだけあまり交際費を使わず

に、残すというような考えがございましたので、必要な分だけの使用ということ

で、約２０万円近く残しております。議会費については以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

 これから、本件について採決します。認定第１号、平成２４年度高森町各会計

歳入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 以上で議会事務局に関連する付託案件については終了したしました。 

 お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第４、本委員会に付託されました税務課関連の認定第
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１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

 税務課の説明を求めます。 

○税務課長（色見継治君） おはようございます。税務課、色見でございます。税務

課、よろしくお願いいたします。 

 まずは、歳入の徴税関係につきまして、各担当の方から説明させます。よろし

くお願いいたします。 

○税務係長（白石孝二君） 税務係長の白石です。それではまず、税務係関係の２４

年度決算についてご説明いたします。 

 決算書の１９ページをお開きください。 

 まず、歳入のほうですが、予算項目１、１、１、１、個人の町民税分です。現

年課税分、予算額１億５,８３８万１,０００円に対し、決算額１億６,５２７万７,

３６０円。収入未済額３９５万６,１０１円の滞納繰越額となっております。滞納

者数は１３２名となっております。滞納繰越分については、予算額２６４万９,０

００円に対して、２８８万８,１３７円の決算額となっております。滞納者数は１

２４名です。続きまして、法人町民税です。現年課税分２,７２３万１,０００円

の予算額に対して、２,７２５万５,０００円の決算額となっております。収入未

済額は５３万５,０００円、滞納法人数は１２法人となっております。滞納繰越分

については、２４万６,０００円の予算額に対し、決算額は２０万円です。収入未

済額は１２万８,５００円となっております。滞納法人は２法人となっております。 

○税務課長補佐（佐藤幸一君） 続きまして、固定資産税のほうです。固定資産係の

佐藤でございます。現年課税分、予算額２億４,２００万円に対しまして、収入済

額が２億４,４１９万２,０００円。収入未済額が１,４１０万９,２００円、滞納

者数が１８１名でございます。その内訳としましてですね、ホンマ分が約８００

万円ほど２４年度分では未納というふうにされております。ホンマと言いますか、

イーヒョン観光。それと、続きまして、滞納繰越分、予算額が４,３６５万１,０

００円に対しまして、収入済額が４,４１３万３,６００円ということで、収入未

済額が２,０４４万７,８７９円でございます。この主な収入の分につきましては、

議会でもありましたように、ホンマ分の２２年度、２３年度分の約４,２００万円

がこれに入っております。 

 以上です。 

○税務係長（白石孝二君） 続きまして、軽自動車税です。現年課税分１,８１４万円

に対して、決算額は１,８２９万２,８００円となっております。収入未済額は４

４万９,８００円。例年ですね、毎年約２％ずつ増加しております。軽自動車の

ブームにより、今後も増加するものと思われます。 
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○委員（後藤三治君） すみません、委員長。後藤です。予算額と歳入済額を今おっ

しゃっていますが、調定額を言わないと、滞納額が合わないと思うんですよ。予

算のほうが少ないものですから。できましたらそれを言っていただくようお願い

します。 

○委員長（立山広滋君） はい。じゃあ、係長お願いします。 

○税務係長（白石孝二君） 軽自動車です。すみません。もう一度最初からいきます。

軽自動車で調定額が１,８７４万２,６００円、収入済額が１,８２９万２,８００

円。収入未済額４４万９,８００円となっております。滞納者数は９１名です。軽

自動車税の滞納繰越額、調定額が５１万１,８７４円、収入済額２６万３,４７０

円。収入未済額が２４万８,４００円、滞納者数は２５名となっております。 

 続いて、たばこ税についてです。２１ページをお開きください。調定額４,９７

２万３,０７２円、収入済額４,９７２万３,０７２円、同額になっております。 

 続いて、入湯税です。入湯税の現年課税分１,２３３万４,１９０円に対して、

収入済額が１,１７９万２,５９０円、収入未済額が５４万１,６００円、滞納法人

は１法人となっております。滞納繰越分です。調定額２０２万５,１２０円に対し

て、収入済み額が１６万２,３００円、収入未済額が１８６万２,８２０円、滞納

は１法人となっております。 

 続きまして、３１ページをお開きください。業務手数料の中の督促手数料です。

調定額は２２万９,１００円、収入済額、同額の２２万９,１００円となっており

ます。 

 続いて、４５ページをお開きください。県委託金の中の県民税徴収委託金、調

定額が８２０万９７６円、収入済額、同額の８２０万９７６円ということです。 

 続きまして、５１ページをお開きください。諸収入、延滞金の中の延滞金、調

定額が７７４万５,３７２円に対しまして、収入済額が７７４万５,３７２円と

なっております。 

○税務課長補佐（佐藤幸一君） 今の延滞の補足説明でですね、７７４万５,３７２円

のうちのですね、ホンマ分ということで、７７３万２,０００円が延滞金というこ

とで、もうほとんど主な延滞金ということでございます。 

○地籍調査係長（津留大輔君） 地籍調査係、津留と申します。よろしくお願いしま

す。 

 すみません、ページ戻っていただきまして、３０ページ、３１ページをお開き

ください。 

 款項目節、１３、２－２－６地籍手数料です。予算現額６万３,０００円に対し

まして、調定額、収入済額、共に７万５,９００円の決算となっております。これ
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は、地籍図等の証明発行手数料３００円掛けるの２５３通分となっております。 

 続きまして、３８ページ、３９ページをお開きください。 

 １５、２、２、４地籍調査事業補助金、予算現額４,２２９万２,０００円に対

しまして、収入額、収入済額、共に４,２２９万２,５００円の決算となっており

ます。これは事業費５,６３９万円に対する補助率４分の３の歳入となっておりま

す。 

 地籍調査の歳入につきましては、以上です。 

○税務課長（色見継治君） 税務課の色見でございます。ページ数は４８、４９ペー

ジをお願いいたします。 

 寄附金の中でございます。寄附金の中でですね、ふるさと納税の寄附金があり

ます。これは全体で含まれておりますので、ふるさと納税関係でございますけれ

ども、２６万円でございます。金額がですね、予算が２６万円で、調定も収入済

額も２６万でございます。これにつきましては、１０万円が２口と、５万円と１

万円で４件でございます。以上でございます。 

 それでは、続きまして、歳出のほうをお願いいたします。 

○税務課長補佐(佐藤幸一君) ７４から７５が町税になります。１００万円以上の分

についてはですね、７６ページ、７ページの分の、委託料でございます。 

 予算現額が９７０万２,０００円、支出済額が９７０万１,１５３円、不用額が

８４７円となっております。これの主な委託料の内訳でございますが、２３年度、

２４年度にですね、未評価家屋の全棟調査をしています。その２４年度分の未評

価家屋の業者委託分が、九州不動産鑑定所に委託しております。その金額が８０

９万３,３０９円でございます。主なものはそれでございます。あとは通常的な家

屋調査システム等々のもろもろの委託でございます。以上です。 

○税務係長（白石孝二君） 税務係の白石です。続きまして、賦課徴収費、ページ数

は７６、７７ページとなっております。 

 需用費について、予算額１３４万円に対して、決算額は１３１万４７１円で、

内容としては納税通知書や特殊納付書の印刷代、印刷製本費が７１万３,０００円、

税に関する書籍代や消耗品代が消耗品費として３３万７,０００円、燃料費が２４

万７,０００円と、以上が主なものとなっております。不用額については２万９,

５２９円となっております。 

 続きまして、役務費です。予算額２３８万３,０００円に対して、支出済額２３

５万５,１１２円となっております。不用額は２万７,８８８円。内容としまして

は、窓口納付の納付手数料や口座振替手数料と郵便料が主なものとなっておりま

す。 
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 続きまして、委託料です。１５２万１,０００円の予算額に対しまして、１５１

万９,９９１円の支出済額です。不用額は１,００９円。委託料の内容としては、

町県民税の作成データや法改正によるプログラムの変更となっております。 

 消耗品費の流用については、税の軽のボンゴがあるのですが、こちらのディス

クパット交換について、消耗品費が不足したため、役務費からの流用が２万６,０

００円となっております。 

 続きまして、償還金、利子及び割引料については、予算額２０６万円に対しま

して、予算額２０４万６８３円となっており、消耗品費と同様、役務費から６万

円の流用を行っております。理由としては、所得税の更正の請求による還付、ま

た法人町民税の確定申告による還付額が増えたため、償還金が不足したためであ

ります。 

 以上です。 

○地籍調査係長（津留大輔君） 地籍調査係の津留です。地籍調査係決算書、８４

ページから８９ページまでとなっております。 

 ８６ページ、７ページをお開きください。 

 ５万円以上のもののみ説明させていただきます。２、７、１、１３委託料です。

予算現額５,３１３万円に対しまして、決算額５,３１３円、同額となっておりま

す。これは、平成２４年度地籍調査事業の事務委託料及び平成２３年度の分の閲

覧に関する地籍調査図作成業務委託の業務委託料となっております。平成２４年

度大字矢津田の一部、５.６８Ｋｍ

２

を調査をいたしました。平成２３年度大字矢

津田の一部４.１７Ｋｍ

２

の調査閲覧をしております。委託先は株式会社スぺック

となっております。委託料につきましては、以上です。 

 続きまして、１４番使用料及び賃借料です。こちらは地籍調査支援システム、

パソコンが入っております。そちらのリース料が主なものとなっております。毎

月８万５,７８５円の１２カ月分が主なものとなっております。 

 地籍調査につきましては、以上です。 

○税務課長（色見継治君） 税務課、色見でございます。ふるさと納税につきまして

ですね、ページの７６、７７ページでございますけれども、全体的な金額は１３

万３,０００円でございますので、一応ここにご案内だけさせていただければと思

います。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。お尋ねをいたしますが、まずはですね、各税の滞

納、今年度のですね、収入未済額を見ますと、前年度の滞納繰越分の額を下回っ
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ておりまして、これにつきましては職員の方のこういった滞納の特別整理、それ

と徴収等々、大変よかったというふうに思っております。一つは固定資産税、こ

れが当初予算額が確定したんですね、２億３,２６１万６,０００円、それから補

正を５,４７７万１,０００円を計上されております。予算現額の合計が２億８,７

３８万７,０００円、それに対しまして調定額が３億２,４６１万８,８７９円とい

うことで、かなり予算の現額を調定額が上回っております。こちらの高森ゴルフ

関係の分かと思いまして、同じく歳入の５０ページでありますけども、延滞金を

見てみますと、延滞金、調定額、収入額とも全く同じ金額であります。というこ

とは、補正予算を含めて予算現額の中には、この１８ページの固定資産税の税額

なども含まれているということになるわけですので、現額と調定額ですね、固定

資産税の、この差額はなぜ、どういったことで生じたのかお尋ねをいたしたいと

思います。 

○税務課長補佐（佐藤幸一君） 税務課の佐藤です。今、芹口議員の指摘があって、

確かな数字はちょっと掴んでおりませんけれども、２４年度におきましては、要

するに３年間の固定資産税の見直し等があっております。その件で、前年度の当

初予算でこれは上げておったと思います。その後、調定の新しい分が絡みまして

ですね、補正予算という形で５,４００万円を上げたのじゃないかなというように

思っておりますが、確かな数字はちょっと、今ご指摘がありましたのはですね、

ちょっと確認をしまして、お答えをしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○委員（芹口誓彰君） 補正額の５,４７７万１,０００円についてはわかる訳です。

ただ、予算の現額とそれから調定額の差が５,０００万円程度ありますので、なぜ

予算に計上しなくて、調定額だけ上げる原因となったのか。これは後で調べてお

願いしたいと思います。 

○税務課長補佐（佐藤幸一君） はい、またあとで。はい、すみません。 

○委員（芹口誓彰君） それから先ほど言いました７７４万５,３７４円の延滞金、こ

れは何パーセント。 

○税務課長補佐（佐藤幸一君） 年利率の１４.６％です。 

○税務課長（色見継治君） いいですか、色見です。延滞金につきましては２２年度

分と２３年度がございます。これは本会議のほうでも説明したと思いますけども、

２２年度の延滞金が５３１万３００円でございます。２３年度分の延滞金が２４

２万２,０００円ということで、７７３万２,３００円でございます。以上です。 

○委員（後藤英範君） よろしいですか。 
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○委員長（立山広滋君） じゃあ後藤委員、どうぞ。 

○委員（後藤英範君） 後藤ですが、ホンマさんの話はちょっとこう、今芹口先生か

ら言われたが、もうちょっとはっきり分かる様に言うてもらえないか。前は、今、

名前は変わっとるでしょう、ホンマさん。 

○税務課長（色見継治君） はい、税務課、色見です。前はですね、ＨＯＮＭＡ佑成

株式会社だったと思います。去年の本会議でも言いましたように、７月２３日に

代表者が代わっております。ＨＯＮＭＡ佑成株式会社からインチョン観光株式会

社に変わったということです。 

○委員（後藤英範君） そして前の方の分が残っとったわけ。今は順調にいきよると。 

○税務課長（色見継治君） 先ほど補佐が言いましたけども、大体今ですね、ゴルフ

場関係が今は１,９００万円近くあるんですけれども、２２年度につきましては１,

０００万円ちょっと入っておりまして、７９９万ですかね、まあ８００万円近く

が今残っておるところでございます。これにつきましては、本年度の１２月まで

納めていただくようにということで、総支配人と協議しておるところでございま

す。８月にですね、差し押さえ予告書を出しております。以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、よろしいですか。 

○委員（後藤英範君） ということは、よございますか。（「はい、どうぞ。」の声

あり）前の業者さんはもう、そこらへん放ってもう全部終えたということでしょ

う。 

○税務課長（色見継治君） 税務課、色見です。７月２３日に代表者が代わっており

ますので、前の方のところから今の会社のイーヒョン観光に変わっております。 

○税務課長補佐（佐藤幸一君） 補足して。税務課、佐藤です。今、課長が言われる

ように、平成２４年７月２３日にですね、代表者が代わりました時点でホンマ分

の、先ほど申し上げました約４,２００万円の滞納分ですね、２２年、２３年分は、

その時点で一括納付という形でされております。今、先ほど８００万円というの

はですね、今度、イーヒョンに変わりまして２４年度分が８００万円の今滞納と

いう形になっておりますので、先日ですね、総支配人さんを役場に出向いていた

だいて、一応、分納というお話がありましたので、分納でもですね、一応金額的

には８００万円ございますので、１２月までに前年度は完納してくださいと、１

月以降は、今年度２５年度分がもうすでに２期分が未納ですので、それが約１,８

００万円ほどありますので、その部分については１月からちゃんと分納という形

でやってくださいということで、一応お話をしてですね、社長のほうに相談して、

近日中にまた結論を出して伺うというような今の状況でございます。ですから、

ホンマに関しましては完納でございますが、変わりましてイーヒョン観光につき
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ましては、現状今お話ししたような状況でございます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいでしょうか。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言はありませんでしょうか。（「はい」と呼ぶ者

あり）後藤委員。 

○委員（後藤三治君） 後藤です。２つ聞きたいと思います。たぶん今、決算関係等

の滞納の業者さんが入湯税も残っておられますね。だから１法人が滞納というふ

うになって、違いますか。（「違います」）どこですか、それは。 

○税務課長（色見継治君） 税務課、色見です。入湯税はそうです。ページの２０、

２１ページのところでございますけれども、現年課税分の５４万１,６００円があ

ります。これは高森温泉館の３月分の４月分課税の部分でございます。これが５

４万１,６００円残っています。（「前の」の声あり）そうです。これは翌年度課

税になりますので、と２のところは２０２万５,１２０円はこれは２３年度分の滞

納です。翌年課税になります。 

○委員（後藤三治君） もう一つよろしいですか。歳出のほうで７７ページ、固定資

産関係で家屋評価委託に８０９万円、家屋の一棟調査に委託料として支払われて

おりますが、この結果、いつもお聞きしますが、最終的にいくらの税収になった

のかを、わかればお願いしたいと思います。 

○税務課長補佐（佐藤幸一君） それでは説明いたします。税務課の佐藤です。調査

対象家屋総数がですね、１,１２７棟になりまして、そのうちの課税対象家屋とい

うのが２８３棟です。固定資産税額にして１９６万１,５００円ということで、今

税額の方はやっております。これ毎年今からこの分が入ってくるということで、

それ以外がですね、評価済みとか、評価家屋の場合、評点以下の分もございます

ので、物置とかは非課税で、その分２８３棟が評価の分で上がっております。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言はございませんでしょうか。（「はい」と呼ぶ

者あり）興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。意見書にも書いてありますとおり、大口滞納者が

減った関係上、収納率も上がったということで、職員の労も減って来ております

けれども、先ほどの固定資産税で説明がありました収納率ですね、２２年度８９.

７、それから２３年８９.６、それから２４年度が９４.５ということで、収納率

が徐々に上がっております。ホンマゴルフ場関係のが４,２００万円入った関係上、

収納率が上がったということですけれども、もし、このゴルフ場関係が入らな

かった場合ですね、どのくらいの収納率になるのか。要するに、ホンマゴルフ場

関係以外は。 
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○税務課長補佐（佐藤幸一君） 税務課の佐藤です。現年分の分を見ていただくと、

４,４１３万３,６００円が収入済額です。そのうちのホンマ分が、これが４,２０

０万円になっておりますので、約２１０万円が一般の収入済額ということでござ

います。ちょっと私ども、例年見ておりますとですね、だいたい４００万円から

５００万円ほどがホンマ分を除いて入っているような気がしておりますので、昨

年は、若干そういう面では少ないのかなあというような気がしております。昨年

同期、今ちょっと私調べて見ましてですね、もう今年は３３０万円ほど入ってお

りますので、昨年同期の２００万円ちょっとよりも、今年のイーヒョン分が入っ

た残りの分というのが３２０～３３０万円ほどなっておりますので、１２月の年

末にかけてですね、これ以外の滞納者についてもですね、徴収訪問しながらです

ね、滞納者の税収納入に働きかけていきたいというふうに思っております。 

○委員長（立山広滋君） 興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。件数を見てみますとですね、２２年が１１７件、

それから２３年が１５４、２４年度が１８１件ということで、件数が増えてきて

いる現状なんですよね。金額的には収入未済額が減ってきておりますけれども、

個別に見れば件数が増えてきているような現状ですので、今言われたようにです

ね、今後も徴収事務のほうをお願いをしたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言ございませんでしょうか。あ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。

討論はありませんか。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい。これで討論を終わります。これから本件について採

決します。認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定について

は認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定するものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第５、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。税務課の説明を求めます。 

○税務課長（色見継治君） 税務課の色見でございます。ページにつきましては、１

３ページでございます。説明は津留のほうにさせます。よろしくお願いします。 

○地籍調査係長（津留大輔君） 地籍調査係、津留です。歳出補正の説明をいたしま
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す。款・項・目・節２・７・１・１報酬です。地籍調査推進委員の現地調査に係

る報酬を増額を上げております。見込額９９万２,０００円に対しまして、既定額

７４万４,０００円。２４万８,０００円の増となっております。こちら補正理由

としましては調査地域がですね、本年度調査地域、現場に入ってみますと、かな

り谷、山がですね、急しゅんな地形となっておりまして、また地元地権者の方々

もですね、なかなか近年、足を踏み入れられていないという状況が判明しており

ます。そのために調査の進行率が思うように進んでおりません。そのため当初予

定していました調査日数に加えまして、およそ４０日間程度を超過する見込みに

なっております。その分４０日分の推進委員報酬を今回補正を上げさせていただ

いております。２４万８,０００円の増に対しまして、１３番委託料も２４万８,

０００円を減額をいたしております。これは委託料から報酬への組み換えを行っ

ております。委託料、こちらは本年度入札を行いまして、入札残が出ております。

その入札残のうちから２４万８,０００円を報酬のほうに組み換えをしております。 

補正の内容につきましては以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。後

藤委員。 

○委員（後藤三治君） 後藤です。委託料のほうは入札した結果、残があるから報酬

のほうに組み換えたという説明ですけれども、委託料の残は総額いくらなんです

か。 

○地籍調査係長（津留大輔君） はい。地籍調査係、津留です。委託料残額、予算額

に対しまして、本年度契約額５,０４０万円となっております。ですので、差額２

１９万１,０００円の予算残になっております。 

○委員（後藤三治君） 後藤です。今回ですね、要するに報酬組み換えとして、委託

料を削ったわけでしょう。そしたら、この委託料というのはもう契約したわけで

すから要らないわけですよね。今回、同時に予算残を落とすという考えはなかっ

たのか、何かその後の予定があるのか、お願いします。 

○地籍調査係長（津留大輔君） はい。地籍調査係の津留です。地籍調査事業費につ

きましては、これが国庫負担、国庫補助の事業になっております。現在、当初申

請の金額に対しましての補助が付いております。９月の下旬頃に変更の変更申請

を行う予定があります。その中で今回の入札で減った分を減額申請をすることに

なっております。その減額申請が認められて、その後、１２月議会のほうで最終

的に残額を減額するように考えておりました。 

以上です。 

○税務課長（色見継治君） 税務課長、色見です。当初は事業費が例えば１００万円
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あって、入札残があったものについてはですね、増額して使いなさいという話が

あったんですよ。だから、事業費の中でこの入札残分についてはほかの所に流用

しようかと、予算書を作る段階であったんですけれども、この前文書が来て、も

うそういうのは戻しなさいということでありましたが、今、津留のほうが言いま

したように、最終的には変更申請をして減額をしようかと思っておりました。以

前は、事務費で調整で、その減った分についても、ほかに消耗品とかに使っても

いいと、当初はそういう話しがありました。高森町は高森町で事業費が決まって

いると。使い切ってしまいなさいという指導があったものですからこの予算を作

る時はそういうふうにしようと思ったところでございますが、先ほども言いまし

たように、この前文書が来ましたので、もうそれは使わないで、県のほうに戻し

てくださいと指導がありましたので、事務上、今度はそうしたいなと思っている

ところです。 

以上です。 

○委員（後藤三治君） 私は、その補助申請はですね、歳出には関係ないと思うんで

すよ。要するに掛かった費用に対して補助申請をするから。歳入が減ってくるだ

けでしょう。歳出はもう決まっているわけだから、本当はもう使いようがなけれ

ば、本当は変更設計で増額するようなことになればですね、分かった時点で落と

してもらったほうがほかに使えると思うんですよ。そういうことでちょっとお聞

きしたんですが、もしそういう計画がなければですね、落とすときには一緒に落

としたほうが、また１２月に出すと、この前落してまたかというふうになる恐れ

がありますので、注意をお願いしたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言はありませんか。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論は

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。これから本案について採決しま

す。議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算については、原案のと

おり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決するべきものと

決定しました。 

以上で税務課に関連する付託案件については終了いたしました。税務課の皆さ

んお疲れ様でした。 
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（雑談あり） 

○委員長（立山広滋君） お諮りします。１１時５分まで休憩したいと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい。じゃあ１１時５分まで休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第６、それでは本委員会に付託されました総務課関連

の認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。総務課の説明を求めます。 

○総務課長（岩下公治君） おはようございます。総務課長の岩下です。それでは各

係から説明をさせますので、よろしくお願いします。 

○総務係長（後藤一寛君） 総務係の後藤でございます。私のほうから５９ページを

お開きいただけますか。 

   ５９ページの総務管理費、一般管理費になります。交際費が不用額といたしま

して、３０万５,０００円戻しております。これは突発的なものが起こる可能性が

あるということで、このまま残すことで処理をさせていただきました。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係長、岩下です。歳出の６１ページをお開き願いま

す。財政管理費で委託料の３６２万４,６００円。これにつきましては、公会計の

整備が義務付けられておりまして、いわゆる財務４表、具体的に言いますと、貸

借対照表、それから行政コスト計算書、純資産変動計算書、もう一つが資金収支

計算書という、この財務４表の整備が義務付けられておりまして、これの業者委

託ということで、決算しています。 

○財産管理係長（田上浩尚君） 財産管理の田上です。６３ページをお開きください。

財産管理費の賃金２６万３５０円不用額として残っております。これは全体の賃

金を想定しておりましたので、補正時点では確定ができませんでしたので残した

ところでございます。 

同じく６３ページの委託料の中で、このうち３３５万４,７５０円のうち、１６

５万９,０００円につきましては、公有財産の整備台帳の整備事業ということで支

払いをしております。同じく１５節の工事請負費で１,８３７万６,５８２円につ

きましては、庁舎のカウンター改修や塗装等であります。３２万３,４１８円につ

きまして、不用額として残っておりますけども、これは改修関係で３月末までか
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かっておりますので、不用額の確定のほうが補正時点では間に合っておりません

でしたので残っております。同じく１６の原材料につきましても、全体の分を見

込んでおりましたので、４２万１００円不用額として補正時点では確定できませ

んでしたので残った形になっております。同じく１７節の公有財産購入費ですが、

これは畜協跡地の土地の購入、約４,９００平米でございます。 

次の１８の備品購入費ですけれども、これは防災倉庫の元焼却場となっていた

ところの前に造っております防災倉庫でございます。同じく６３ページの町有林

管理費の中の賃金の不用額４０万円が生じておりますけども、これにつきまして

は、神原団地等の整備をする中で、補償木等の残務整理をまず最初にしていただ

いておりましたので、年度内にその分の一部が出来ておりませんでしたので、そ

の分が年度末までに出来ませんでしたので上がっているところでございます。 

   続きまして、６５ページ。高森総合センターの管理費のうち、１５番の工事請

負費です。２２０万１,８５０円ですが、これは庁舎同様に総合センターのほうも

１、２階等の塗装を行っております。これが１２９万３,６００円かかっておりま

して、また選挙管理委員会、保健室等の、農業委員会、農林政策課等が移動した

ことに伴いまして、選管、保健相談室を新たに改修しておりますので、その分が

９０万８,２５０円かかっております。 

同じく６５ページの車両管理費の中で備品購入費２３４万１,９３０円ございま

すけども、これはボクシーと前町長車でしたリースのクラウンのほうをリースが

終わるということでその分購入しております。合わせまして２３４万１,９３０円

です。 

財産管理は以上でございます。 

○総務係長（後藤一寛君） はい。それでは、続きまして１３１ページをお開きくだ

さい。すみません。消防費でございます。消防費の中の常備消防費、阿蘇広域消

防本部への負担金でございます。これにつきまして３９５万１,０００円ほど不用

額を出しております。この内容としましては、県北ブロックで消防の広域化がな

されておりましたけれども、これが結局、年度途中に破談をしました。その関係

で、この破談をしたのが補正を過ぎた時期でしたので最終的に３９５万１,０００

円という形で残りました。それと、２目の非常備消防費の職員手当等でございま

すけれども、これにつきましては４７万３,０００円残っておりますけれども、こ

れは消防団の出動手当でございますのでこれはもう削られないというところで残

しております。 

   それと、続きまして１３３ページをお開きいただけますか。４目の防災管理費

の中に委託料が１０２万２,０００円になっております。これは防災無線の点検の



 － 1 6 －

委託料でございます。その次の１４節の使用料及び賃借料ですけれども、これに

つきましては防災無線を平成１７年から１０カ年で借りてますので、その新しい

施設の分の使用料になります。 

   以上でございます。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係、岩下です。１６３ページをお開き願います。一

番下最後の１３款になります。予備費でございます。最終的に予備費につきまし

ては、７４８万１,０００円の不用額が生じております。この予備費につきまして

は、昨年度は３件、予備費から充用をいたしております。一番右端の備考欄に書

いてございます。３件です。トータルで７２万４,０００円の予備費充用を行って

おります。 

 以上でございます。 

○総務課長（岩下公治君） 以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。どうぞ。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係、岩下です。決算書と別に決算付属資料というの

が今回提示されていると思いますが、財政的なことの総括的な部分で説明をさせ

ていただきたいと思います。 

   決算付属資料の普通会計の決算概要書というのが付いてございますが、これの

５ページ目を見ていただいてよろしいでしょうか。昨年度の歳出の全体的な部分

が記されております。これは普通会計ですので、農業用水特別会計と鉄道経営対

策特別会計の部分も含まれておりますが、この真ん中の表の中で、下から３行目

で、災害復旧費というところですね、これが２３年度から比較いたしますと、３

億５,０００万円程増額しております。昨年度は九州北部豪雨災害の関係で２４年

度の事業費としましては、３億８,３００万円という桁違いの災害復旧費を支出し

たということでございます。一番下の合計欄を見ていただきますと、４１億４,６

４０万円ということで、２３年度のトータルの歳出額よりも減っているというこ

とでございまして、災害復旧費以外の費目についてはさらに節減効果が表れてい

るのかなというふうに判断しております。なお、上から２行目の総務費につきま

しては、前年度に比較しますと２億９,９００万円ということで、約３億円近くの

減額にはなっております。これは総務費につきましては、財政調整基金の積立金

がここに含まれているという形でございますので、昨年度は災害復旧の関係で相

当な一般財源を投入しております関係で、財政調整基金への積み立てというのが

実績として２,２００万円、前年度から比較しますと大きく減っているという部分

でこの△の２億９,９００万円という数字が出ているということでございます。 

 それから、その１枚めくっていただいて、７ページをお開きいただきますと、
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一番下の表ですね、表がございます。財政的な指標の数値が出ております。上か

ら経常収支比率ですとか、公債比率という数値が出ております。表の真ん中あた

りの縦を見ていただきまして、伸び率が全て△で出ております。例えば一番上の

経常収支比率ですと、マイナス０.６％ということで、このあたりはマイナスに行

くにしたがって財政の健全化、弾力性があるということで、２３年度よりも数値

が良くなっていることが伺えると思います。ただし、一番下の財政力指数につき

ましては、自主財源があるかないかというのが大きく影響しておりますので、数

値が高いほうが良いわけでございますが、２３年度から１％下がっておりますの

で、もう少しやはり自主財源の確保というのが課題ではないかという部分が表示

されているということです。以上、この２点を特別に財政のほうから説明をさせ

ていただいたところです。 

○委員長（立山広滋君） ありがとうございました。ほかに発言はありませんでしょ

うか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

 これから、本件について採決します。認定第１号、平成２４年度高森町各会計

歳入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第７、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

 総務課の説明を求めます。 

○総務課長（岩下公治君） 総務課長、岩下です。それでは、各係から補正の理由に

ついて、予算書に沿って説明いたします。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係、岩下です。一般会計補正予算書の５ページをお

開き願います。７月と８月に集中豪雨がございまして、その災害復旧のためにで

ございますが、地方債の補正ということで追加をさせていただいております。道

路・河川関係につきましては１,１６０万円、それから農地・農林施設につきまし

ては４５０万円の限度額の設定ということでございます。 

○財政係長（岩下 徹君） すみません、財政係からもう一つお願いします。８ペー
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ジをお開き願います。８ページの一番上でございます。第１０款、地方交付税で

ございますが、本年度の地方交付税の概算額が出ました。それに伴いまして、６,

４８７万８,０００円、これを増額させていただいております。 

○総務係長（後藤一寛君） 総務係、後藤でございます。１１ページをお開きいただ

きます。総務係により職員全般の一般会計によります給料を、今回、当初予算か

ら調整をさせていただいております。給料の総額としまして、４月の時点の見込

みから、実際、異動があっておりますので、その調整でございます。給料としま

して１５１万２,０００円の減額、手当といたしまして６３万４,０００円の減額、

共済金といたしまして８４０万８,０００円の減額となっております。共済金の額

だけが突出して大きい理由といたしまして、６月の議会で提案させていただきま

した減額に伴うもので、その部分によりまして額が大きくなっております。 

○地域振興係長（古澤要介君） 地域振興係の古澤と申します。１７目、１１節の需

用費１５万円を計上させていただいております。内訳は浴室内手すり１１万２,７

７０円、網戸修繕工３万６,５１３円、計の１４万９,２８３円の補正をお願いす

るものでございます。 

私のほうからは以上です。 

○総務係長（後藤一寛君） それでは続きまして、総務係、後藤でございます。１８

ページをお開きいただけますか。一番下にあります８款の消防費でございます。

非常備消防費といたしまして、１２節の役務費、２７節の公課費としまして、総

務省の車両無償貸付に当たりまして、その登録といたしまして自賠責保険料と重

量税のみは町村負担となっておりますので、その分の予算を計上させていただき

ました。ちなみに導入予定の車両はこちらになります。軽のボンゴをベースとし

た車両です。 

   以上でございます。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係、岩下です。２０ページをお開き願います。一番

下、１２款の諸支出金でございます。今回、予算の補正、調整させていただきま

して、最終的にこの３,５３１万４,０００円ということで、財政調整基金への積

み立てということで、増額の計上をさせていただきました。 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（後藤三治君） はい。 

○委員長（立山広滋君） 後藤委員。 

○委員（後藤三治君） 後藤です。ただいま消防のほうから、総務省からの貸付車両

ということで、二項目、役務費と共済費が上げられておりますが、今、写真で見
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せてもらいましたけれども、基本的には役場に置くんですか。 

○総務係長（後藤一寛君） 総務係、後藤でございます。基本的には古い車両は平成

一桁台、一番古いので平成３年がございますので、既にもう２２年は経過してお

ります。その車両あたりと入れ替えたいというところで今考えております。分団

の車両全体が２１台ありますので、その中の古い車両と随時入れ替えていきたい

というふうに思っております。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○委員（後藤三治君） 今、言葉で随時ということだったけど、これ、ずっと毎年来

ると。 

○総務係長（後藤一寛君） 総務係、後藤でございます。毎年ではありませんけど、

極力手を挙げようという、できるだけ持ち出しがないものを利用しながらという

基本的な姿勢ではあります。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○総務課長補佐（東 幸祐君） 東です。ちなみに軽も普通車も金額は変わりません。

大体４１０万円します。フル装備です。ポンプも合わせまして、できるだけ軽の

ほうが使い勝手がいいということで、そういう形で替えていっております。以上

です。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○総務係長（後藤一寛君） 総務係、後藤でございます。ちなみに今回の分もそうな

んですけれども、総務省の貸付車両につきましては、エンジンカッターとか

チェーンソーとか、いろいろ災害時の付随する施設が一緒に付いております。そ

ういうのが非常に重宝します関係で手を挙げるものでございますので申し添えま

す。 

   以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） ほかにございませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 委員長、いいですか。 

○委員長（立山広滋君） 芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） 今の写真は積載車かな。 

○総務係長（後藤一寛君） 積載車です。 

○委員（芹口誓彰君） 積載車で、今機能をちょっと見てみますと、これは緊急車両

としての用途とされる。それは乗車定員は何名。 

○総務課長補佐（東 幸祐君） ４名。軽ですので。今までは２名乗車が普通だった

んですが、軽は。４名実際乗車できるようなものに替えております。 

○総務係長（後藤一寛君） 何年か前からですね、ベース車が変わりまして、以前の
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は軽トラをベースにした車両でしたので、それが軽ボンゴをベースにした車両に

変わっておりますので。また、団員各員もこちらのほうが評判がいい部分もあり

ますので。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言ありませんか。ありませんか。 

○委員（後藤三治君） すみません。 

○委員長（立山広滋君） はい、後藤委員。 

○委員（後藤三治君） 予算に関係ないんですけれども、今回の提案の条例の改正等

で字のポイント数が違うのがあるけん、できるなら統一してほしいという委員の

意見がありましたので、お願いしたいと思います。 

○総務課長（岩下公治君） よろしいですか。総務課長、岩下です。申し訳ございま

せん。今後、そのようにいたします。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい。これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。これから、本案について採決し

ます。 

議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、総務課に関連する付託案件については終了いたしました。総務課の皆

さん、お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第８、それでは、本委員会に付託されました政策推進

課関連の認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳出歳入決算の認定についてを

議題とします。 

政策推進課の説明を求めます。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） おはようございます。政策推進課長の甲斐です。歳

入歳出決算につきまして、各係からご説明を申し上げます。 

決算書のページごとにいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
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○商工観光係長（今吉輝子君） すみません。商工観光係、今吉です。歳入について

説明いたします。ページは２９ページになります。１３款の使用料及び手数料で

す。１項使用料の６目商工費使用料です。１節の湧水トンネル公園使用料としま

して２,８３０万４,０２０円の調定額に対しまして、２,８３０万４,０２０円の

収入があっております。 

   次が３１ページになります。３節の温泉館使用料としまして調定額が２,５１６

万円に対しまして２,５１６万円の収入があっております。 

○政策企画係長（眞原友紀君） 続きまして、３３ページです。政策企画係、眞原で

す。１４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目総務費国庫補助金の２節過疎地域

等自立活性化推進交付金ということで、予算５００万円計上しておりますけれど

も、これにつきましては平成２５年度へ繰越事業ということで繰り越しておりま

す。歳出のほうでまた説明いたします。 

   続きまして、３５ページのほうをお開きください。同じく国庫補助金の４目衛

生費国庫補助金、３節災害等廃棄物処理事業費補助金といたしまして、１９３万

７,０００円入ってきております。調定額・収入額同額となっております。これは

昨年の九州北部豪雨災害の災害廃棄物の国庫補助金といたしまして、入ってきて

おります。 

   続きまして、３９ページのほうをお開きください。１５款県支出金、２項県補

助金、２目総務費県補助金の３節消費者行政活性化事業補助金といたしまして、

予算額１５５万６,０００円に対しまして、収入額１５６万円収入になっておりま

す。これは消費生活相談員の活動費等が主なものとなっています。 

それから、同じく６節の地方バス運行等特別対策補助金といたしまして、町民

バスへの運行の県補助金といたしまして、予算額２４０万７,０００円、収入額２

４０万７,０００円ということになっております。 

続きまして、５３ページのほうお開きください。２０款諸収入、４項雑入の２

目雑入の２節雑入のうちですね、１,３０７万９,０００円が本係の分となってお

りますけれども、これは無線システムの普及支援事業補助金といたしまして、地

デジの関係の対策で歳入歳出同額１,３０７万９,０００円収入が入っております。 

歳入につきましては以上です。 

○委員長（立山広滋君） 歳出もお願いします。続けて。 

○情報管理係長（緒方久哉君） 情報管理係長の緒方です。よろしくお願いいたしま

す。歳出の分について、まず６０ページをお開きください。２款総務費、１項総

務管理費、２目文書広報費についてご説明申し上げます。 

まず、節１１需用費のうち、広報たかもり印刷製本代として支出２４５万３,２
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２５円が支出されております。 

続いて１３節委託料３０３万７,０００円のうち、高森町ホームページ更新業務

として２０７万９,０００円を支出しております。 

○政策企画係長（眞原友紀君） 政策企画係、眞原です。６６ページのほうをお開き

ください。同じく総務費になりますけども、目が１１目企画費のほうになります。

１節報酬予算１９７万１,０００円に対しまして、支出が１９６万４,２５０円と

なっておりますけれども、これは消費生活相談員の報酬となっております。 

   続きまして、役務費、１２節でございますけれども、１９１万９,０００円の予

算につきまして、１９１万１,５００円の支出があっておりますけれども、この主

な支出といたしまして、共架電柱の移転手数料として１３７万５,５００円支出し

ております。 

   続きまして、１３節委託料につきましては、ハンドブック作成委託料といたし

まして１２８万１,０００円、それから光のほうの基本設計業務委託料といたしま

して１９１万１,０００円の支出といたしております。 

   続きまして、１４節使用料及び賃借料につきましては、携帯電話の伝送路の転

架料といたしまして支出をしております。 

   続きまして、１９節負担金補助及び交付金でございますけれども、主なもので

大きいものを申し上げますと、阿蘇広域行政事務組合の負担金が１,１４９万４,

０００円、地方バス運行特別対策の補助金が２,５７６万１,０００円、観光立町

の共同調査研究の負担金といたしまして４８１万８,０００円、先ほど歳入の際に

ご説明いたしました、地デジの共聴組合への補助金といたしまして１,３０７万９,

０００円となっております。 

○情報管理係長（緒方久哉君） 続きまして、情報管理係長の緒方です。１３目電算

費の説明をさせていただきます。６８ページをお開けください。対象支出につい

て申し上げます。１３節委託料です。支出済額１,００４万５,１６８円のうち、

当該するのが、総合行政システム機器保守料、４月から１０月分として１２１万

５,８６０円を支出としております。これは電算室に設置されております総合行政

システムを管理しますサーバ機、また窓口プリンター等の機器保守料になります。

こちら１１月に機器を交換しておりますので、実質項目については後ほど説明申

し上げますけども、１１月以降の分と併せて支出される形になります。 

   また続きまして、同じく総合行政システムサポート業務委託料、こちらの機器

交換前の支出になります。１７３万８,２７５円です。これは１１月にクラウド

サービス型の総合行政設備、いわゆるＡＳＰに替えておりますので、それまでの

７カ月分になります。 
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   同じく、庁内のＬＡＮシステム保守料として、１０８万７,５９０円を支出して

おります。これは現在あります庁舎内の１１０台のコンピュータをネットワーク

させて、スケジュール管理等の情報共有システムでありますサイボウズについて、

こちらはインターネット接続しておりますので、その機器保守委託料として支出

しております。 

   同じく委託料として、高森町のＩＣＴ利活用支援業務委託料としまして、ク

ダーラボ代表、今も勤務しておられます堀猛さんに３８６万４,０００円お支払い

しております。こちらＩＣＴを推進しておりますので、その利活用を推進して、

庁内業務等の効率化を図るために専門プログラマーさんを雇い入れまして、文書

管理システム等のソフトウェア開発、現在も作成中です。またフェイスブックで

あるとか、インターネットを発信するについての職員啓発、また実務講習等を行

いました、その分についての業務委託料になります。 

   同じく電算費の中の委託料で、総合行政システムの端末機器切替作業委託料と

して、１１０万２,５００円をお支払いしております。総合行政システム端末をパ

ソコン１１０台、プリンター２５台の切り替え作業を行った際のシステムの移行

並びに管理作業、納付書等の帳簿表の調整等について、その切り替え作業をお願

いした分の委託料になります。こちら不用額が２６万３,８３２円出ております。

このうち、こちらにつきましては、昨年の年度末に切り替えました機器の廃棄処

分料について、昨年度から見積りを取っておりましたけれども、廃棄物処理法で

有効廃棄物と認められた分につきましては、かなり廃棄手数料も安くなりますの

で、その分の差額が当初の予算３１万５,０００円から５万２,５１１円で済みま

したので、その分の差額２６万２,４８９円が不用額となっております。 

   引き続き、１４節使用料及び賃借料、１,８２７万５,２９２円支出しておりま

す。この内訳としまして、当該する支出項目をご説明申し上げます。 

   まず、総合行政システムの機器のリース料です。こちら４月から１０月分、こ

ちらについては７０６万３,３５０円をお支払いしております。こちら平成２４年

１０月にリース満了しておりますので、７カ月分の支出になっております。 

   同じく、使用料及び賃借料としまして、総合行政システムのソフト使用料です。

５項目にありますけれども、こちらについて２５９万８,２２５円支出しておりま

す。こちらも同じくＡＳＰクラウド型に１１月から切り替えておりますので、７

カ月分の支出になります。１１月から３月までＡＳＰクラウド型に切り替えた分

の支出として７１４万円お支払いしております。こちらについては、以前は庁舎

内の中にホストサーバ等を複数機設置しておりましたけれども、現在はＲＫＫが

持ってる施設で一元管理されるサーバに移行しておりますので、その分の保守設
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計料とか、機器管理料、また外部からのスパイ等の対策等も向上し、またライニ

ングコストについても軽減できておりますので、その分についてご報告申し上げ

ます。 

   情報管理係は以上です。 

○政策企画係長（眞原友紀君） 続きまして、政策企画係、眞原です。７２ページ、

７３ページのほうをお開きください。エネルギー対策費の委託料１６８万円でご

ざいますけれども、こちらにつきましては、バイオマス活用推進基本計画を策定

しておりますので、その委託料となっております。 

   続きまして、７４ページ、７５ページのほうをお開きください。２２目過疎集

落等自立再生緊急対策事業費ということで、先ほど歳入の際にご説明いたしまし

たけども、繰越明許費といたしまして、５２０万円繰り越しを行っております。 

   続きまして、１０６ページ、１０７ページのほうをお開きください。４款衛生

費、１項保健衛生費の４目環境衛生費のほうでございますけれども、こちらの１

３節委託料２５４万１,０００円の支出となっておりますけれども、県の緊急雇用

対策事業といたしまして、昨年度、不法投棄廃棄物処理及びパトロール事業を阿

蘇フォーク・スクールのほうに委託しておりますので、その委託料となっており

ます。 

   続きまして、６目衛生費九州北部豪雨災害対策費の１３節委託料、このうちの

３７８万１,３７５円でございますけれども、先ほど歳入の際にご説明いたしまし

た九州北部豪雨災害の災害廃棄物、主に住居の木くず等でございますけれども、

そちらの撤去費といたしまして３７８万１,３７５円支出しております。 

政策企画係の分につきましては、以上でございます。 

○商工観光係長（今吉輝子君） 商工観光係、今吉です。ページのほうが１１８ペー

ジ、１１９ページになります。まず、２目の商工振興費のほうになります。１９

節の負担金補助及び交付金の４９０万円なんですけども、こちらのほうが商工会

の助成金、工業団地企業連絡協議会負担金等を合わせまして４９０万円を支払っ

ております。 

   その次の３目ですね。３目の不用額ですが、１１の需用費の２２万８,２７９円

になります。主なものは、光熱水費で２２万３,５２１円が残っておりますが、こ

れは観光施設の冬場の寒暖による見込みが困難であったため、２２万３,５２１円

が残になっております。１３節の委託料の５２２万３,０００円ですが、こちらは、

九州自然歩道の草刈りの委託料や、町有公園等の施設清掃管理委託料で５２２万

１,５８０円を支払っております。１９節の負担金補助及び交付金ですが、こちら

は阿蘇地域観光推進協議会の負担金や、観光連盟の負担金や、はなしのぶコン



 － 2 5 －

サートの助成金、風鎮祭の助成金、新酒とふるさとの味まつり助成金等を合わせ

まして５０６万４,６００円を支払っております。 

   次のページになります。４目の湧水館管理費の中の８節の報償費ですが、これ

は七夕まつりの際の交通整理の人夫賃や、湧水トンネルの公園の整備をお願いし

てる分で、その整備の人夫賃で１６５万３,５００円を支払っております。 

   １３節の委託料です。こちらのほうは湧水館の委託料や、トンネル内の循環点

検及び公園清掃委託料、あとは樹木の管理の委託料等を合わせまして７７６万８,

０３０円を支払っております。５目の温泉館管理費になります。その中の１１節

の不用額なんですけども、こちらは不用額で６３万４,０９４円が残っております

けども、これは燃料費が３８万４,６９９円と光熱水費のほうが２４万８,７３２

円が残となっておりますが、温泉館のＡ重油とガス代ですが、それと、電気料が

冬場の寒暖による使用料が見込めなかったため残っております。 

１３節の委託料なんですけども、これは浄化槽の管理委託や、ボイラー設備等

の設備の点検の委託料としまして２９４万９,９００円を支払っております。 

   １４節の使用料及び賃借料ですが、こちらのほうは発券機や、コピー機や館内

放送システム等のリース料を合わせまして２４８万５,５０５円を支払っておりま

す。 

   １５節の工事請負費ですが、ボイラーの修理代としまして、２９４万９,５００

円を支払っております。 

   ６目の観光交流センター管理費ですが、１３節の委託料は管理委託料としまし

て３５０万円を支払っております。 

   以上になります。 

○委員長（立山広滋君） お諮りします。ちょうどお昼になりますので、質疑は午後

からということでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい。いったん休憩して、午後１時から再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは午前中に引き続き、総務常任委員会を再開いたし

ます。質疑に入ります前に、課長のほうから午前中の発言の訂正を求めるという

ことですので、そちらを先にしたいと思います。課長、お願いします。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。午前中の説明の中で、間
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違った説明をしておりましたので、まず、その訂正をさせていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

○商工観光係長（今吉輝子君） 商工観光係、今吉です。まずですね、決算書の１２

２ページ、１２３ページをお願いします。６款の商工費、１項の商工費、５目の

温泉館管理費の１５節の工事請負費ですが、先ほどボイラーの修理代という事で

説明をしましたが、高森温泉館の大広間及び男子脱衣所のエアコンの整備工事に

なっております。その分で２９２万９,５００円の支出になっております。 

   以上、訂正させていただきます。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。興

梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。６９ページ、目の電算費ですね。１３節の委託料

１,０００万円、それから使用料追加料の１,８００万円、ここ一昨年、その前は

どのぐらいだったかと、今後この数字はどうなるかですね、そこを尋ねたいと思

います。 

○情報管理係長（緒方久哉君） 情報管理係長、緒方です。今、その前の年、前年度

の契約との比較ということでお尋ねいただきましたけれども、ちょっと今資料を

持ち合わせておりませんので、後ほど、数字等、しっかりした数字を確認してご

報告させていただきたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか、興梠委員。 

○政策推進課審議員（服部信一郎君） 服部です。決算ではないんですけども、予算

のベースで電算の中の委託料については平成２３年度が８００万円で、平成２４

年度が９６０万円、平成２５年度が７５０万円くらいということで、予算ベース

では、委託料については２００万円程度下がっております。これは先ほど説明が

あったように、総合行政システムがクラウド型になりましたので、その分での委

託料が下がっているということになります。今後、委託料についてはこれぐらい

の費用で推移していくのではないかというふうに思います。 

使用料は、総合行政システムがクラウドのシステム、ＡＳＰ利用料という形で

使用料が発生しています。パソコンですとか、あとプリンターを新たに全職員分、

新しく入れておりますので、その分が平成２５年度では若干、平成２５年度では

増えております。平成２３年度の使用料賃借料は総額で１,６００万円、予算ベー

スで。平成２４年度は１,８００万円、今年度の予算ベースで２,４００万円ぐら

いに上がっております。これは繰り返しになりますが、パソコン等のリース料等

が増えたということ、総合行政システムがクラウド型になったので、委託料が

減った分が使用料賃借料で増えたような形になっているところでございます。 
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○委員（興梠壽一君） よろしいですか。 

○委員長（立山広滋君） はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。電算化に向けてですね、かなり取り組まれていま

すので、かなり金額的に上がるのかなと思っていましたが、そこまではない。 

○政策推進課審議員（服部信一郎君） トータルで言いますと、そこまではないです。

下がるような工夫も十分した上でクラウドシステムにしながら、パソコンも新し

く調達し、更新する中でも費用を超さないようにというふうにはしています。 

○委員（興梠壽一君） それから、６７ページですね。企画費の中の報酬で消費者生

活関係の報酬が出とったですね。１９６万ですかね。今現在、実績はどのくらい

相談があってるのかわかれば。 

○政策企画係長（眞原友紀君） 政策企画係、眞原です。今年度に関しましては、今

１０件程度の相談があっております。 

○委員（興梠壽一君） １０件。わかりました。 

○委員長（立山広滋君） ほかに質疑ありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） よろしいですか。 

○委員長（立山広滋君） はい、どうぞ。 

○委員（芹口誓彰君） はい。芹口です。太陽光、これはどっちの担当ですかね。こ

の付属資料、この１２ページ、これは１２ページは主な施策の成果表ということ

で書いてある表ですが、その中に住宅太陽光発電システム設置補助金５０万円、

内容は太陽光発電設置世帯へ５万円補助というようなことでございます。これは

各項目に言えることですけれども、これは成果内容じゃなくして、事業の内容説

明で終わっとりますが、実際の成果としてのその内容、太陽光発電に補助した成

果、この内容についてどういうふうに成果として上げられるのか。設置世帯へ５

万円を補助したということはわかっておりますので、この表は成果をたずねてい

る表ですので成果としてどういうふうに効果があったかどうか、その内容。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） よろしいですか。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課課長の甲斐です。今、太陽光発電の成果

についてという質問ですけど、そもそも、この太陽光発電の補助を導入した理由

としましては、青山製作所が２０周年を記念しまして、高森町のほうに寄附がご

ざいました。何らかの町に優しいエネルギー関係で、使っていただけないだろう

かという、要望が来ましたので、太陽光発電の設置費の助成を行ったものです。

それからしますと、当時１５０万円の寄附でしたが、青山製作所の分はすぐには

けまして、それから単独で出しております。結果的にはですね、年間、今は１０
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件ですけど、以前はまだ多い数がありましたので、相当というか、１００件くら

いの太陽光発電につながっているものとみられます。それにつきましては、温室

効果ガスＣＯ
２
の削減にかなりの貢献をしているものというふうに考えております。

はっきりした成果までは、まだ出しておりませんけど、バイオマスの活用推進計

画も設置しているところですので、そちらの検証も今後行ってまいりたいという

ふうに思っています。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言ございませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい。これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。これから、本件について採決し

ます。 

平成２４年度高森町一般会計歳入歳出決算の認定については、認定することに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 次に、平成２４年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計

歳入歳出決算について、政策推進課の説明を求めます。 

○政策企画係長（眞原友紀君） 政策企画係、眞原です。３０２ページ、３０３ペー

ジをお開きください。歳入の主なものといたしまして、２款繰入金、１項繰入金、

目の基金繰入金といたしまして、基金繰入金１,１００万円、調定収入同額となっ

ております。これは自治体基金から繰り入れを行ったものでございます。 

   続きまして、歳出のほうでございます。３０４ページ、３０５ページをお開き

ください。１款事業費、１項鉄道経営対策事業費、１目鉄道経営対策事業費の１

９節負担金補助及び交付金でございますけれども、予算額・決算額、同額・同額

の１,１００万円となっております。これにつきましては、昨年、九州北部豪雨災

害等の影響等により、南阿蘇鉄道の収入が大きく落ち込んでいることにより、損

失補填金という形で１,１００万円の補助を出しているものでございます。 

   以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 
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続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。これから、本件について採決し

ます。 

平成２４年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第９、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

政策推進課の説明を求めます。 

○政策企画係長（眞原有紀君） はい。政策企画係、眞原でございます。一般会計予

算書の１１ページのほうをお開きください。２款総務費、１項総務管理費の１２

目地域振興費でございますが、まず報酬ですが、ツーリズム構築研究員といたし

まして、県の緊急雇用対策で今年の１月から１２月まで１名を雇用しております

が、平成２４年度、先ほど決算の中でご説明いたしました過疎集落等自立再生緊

急対策事業等の事業を継続して実施していくため、１月から３月分までの研究員

の報酬を計上しているものでございます。共済につきましても、その構築の共済

費となっております。 

   続きまして、１９節負担金補助及び交付金でございますけれども、日本でもっ

とも美しい村連合の負担金となっております。これにつきましては、９月９日に

内定通知を受けておりまして、１０月４日に島根県の海士町のほうで開催されま

す臨時総会において正式決定をされる予定でございます。これにつきましては、

昨年度までは、住民基本台帳人口に２５年を掛けたもので負担金が算出されてお

りましたけれども、平成２５年度に東京事務所が開設されましたため、新たに東

京事務所負担金ということで、人口３,０００人以上１万人未満の市町村は２０万

円負担するということになっておりまして、その負担金を２０万円計上させてい

ただいているものでございます。 

   続きまして、２０目エネルギー対策費でございますけれども、ペレットストー

ブ等設置費補助金といたしまして、５０万円を計上させていただいております。

これにつきましては、１０万円の５基分ということで、当初、１０万円の１０基

分の１００万円を計上させていただいておりましたけれども、８月末現在で８基
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の申請が上がっておりまして、残り件数が２件ということで、これから冬場にか

けて申請が増えていく可能性があるということで、今回補正のほうをお願いして

おります。 

   政策企画係につきましては以上でございます。 

○商工観光係長（今吉輝子君） 商工観光係、今吉です。１７ページをお開きくださ

い。６款商工費、１項商工費、３目の観光費の中の７節賃金の１１万８,０００円

と１６節の原材料費の１２万６,０００円なんですけども、議会報告会の際に、住

民の方から要望のありました上玉来交差点の案内看板設置のための経費となって

おります。看板を設置する交差点は阿蘇市から高千穂まで通過する車両が増加し

ておりまして、道が分らずに交差点付近で停車する車両に追突する危険性が非常

に高いため、案内看板を４枚分の経費としまして、今回計上させていただいてお

ります。 

   次の９節の旅費になります。１６万円ですが、これは１０月３０日に阿蘇首都

圏シンポジウムの開催に伴う職員２名分の旅費になっております。この会議は世

界文化遺産を目指す上では日本で暫定一覧入りすることが必要になっておりまし

て、周知啓発活動のために各市町村から町長外担当者２名の出席要請があってお

りますので、今回計上しております。 

   １３節の委託料ですね。まず、湧水トンネル内の緊急点検調査業務委託費とし

まして、４６２万円を計上しております。こちらの分に関しましては、７月に実

施しました七夕まつりの２、３日後に、入場者の方からトンネルの壁の崩落があ

りますということで連絡がありまして、見に行きましたところ、トンネル内は約

２.５メートルの高さまで、壁の部分のコンクリートとその上から天井までに塗っ

てあるコンクリートの部分に分かれておりまして、その継ぎ目の約２０センチが

モルタルで補修がされておりますが、そのモルタル部分が約２メートルに渡り崩

落したものがありました。大きいモルタルの塊は数キロに及ぶ重さがありますが、

幸いにも入場者の方にケガはなかったことが大変良かったと思っております。こ

のモルタルは天井から直接落ちるのではなくて、壁を伝って落ちてくる状態であ

ります。他の場所も調査した結果、水の染み出しやモルタルの劣化で浮いてる部

分が見受けられて大変危険な状態でありますので、また入場者も一番多い時期で

あったので、２日間の夜間工事で浮いてる部分はすべて撤去した次第です。とり

あえずは安全確保はできていますが、対象がトンネル内であり、多くの入場者の

ための安全を早急に確保する必要がありますので、今回計上しております。 

   その下の湧水トンネル内カメラの増設工事の委託の４７万２,５００円ですが、

こちらが崩落に伴いまして、安全を確保するためです。今、現在トンネルの中に
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カメラはありますけれども、トンネルの中が暗いために、カラーカメラが設置し

てありますが、白黒でしか写らない状態で、録画していますが、再生するのには

更に精度が落ちる現状ですので、今年は、大変多くのお客様に来ていただいてる

状況で、水路に落ちられるお客様も発生しております。安全対策は万全を期すべ

きですが、水路を塞いでは湧水の意味がなくなり、大変苦慮しているところです

ので、とりあえずカメラを増やし監視に力を入れるべく、今回計上しております。

また近年は外部からの不審者による強奪等も発生しており、警察からの防犯カメ

ラ設置も強く要望されていることも申し添えさせていただきます。 

   以上、説明を終わります。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。は

い、興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。今、ご説明でトンネル内の緊急点検調査ですね。

いつ頃からどのくらいの期間、その説明はあったですかね。 

○商工観光係長（今吉輝子君） いえ、まだしておりません。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。期間といつぐらいにする

かということですかね。一応、見積りの中では約１週間ぐらいで調査できるそう

です。ですけど、うちとしては大体、一番入り込みの少ない時期、２月ぐらいを

予定しておりますけど、その調査を基に新たな施工と言いますか、修繕が出てく

る可能性もありますので、できるならば、翌年度の当初予算に計上する意味を持

ちましても、１１月か１２月の初めには、その調査を実施したいというふうに考

えております。大体、期間は今言ったように１週間ぐらいで終わるそうです。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言ありませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。これから、本案について採決し

ます。 

議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

   以上で、政策推進課に関連する付託案件については終了いたしました。政策推
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進課の皆さんお疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１０、ただいまから所管事務の閉会中の継続調査に

ついて審議いたします。 

   閉会中の継続調査については、 

１．行財政の運営に関する事項 

２．地域振興に関する事項 

３．町有財産の管理に関する事項 

４．町税に関する事項 

５．防災に関する事項 

６．地籍調査に関する事項 

７．商工の振興に関する事項 

８．観光の振興に関する事項 

以上、８事項を閉会中の継続調査事項とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これで、総務常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時２５分 
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平成２５年第３回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２５年９月１３日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） おはようございます。定足数に達しましたので、文教厚生

常任委員会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１、まず本委員会に付託されました住民福祉課関連

の認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 住民福祉課長の橋本です。 

それでは、決算書によりまして、順を追って、担当係のほうから説明をいたしま

す。 

○福祉係長（岩下雅広君） 住民福祉課、福祉係、岩下です。よろしくお願いします。 

まず、歳入の２７ページ、お願いします。第１２款第２項第３目の第３節児童福

祉費負担金の現年分ですけれども、これは高森保育園の保育料ですね、現年分の

保育料となっております。調定額２,１４０万２,９００円に対しまして、２,１０

２万３,９００円の収入となっております。 

続きまして、第５節の障害福祉費負担金、こちらはですね、障害福祉サービスの

地域支援活動支援センターということで高森寮が指定してありますので、その負

担金が南阿蘇村及び西原村から入ってきております。合計で調定額が１,０２３万

５,６００円、収入も同じく１,０２３万５,６００円です。 

このページについては以上です。 

続きまして、２９ページ、第１３款第１項第３目の第２節児童福祉施設使用料現

年分ですけれども、こちらは公立保育園の保育料となっております。調定額８６

４万８,９６０円に対しまして、収入が８６３万９,９６０円となっております。 

このページについては以上です。 

○住民係長（芹口孝直君） 住民福祉課、住民係、芹口です。よろしくお願いします。 

３０ページをお開きください。 

第１３款第２項第２目の４節戸籍住民基本台帳手数料が、調定額２４１万５,６

００円、収入済額は２４１万５,６００円になっております。 
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３０ページについては以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

３３ページをお願いします。 

第１４款第１項第３目の第１節障害福祉費負担金ですけれども、こちらが更生医

療育成医療の医療費となっております。調定額１８０万円に対しまして、１８０

万円の収入があっております。 

同じく第２節児童福祉費負担金ですけれども、こちらは保育所の運営費となって

おります。調定額２,７９１万２,１２５円に対しまして、同額の２,７９１万２,

１２５円の収入があっております。 

その次の第３節子ども手当負担金、こちらも６,６３３万９,４２９円の調定に対

しまして、同額の６,６３３万９,４２９円の収入があっております。 

一つ飛びまして、第５節の支援費負担金、こちらはですね、補装具等の組み換え

の負担金分となっております。調定額９,１６９万６,０００円に対しまして、９,

１６９万６,０００円の収入があっております。 

このページについては以上です。 

続きまして、３５ページ、第１４款第２項第３目の第１節障害福祉費補助金です

けれども、こちらは日常生活用具とか車の改造費とかの障害者に対しての補助金

の国の負担分です。補助金分です。調定額２０２万８,０００円に対しまして、２

０２万８,０００円の収入があっております。 

このページについては以上です。 

続きまして、３７ページ、第１４款第３項第３目の第１節国民年金事務取扱費委

託金ですけれども、調定額２８５万２,１３５円に対しまして、同額の２８５万２,

１３５円の収入があっております。 

このページについては以上です。 

続きまして、３９ページ、第１５款第１項第３目の第３節児童福祉費負担金です

けれども、こちらは保育所の運営費の県の負担金となっております。調定額１,３

８１万３,５３０円に対しまして、同額の収入があっております。 

その次の第４節子ども手当て負担金、こちらも県の子ども手当に対する負担金で、

６分の１の負担金があっております。調定額１,４５１万１,３３０円に対しまし

て、同額の収入があっております。 

続きまして、第５節支援費負担金、こちらは４,５８４万円に対しまして、同額

の収入があっております。 

続きまして、第２項第３目の第２節重度心身障害者医療費給付補助金ですけれど

も、県の補助金分として６６２万１,０００円の調定に対しまして、同額の収入が
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あっております。 

このページについては以上です。 

続きまして、４１ページ、同じく第３目と第３節障害福祉費補助金ですけれども、

こちらは１３８万５,０００円の調定に対しまして、同額の収入があっております。 

第７節の次世代育成支援対策交付金ですけれども、こちらは延長保育のための補

助金でございます。調定額３２３万５,０００円の調定に対しまして、同額の収入

があっております。 

続きまして、第１０節子ども手当システム改修補助金ですけれども、こちらは昨

年、制度改正により、子ども手当から児童手当に変わったことによりまして、電

算システムのシステム改修がされております。その補助金といたしまして、調定

額１５３万３,０００円に対しまして、同額の収入があっております。 

次に、第１２節の災害弔慰金補助金ですけれども、こちらは昨年度の九州豪雨災

害に伴う弔慰金の補助金でございます。国が３分の２、県が３分の１で入ってお

ります。調定額１８７万５,０００円の調定に対しまして、同額の収入があってお

ります。 

このページに関しましては以上です。 

○住民福祉課長補佐（阿南一也君） それでは、５１ページをお開きください。 

２０款の諸収入になります。３節の住宅新築資金貸付金元利収入、過年度分でご

ざいます。調定額２,５６６万９,０３７円としておりますけれども、収入金額８

１万８,０００円となっております。未収入金が２,４８５万１,０３７円となって

おります。内訳につきましては、滞納者が９名いらっしゃいます。それと、２節

元利収入現年度収入未済額になりますけれども、これにつきましては８名の方が

滞納になっております。 

以上です。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 以上、歳入のほうをご説明申し上げました。 

○委員長（後藤三治君） 歳出も続けてお願いします。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 歳出も順を追って説明いたしたいと思います。 

○住民係長（芹口孝直君）住民係、芹口です。 

７８ページの歳出、第１款第２項の戸籍住民基本台帳費の歳出について説明いた

します。 

不用額２０万円以上のものは、特にございませんでした。ご覧のとおりになって

おります。以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

８９ページをお願いいたします。 
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第３款第１項第１目の社会福祉総務費ですけれども、こちらで不用額は第１９節

の負担金補助及び交付金ですけれども、３２７万４,０００円の不用額が出ており

ます。こちらは社会福祉協議会のですね、職員の方が現在休職中でございまして、

その方の人件費の戻入分があっております。戻し入れがあったのは平成２５年の

５月３１日付けであっております。 

このページについては以上です。 

続きまして、９１ページをお願いいたします。 

同じく第３款第１項の第２目障害福祉費の第１３節ですけれども、こちらの委託

料で６９万５,９０７円の不用額があっております。こちらは更生医療と福祉サー

ビス費などの費用となっておりますが、こちらにつきましてはですね、予測が不

可能ということで、これだけなっております。特に更生医療につきましては、１

回の医療費というものはですね、心臓とかの手術になりますと高額な費用がかか

りますので、補正では減額をしておりませんでしたので、この不用額が出ており

ます。 

続きまして、第２０節の扶助費６４２万４３９円の不用額が出ておりますが、こ

ちらは重度心身障害者医療費及び日常生活用具の補助、補装具の補助金となって

おります。こちらにつきましても申請の都度、支払いをしておりますので、どれ

だけ申請があるかというのが予測がつきませんので、不用額が出ております。 

このページについては以上です。 

○住民福祉課長補佐（阿南一也君） ９５ページをお開きください。 

９目同和対策費、１０地域改善対策費、並びにもう１枚開けていただきまして、

９６ページになりますけれども、男女共同参画推進費、この２０万円以上の不用

額はありません。 

以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

９７ページをお開けください。 

第３款第２項第１目の児童福祉総務費ですけれども、こちらの第２０節扶助費の

１２５万円の不用額が出ております。こちらにつきましては、出産祝金に係る予

算となっておりますが、２４年度中には３８件のお祝い金の支払いをしておりま

す。これにつきましては、あらかじめ予測されると思われますけれども、申請続

きの時期によってですね、翌年度にずれ込んだり、妊娠して転入・転出をされる

関係で、予測がつかないということもありまして、この不用額が出ております。 

このページにつきましては以上です。 

続きまして、９９ページをお開けください。 
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第３款第２項第２目の児童福祉施設費の中の第１１節需用費ですけれども、こち

らの２４万６,０５２円の不用額につきましては、保育園の賄い材料費ということ

で不用額が出ております。 

１３節の委託料、こちらの２５万１,９１１円の不用額につきましては、保育園

の広域入所に係る委託料ということで、こちらも月途中で広域入所の委託があっ

たりしますので、ここも予測がつかないので不用額が出ております。 

次の１４節使用料及び賃借料ですけれども、こちらはタクシーの借り上げとかで

すね、その経費となっております。１４３万４,９６５円の不用額が出ております。 

第２０節の扶助費につきましては、５０万１,５００円の不用額が出ております

が、こちらは高森保育園の運営費でございまして、こちらも月途中で入退所等が

ありまして、増減等の予測がつかないため、不用額が出ております。 

続きまして、第３目の児童措置費の第２０節の扶助費ですけれども、２４万円の

不用額が出ておりますが、こちらは児童手当に係る決算でございまして、こちら

につきましても転入・転出などによりましてですね、特に年度末は多いですので、

予測がつかないということで不用額が出ております。 

このページについては以上です。 

続きまして、１０１ページの第３項第１目の災害救助費の中の第１節の扶助費で

す。こちらは２６万円の不用額が出ておりますが、こちらにつきましては、火災

における全焼の見舞金ということで、２件分、予算が組んでありましたけれども、

こちらについてはですね、いつ起きるか分からないということで、減額をせずに

そのままにしておりますので、不用額が発生しております。 

続きまして、第２目の民生費九州北部豪雨災害対策費の中の第２０節の扶助費で

すけれども、こちらにつきましては、不用額はありませんが、参考のために４７

０万円の支出が出ております。３８件の災害見舞金と、お一人行方不明の方の弔

慰金を支払っております。 

このページについては以上です。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 以上、歳入歳出決算のほうのご説明を申し上げまし

た。以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

１０１ページ、上のほうの２０節の扶助費、火災全焼の見舞金ということで、２

件分。２６万円上げてありますけれども、全焼したときは１件１３万円というこ
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とで理解しとってよろしいでしょうか。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 課長の橋本です。 

全焼の場合がですね、１０万円です。駐在区の片付け等がありますので、３万円

があります。全焼の場合は１０万円プラスの３万円で、１３万円ということで、

一応２件分、もしあったときの場合に予定をしておりました。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

○委員（立山広滋君） はい。ありがとうございました。 

それと、もう一つ、よろしいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

その下の扶助費４７０万円、今、岩下係長の説明では、３８件の災害見舞金、１

人の行方不明の方の弔慰金ということですけれども、この内訳は分かりますで

しょうか。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 分かります。課長の橋本です。 

１名の不明の方はですね、興梠さんが行方不明ですので、配偶者ということで２

５０万円の見舞金が出ております。あとの３８件はですね、まず駐在区に対しま

して３万円の地区支援費ですね、これが９０万円あります。あと３０件ですね、

３０件の床下浸水がありますので、そちらが３８件、半壊が１５万円、床上浸水

が２５万円ということで、足して３８件、９０万円と１３０万円ですね。見舞金

が１３０万円です。地区の支援金が９０万円で、２２０万円です。先ほどの２５

０万円と合わせて、４７０万円ということであります。 

○委員（立山広滋君） はい。ありがとうございました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにございませんでしょうか。 

○委員（三森義高君） はい。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ 

○委員（三森義高君） ５１ページの歳入のほうですが、三森です。 

５１ページの歳入、貸付金元利収入の分で節の３住宅新築資金貸付金元利収入過

年度分ということで、８１万８,０００円入っておるわけですが、正確にはまだ２,

４８５万１,０３７円ですか、未済額であがっているというようなことでございま

すが、こういう状況下で今後の方向性というのはどんなに考えておられるのか、

ちょっと説明いただきたいと思いますが。 

○住民福祉課長補佐（阿南一也君） 人権推進係の阿南です。 

先ほど申し上げましたように、滞納者の方は９名いらっしゃいます。その中でで

すね、６名の方につきましては、年に少しずつでもですね、支払われております。
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ですので、役場としてもですね、滞納されている方につきましては当然ですけれ

ども、少しずつ支払われておられる方も含めまして、９月と３月にですね、督促

状を出してですね、催告を促しております。 

○委員（三森義高君） はい。非常に納得がいかないわけですね。払っている人と、

もう本当便宜上に払っている人と。そこらあたりをちょっと考えてやっていかんと、

この状況で本当に回収できるのかという、不公平が非常に出てくる。同じ資金の中

でそういう不公平感があるような行政サイドの側でやっていきよったら、今後はど

うなるのか非常に心配をしておるところです。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかにはございませんでしょうか。ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますが、私のほうから、２つお聞きした

いことが、後藤です。 

まず、２７ページですね、歳入になりますけれども。町立と私立保育園の保育料

の問題でございますが、まず私立保育園の現年、それから過年度分の滞納が少し

ずつ減ってきている状況にあるのかどうかですね。それから、今年度、町立保育

園の現年分の滞納も９,０００円ということでありましたけれども、どういう状況

で納められていないのかですね、そこらへんをちょっと、分かる範囲で結構です

が、まずそこをお聞きしたいと思います。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

こちらの滞納分につきましては、まず私立保育園の３７万９,０００円について

は、９名の方が滞納されておられます。これは９名というのはですね、子どもの

数で９名です。保護者の数でいきますと６名の方ですね。こちらにつきましては、

現在の納付状況を見る限りですね、平成７年度分から滞納がありまして、前の分

から少しずつ支払いをされていますので平成７年度分は終わっております。実際

このときに、保育園におられた子どもさんはもう成人されてて、もう自分で払わ

れたようでありますので、年間に少しずつ減っております。 

あと、公立保育園分の９,０００円につきましてはですね、お一人の方が１月分

だけ納めておられなくてですね、年度内に納められていて、その分に関してはも

う今現在、既に納付されています。 

○委員長（後藤三治君） 分かりました。 

もう一つ、すみません。８９ページをお願いしたいと思います。社会福祉総務費

の１９節の負担金補助及び交付金の中で３２７万４,０００円、先ほどの説明では

社協の休職者の未納金ということですが、不用額で上げなくてはならなかったの
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か、あるいは予算でですね、課長が言われたのは５月頃ということでしたので、

不用額じゃなくて、予算を減額補正する必要があったんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

こちらにつきましては、年度当初に予算編成をしておりまして、実際、社会福祉

協議会に支払うのがですね、上半期・下半期に分けて、補助金という形で支払っ

ております。人件費も含めたところでですね。一旦支払っておりますので、その

予算につきましては、社会福祉協議会のほうでも予算が組まれておりまして、そ

の社会福祉協議会の理事会総会、そちらのほうにかけていただきまして、返すと

いうことを決めていただいて、返納することを決めていただいた上で返納してお

られますので、こちらの予算措置がそれまでできなかったというのも一つの理由

であると思います。 

○委員長（後藤三治君） はい。ほかに質疑はございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。これから、本案について採決し

ます。 

認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については、認定

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第２、議案第４５号、高森町子ども・子育て会議条例

の制定についてを議題とします。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 課長の橋本です。 

それでは、担当係のほうから説明をいたします。 

資料がありますので、今から配付をさせていただきます。 

［資料配付］ 

○住民福祉課長補佐（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。私のほうから説明させ

ていただきます。 

子ども・子育て会議条例の制定ですけれども、今お配りしました資料に基づきま
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して説明申し上げます。 

子ども・子育て会議ですね、これは平成２７年４月から新制度が始まります。そ

の前にですね、国、県、町ですね、この子育て会議の設置が求められております。

県においても今議会において会議の設置が計画されているようです。その子育て

会議の趣旨、役割につきましては、先ほど１ページの下のほうに書いてあるとお

りでございまして、子育て会議の支援計画及びこれからの実施をする上で重要な

役割を果たすものでございます。 

今回、条例に記載いたしましたのは、もう１枚開けていただきまして、子ども・

子育て支援法第７７条を記載しております。その中で先ほど申し上げましたよう

に、７７条の３にありますけれども、市町村子ども・子育て支援計画に関するこ

ととかですね、それと４ですね。実施の調査、審議に関すること等でございます。

この会議を設立しましたことを、まだ人選についてはまったく決めておりません。

当然、条例制定後になっております。その後、本年度中にですね、ニーズ調査を

行いまして、２６年の９月までに支援計画書を策定するように計画しております。

その後、ニーズ調査等の実施、子育て支援のセンター等を含めましたところの計

画にしたいと思っております。 

以上、概略ですけれども、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（後藤三治君） はい。ただいま説明がありましたので、これからご質疑を

行います。質疑はありませんか。 

○住民福祉課長（橋本和則君） いいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 課長の橋本です。 

今回はですね、子ども・子育て会議の委員の設置ということで、これは全国的な

流れからして、計画を策定するわけでありまして、高森町が目指しております子

育て支援センターはですね、これを基本にしますが、この通りということはあり

ませんで、高森で設立する予定の子育て支援センターにつきましては、高森独自

の方向性をもっていく形になると思います。それから、今後、いろんな計画を立

てまして、改めまして議員さんのほうにはお示しができると思います。今回の会

議の設置につきましては、あくまでも子育て会議の基本的な方針を決めるための

会議ですので、よしろくお願いいたしたいと思います。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑ございませんか。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 
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今、資料をお配りされたと思いますけれども、ちょっとお尋ねします。国では子

ども・子育て会議は２５年の４月に、もう設置してあるわけですね。 

○住民福祉課長（橋本和則君） はい、そうです。 

○委員（立山広滋君） はい。分かりました。すみません。 

○委員長（後藤三治君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これから、本案について採決します。 

議案第４５号、高森町子ども・子育て会議条例の制定については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第３、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 課長の橋本です。 

それでは、補正をしております担当係のほうから、順次説明をいたします。 

地域改善施設費のほうからご説明を申し上げます。 

補正予算書の１４ページをお開きください。 

○住民福祉課長補佐（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。１４ページをお開きく

ださい。 

１０目の地域改善施設費です。需用費で、修繕費１０万円を組んでおります。こ

れにつきましては、２０カ所のですね、設置箇所について高森町で管理しており

ますけれども、そのうちの一つの街路灯がですね、根本から倒れましたので、そ

の分の修繕料を１０万円組んでおります。 

以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

続きまして、説明をさせていただきます。 

歳出１４ページの第３款第２項第１目の第９節旅費の中の費用弁償８万円を計上

させていただいております。こちらにつきましては、先ほど阿南課長補佐のほう
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からご説明がありました、子ども・子育て支援会議等の費用弁償ということで予

算を計上しております。 

続きまして、第３款第２項第４目の２３節償還金利子及び割引料ですけれども、

こちらが９万１,０００円の補正を計上しておりますが、こちらにつきましては、

平成２４年度の熊本県多子世帯子育て支援事業補助金の返還金となっております。

こちらにつきましては、現在、保育園の保育料につきましては、第３子以降の保

育料を無料としております。それに対しまして、この熊本県のほうから補助金が

出ておりますが、この補助金の計算をする際にですね、高森町の第３子以降の保

育料を無料にするという運用がですね、この熊本県の多子世帯の支援事業の補助

金の適用を受けない分の徴収金額を算入していたことによりまして、補助金を

ちょっと多くもらいすぎておりましたので、その分を減額する支出となっており

ます。 

続きまして、第６目の高森東保育園費の第１８節備品購入費ですけれども、７万

８,０００円の予算を計上させていただいております。こちらにつきましては、高

森東保育園の給食食材保管用の冷蔵庫を今回購入するということで計上させてい

ただいております。今までですね、個人の冷蔵庫とかの中古の分をどうにか騙し

騙し使っていただいてたような状況ですけれども、とうとう使用できなくなりま

したので、今回新たに購入するということで予算を計上させていただいておりま

す。 

以上です。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 以上が補正予算です。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑がないようでございますので、続きまして討論を行い

ます。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。 

議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、住民福祉課に関連する付託案件については終了いたしました。 
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住民福祉課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１０時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第４、それでは、本委員会に付託されました健康推進

課関連の認定第１号、平成２４年度高森町一般会計歳入歳出決算の認定について

を議題といたします。 

説明をお願いしますが、今までとちょっとやり方を変えまして、ページごとに

説明をお願いしたいと思います。ですから、入れ替わり立ち替わりになると思い

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、お願いします。 

まず、平成２４年度高森町一般会計歳入歳出決算について、健康推進課の説明

を求めます。よろしくお願いします。 

○健康推進課長（村上源喜君） 健康推進課の課長の村上です。おはようございます。 

今、委員長のほうが、一般会計のほうからということでお話がございました。こ

の後、特別会計のほうにも、私たち３つ持っておりますので、入ってまいります

が、特に特別会計におきましては、医療費に関するものが多くございまして、１

００万円以上の事業ということで載せていただいておりますが、そういったとこ

ろで、その分につきましては、できましたら割愛させていっていただいて、ご質

問にお答えするということにちょっとしないと、全部１００万円以上になります

ので、そういうところでお願いできればと思いますが、よございますでしょうか。 

○委員長（後藤三治君） よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○健康推進課長（村上源喜君） はい。ありがとうございます。じゃあ一般会計の決

算のほうから説明をお願いします。よろしくお願いします。 

○介護保険係長（馬原恵介君） おはようございます。介護保険係長、馬原でござい

ます。 

歳入の２６ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。 

分担金及び負担金、３目の民生費です。１節の老人福祉費、老人福祉費負担金現

年分です。これは湯の里荘の負担金になりまして、今現在、１２名、平成２４年

度末で入所されています。その分の負担金が２７４万６,１２９円になっておりま

す。 

それから、２節の老人福祉費負担金滞納繰越金についてはございませんので０円
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となっております。 

以上です。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） すみません。次に、健康保険係の高崎です。よ

ろしくお願いします。 

同じく６節の老人保健医療費交付金につきましては、実績がありませんので０円

となっております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 続きまして、健康推進係、野中です。 

４目の衛生費負担金、２節の健康増進事業健康審査負担金ですけれども、これは

各種がん検診の自己負担分になります。 

続きまして、３節の健康審査負担金、これは２０歳から３９歳の検診及び骨粗鬆

症検診、腹部超音波検診の自己負担金になります。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 国保係の高崎です。 

３２ページをお願いします。 

国庫支出金の国庫負担金、３番民生費国庫負担金の４節保険基盤安定負担金、３

８９万８,０２６円の歳入となっております。 

あと、６節の老人医療給付負担金につきましては、実績ゼロです。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

続きまして、３４ページ、４目の衛生費国庫補助金、この１節環境衛生費補助金

は、合併浄化槽で建設課の管轄になっております。 

３節、産業廃棄物、これも政策推進ですね。災害復旧関係になります。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 国保係の高崎です。 

３６ページをお願いします。 

県支出金の県負担金、民生費県負担金ですが、２節の保険基盤安定負担金として

５,０８３万９,２６９円の歳入となっております。 

以上です。 

○介護保険係長（馬原恵介君） 続きまして、４０ページをお願いいたします。 

介護保険係長、馬原でございます。 

１５款の県支出金ですね。３目の民生費県補助金になります。６節の在宅老人福

祉費補助金です。これは老人会に対する補助金になっておりまして、一応４事業

分、５０万３,０００円になっております。 

それから、９節です。介護保険低所得者対策事業補助金になっております。これ

は２５万９,０００円です。これにつきましては、施設に入所されている方で、低

所得者に該当する方についてはですね、その負担金を一部補助するという事業が
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あります。その分でございます。 

それから、１１節でございます。高齢者等住宅改造費補助金になります。これは

自宅のですね、高齢者等の住宅の改造につきましてはですね、上限７０万円とい

たしまして、２分の１までは県と町の補助がございます。その分の実績で１件分

３０万９,０００円になっております。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 同じく４０ページです。 

健康推進係、野中です。 

４目の衛生費県補助金になります。２節の乳幼児医療費補助金、これは０歳から

３歳の子どもに対して２分の１の補助が行われています。 

３節健康増進事業費等補助金、これは９０万４,０００円ですね。 

それから、４節の妊婦健康審査補助金、これは妊婦さんに１人１４回ですね、補

助が行われております。６６人、延べ４８６人が受診されています。 

続きまして、５節の子宮頸がん等ワクチン接種緊急推進臨時補助金ということで、

これは子宮頸がんワクチン、それから小児肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンに対

する補助になっています。 

以上です。 

○介護保険係長（馬原恵介君） では、すみません。歳出のほうに入ってまいります。 

９０ページをお願いいたします。 

介護保険係長の馬原でございます。 

３款の民生費ですね、１項の社会福祉費になります。４目の老人福祉費になりま

す。この中で１３節の委託料ですね。金額が予算額２２６万４,０００円に対しま

して、支出済額１８６万９,１３５円、不用額が３９万４,８６５円となっていま

す。これにつきましてはですね、在宅老人いきがい通所といいまして、梅香苑の

ほうにデイサービスに行っていらっしゃる方、それから外出支援ですね、それか

ら敬老生活支援等、委託料で支払っておりますものですが、なかなか年度末まで

ですね、事業を実施している関係でですね、３月の議会のときに支払額が確定で

きずですね、不用額として３９万４,８６５円残ってしまいました。 

それから、次のページになります。 

２０節の扶助費になります。予算額２,７４６万７,０００円に対しまして、２,

７２０万１,５５８円、不用額２６万５,４４２円となっております。これにつき

ましては、湯の里荘のですね、入所者の措置費、町負担分でございます。これも

ですね、一応３月まで扶助費の支払いがございまして、途中入所・退所関係があ

ります関係で、３月の定例議会には予算を処理をすることができずに、不用額と
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して２６万５,４４２円計上しております。 

介護保険係は以上であります。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 続きまして、国保係の高崎です。 

９２ページ、６目の老人保健事業につきましては、実績がありません。後期高齢

者医療事業費、１９節の負担金補助及び交付金につきましては、熊本県後期高齢

者医療広域連合会のほうに１億４８１万９,５６３円を支出しております。 

あと、２８節の繰出金につきましては、後期高齢者の特別会計のほうに３,２８

７万２,０００円拠出しております。 

続きまして、９４ページをお願いします。 

国保健康保険事業費の、２８繰出金につきましては、６,４３６万５,８５２円を

国保の特別会計のほうに繰り入れさせていただいております。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 続きまして、１０２ページです。 

健康推進係、野中です。 

衛生費の１０３ページ、１３節の委託料ですけれども、これは検診の２０歳から

３０歳代の検診、それから骨粗鬆症検診、超音波検診、在宅当番医の委託として

支払っております。 

１９節負担金補助及び交付金ですが、これは広域事務組合に対する一部負担金に

なっています。 

続きまして、１０４ページ、２目の予防費です。１０５ページの１１節需用費で

すけれども、これは予防接種のワクチン代として支払っておりますが、３月、ま

だ接種人数が不確定のため、不用額２９万９,０９２円が出ております。 

１３節委託料、これが予防接種を委託している分ですけれども、これも３月末、

接種人数の不確定のため、５２万４,９１７円の不用額を出しております。 

２０節扶助費、これはインフルエンザ、ヒブワクチン、肺炎球菌に対する払い戻

しをしている分ですが、これも３月末、接種人数不確定のため、４９万５,５８３

円の不用額を出しております。 

続きまして、１０４ページ、３目の健康増進事業費ですけれども、これは１０５

ページ、１３節の委託料、これは各種がん検診の委託料として支払っております。 

○審議員（沼田勝之君） 審議員の沼田です。 

１０６ページ、７ページ、環境衛生費の需用費、支出額が２２６万円があります

が、これは農業用水のですね、川の浄化ということでですね、農業用水のポンプ

代ですね、これは政策推進課のほうで執行しております。 

それと、１３節の委託料ですね。これも２５４万１,０００円支出しております
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が、これは昨年、緊急雇用対策事業ということで、不法投棄の廃棄物の処理と監

視パトロールですね、これも政策推進課の事業として行っています。この事業に

つきましてはですね、担当課がそれぞれことなっております。 

１９節の負担金補助及び交付金につきましてはですね、これは建設課で行ってお

ります合併処理浄化槽設置整備事業等です。当課で行っている、ごみ収集所の整

備事業補助金は１９万６,０００円で、この中に含まれています。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 同じく、１０７ページですけれども、健康推進係、

野中です。 

５目の母子保健費です。１３節委託料にこれは妊婦健診として支払っております。

これも３月末、健診受診者が不確定のため、３３万１,６２８円の不用額を出して

おります。 

２０節扶助費です。これは子ども医療に対する支払いになっております。これも

３月末、医療申請が不確定のため、３１万２,３６３円の不用額を出しております。 

以上です。 

○審議員（沼田勝之君） ６目のですね、衛生費九州北部豪雨災害の経費ですけど、

１１節の需用費ですね。これは豪雨災害によります廃棄物の集積所ということで、

旧上色見小学校を集積所にしてありますが、そこの復旧の山砂代等をここに支出し

ておるものです。 

それと、委託料につきましても、豪雨災害のですね、廃棄物の処理委託と汚泥

処分委託、これを出しております。 

それと、１４節の使用料及び賃借料につきましては、重機とダンプ等の借上代

を支出いたしております。 

１０９ページですね、原材料費ですが、これも上色見小のですね、集積所の芝

張りと山砂代等を支出しております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

１０７ページの２０節の扶助費、今、野中係長のほうか、子ども医療ということ

でご説明がございましたけれども、これは出生から中学校３年生、その医療費の

補助ということですかね。 
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○健康推進係長（野中裕美子君） そうです。はい。 

○委員（立山広滋君） はい。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

○委員（立山広滋君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかにございませんか。 

私のほうから一つ、後藤です。 

妊産婦の補助ということで、１人１４回ということだったですね。その中で６０

何名というお話をちょっと聞いたんですが、何が言いたいかといいますと、子ど

もの数が少しずつ増えてきているのかなと、だいたい私が知ってるころは４０か

ら５０以内ぐらいの出生率がずっと続いていたように思われますが、今、６０名

おられるということは、少し子どもの数が増えているのかなと思いますが、状況

はどがんでしょうか。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

１年間の妊婦届というのは、やはり４０前後になっています。ただ、これは１人

の方が１０カ月間妊娠期間がありますので、延べでいきますと年度また超えて対

象者がいらっしゃいますので、６６人ということになります。 

○委員長（後藤三治君） はい。ほかに何かございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。質疑を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これから、本件について採決します。 

平成２４年度高森町一般会計歳入歳出決算の認定については、認定することに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

次に、平成２４年度高森町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、健康推

進課の説明を求めます。よろしくお願いします。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 国保係の高崎です。よろしくお願いします。 

国民健康保険の特別会計につきましては、今ご説明しました１７６ページから説

明させていただきます。 

まず、国民健康保険税ですが、一般と退職の保険に分かれますが、トータルでい

きますと、現年分の国保の保険税が調定２億１０８万８,６５０円に対して、徴収

額が１億８,９５６万７,５３２円、残も１,１５２万８,１１８円の歳入未済額と
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なっています。 

あと、滞納繰越分ですが、こちらにつきましても調定額６,７２４万５１０円に

対して、徴収済額５７５万６,８９９円、６,１４８万３,６１１円が収入済額と

なっております。 

次のページの１７８ページをお願いします。 

国庫負担金です。国庫支出金の国庫負担金です。１００万円以上でいきますと、

まず療養給付等の国からの負担金として、現年度について２億１,８４５万６,０

６１円入っております。高額医療費共同事業負担金として５３５万１,７９２円、

特定健診、住民健診、国保被保険者に係る住民健診ですが、これについて１１２

万６,０００円入っております。 

次、２項の国庫補助金のほうですが、財政調整交付金として普通調整交付金９,

３５０万８,０００円、特別調整交付金６５５万円入っております。 

また次のページです。１８０ページをお願いします。 

５款の療養給付費等交付金、社会保険診療報酬支払基金より、療養給付費等の交

付金として５,６０４万１,０００円、現年度分として交付をいただいております。 

６款の前期高齢者交付金として、同じく社会保険診療報酬支払基金より、現年度

分として２億３８１万９,４３７円を交付いただいております。 

次に、７款の県支出金ですが、１目の高額医療費共同事業負担金として５３５万

１,７９２円を入っております。 

あと、特定健康審査等の負担金として１１２万６,０００円入っております。 

次に、１８２ページをお願いします。 

２項の県補助金の財政調整交付金として、１節普通調整交付金として５,７３８

万６,０００円、２節の特別調整交付金として６７万円入っております。 

次に、８款の共同事業交付金として、熊本県国保連合会のほうから、１節高額医

療費交付金として２,４３８万８,８４０円と、２節の保険財政共同安定化事業交

付金として１億３,７４４万９,５１０円交付いただいております。 

次に、１０款の繰入金ですが、１目の一般会計繰入金として６,４３６万５,８５

２円入っております。 

１８４ページになりますが、それの繰り入れの明細がそれぞれ保険基盤安定繰入

金として４,１７６万５,８５２円、２節出産育児一時金繰入金として５６０万円、

３財政安定化支援事業繰入金として１,７００万円繰り入れさせていただいており

ます。 

次に２項の基金繰入金として積み立てのほうを取り崩しまして、１,８００万円

繰り入れさせていただいております。 
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次に、１１繰越金ですが、これにつきましては、昨年度、２３年度からの繰越金

として、１節、６,５８６万７,２１４円繰越しております。 

１８６ページになりますが、４項雑入として、１節第三者納付金として１５８万

２,９９７円、これはつまり交通事故で、かかった医療費を、事故を起こした人が

払うという制度ですので、その分についての医療費分をいただいております。 

１００万円以上の歳入は以上です。 

続けて、歳出のほうをご説明いたします。 

１９０ページをお願いします。 

まず、一般管理費の中の１２節役務費ですが、ここにつきましては郵便料が１２

０万円ほど、あと機器に関する手数料などとなっております。 

○委員長（後藤三治君） ２０万円を超えとる分だけの説明でいいですよ、不用額が。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） すべて２０万円を超えている部分についてはあ

りません。 

○委員長（後藤三治君） となると、何もないけん、主なところをですね、やはり、

これは伝えておきたいということは、説明ください。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 分かりました。 

歳出のトータル１０億９,１１４万６３９円に対して、医療費の給付がトータル

で、５億ほどになっておりますので、支出のウエイトを占めております。療養給

付と、例えば１９８ページの６款、高額医療費共同事業拠出金、そして広域連合

会のほうに拠出金として共同事業療養拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金と

合わせて１億４,５７４万１,８１４円拠出しております。これは国保連合会のほ

うに拠出金を、市町村からの拠出金をプールしておりまして、それぞれ各市町村

でかかった医療費とか、高額医療費の払い戻しが多い市町村に対して、いくらず

つ交付するというような形で、払い戻しを受けるような形の制度となっておりま

す。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 歳出においてはですね、ほかの予算と非常に２０万円以上

の不用額がないということで、非常に精査されてですね、予算を計上されていたと

いうことで、もう説明しようがないということでございますが、当然資料は先に配

付されておりますので、これからですね、委員の皆さまの質疑を受けたいと思いま

すので、何かありましたらお出しいただきたいと思います。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 
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一つ確認です。１８１ページ、この一番上の１節、これは何て書いてあるとです

かね。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 出産一時金です。文字化けをしております。す

みません。出産一時金の補助金です。出産された方に補助金を出すやつの、補助

金をうちが出しておりますが、それについての補助金としていただいております。 

○委員（立山広滋君） 正式文を言うてください。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 出産一時金補助金です。上の出産一時金もあり

ますけど、下のが文字化けしております。 

○委員（立山広滋君） もう一つよろしいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

まず、７７ページ、この上から医療給付分と後期高齢者支援金分と介護給付金分

の現年の課税分と、それと滞納繰越分がありますけれども、だいたい人数は例年

このとおり、滞納者がいらっしゃるということでよろしいですか。減っているん

ですか、増えているんですか。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 増えております。何人か増えております。 

○委員（立山広滋君） それで。増えているなら、どのような対応を、滞納の方には

とっていらっしゃるんでしょうか。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 国保係の高崎です。 

一応、国保とは限らず、町のほうで徴収プロジェクトチームをつくりまして、そ

れぞれ受け持ちをもって、徴収していくということでやっております。ひとまず

現年度分の滞納が増えないように、現年度分から徴収していただくようやってお

りますので、何とか現年度分は例年どおりの徴収となっておりますけど、滞納分

の徴収はちょっと今回は、いつもどおりには徴収できてないところもあります。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

ないようでございますので、私のほうから一つ質問させていただきます。後藤で

す。 

決算書のですね、決算審査意見書の中の国保の中でですね、代表監査委員のほう

からもちょっとお話がありましたけれども、本来、特定健診並びに特定保健指導

が実施されているが、計画書に上げられた目標に達成しているのかというような

ご提案がありましたけれども、現在、いかがですか。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 国保係の高崎です。 

特定健診につきましては、２０年度に第１次特定健診の実施計画というのを作り
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まして、国の指針で２４年度には６５％の受診率を目指すということで指針があ

りまして、それに向けて計画を立てたところですが、高森町の直近の２４年度は

まだ実績では出ていませんが、２３年度で４３％ぐらいの受診率となっておりま

す。他の市町村が３４％を切ってますので、それと比べたら受診率は高いんです

が、まだまだ計画には追いついてないのが現状です。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 後藤です。 

今聞きますと、２０％強の開きがあるわけですよね。これをしないことによって、

やはり保険に及ぼす影響というのは大きなものがあると思われるんですよ。今後

どういう対策を考えておられるのかですね、ちょっともし計画があればお聞かせ

願いたいと思います。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 国保係の高崎です。 

また、２５年度から第２次特定健診実施計画というのがありまして、今後は国の

指針が少し若干落ちまして、６０％を目指すということで指針が出ております。

それに合わせて計画しておりますが、今後は町長が進めていらっしゃるブロード

バンドを利用してですね、２４年度についての受診の呼びかけあたりをですね、

どう進めていくか、また、町としても健診に対して興味をもっていただくような

形で放送していこうかと思っております。 

あとは、受診されなかった方という方をですね、なぜ受診しないのかということ

を協議して、何とか受診していただくような形で指導していきたいと思っており

ます。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） もう一つよございますか。後藤です。 

先ほど、立山議員が滞納状況について質問されましたけれども、滞納が、やはり

滞納分を含めて現年と合わせると相当増している状況なんですよ。そういうのは、

やはり健康保険に及ぼす影響、それから今のままの保険料でいいのかどうかです

よね。今、健康保険の運営がどういう状況なのかをちょっとお聞かせ願いたいと

思います。 

○健康推進課長（村上源喜君） 健康推進課の課長の村上です。 

今、委員長のほうからご質問がございましたが特に滞納の分ですけれども、先ほ

ど担当係長のほうが申し上げましたが、現年度分につきましては、昨年が９３.６

２％、今年が９４.２７ということで、若干の改善はなされております。ただ、滞

納の分につきましては、今と逆でございまして、昨年ほどは徴収できていないと

いうことで、中身を見てみますと、件数自体はそうでもないんですが、同じ方が
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滞納額が大きくなっている。新しい滞納者の方が相当数が増えているわけではあ

りませんので、差し押さえ等の処分も税務あたりと合わせてやっておりますけれ

ども、なかなか一方では生活がありますし、その生活のもとに、また納税もして

いっていただかにゃならんと、そういうジレンマもありますが、今、チームも、

係長が申し上げましたように、作っておりますので、チーム任せということでは

なりませんけれども、私も含めまして、そのへんしっかり今、懸念されている部

分につきましてはですね、なるべく一般の方の保険税に跳ね返りがないようなこ

とをしっかり検討していきたいと思います。 

また、質問があった保険料の値上げ等という言葉もございました。これにつきま

しては、以前の問題もありまして、国保の運営審議会等でも、私、会議に入って

おりました中で、ちょっとお話が出ましたが、やはりあの問題が尾を引いている

というのは事実でございますので、仮にこれをもうチャラにしてとかいうことに

なればですね、今言われた滞納者の方が、俺たちの分もじゃあ一回チャラにせえ

ということにもなりかねません。この保険料の値上げの件につきましては、しっ

かりまず内部でですね、協議し、なるべく負担を少なくなるようにということで

進めていきたいと思いますし、またこれもですね、この前これは国保新聞という

か、熊日あたりにも出ましたが、保険者、現在高森町が保険者になっております

が、これを都道府県のほうに移行すると。２７年度、通常国会に法案を提出する

ということで、県が今度、保険者ということになってまいります。ただ、徴収関

係につきましては残りますので、やはりその分につきましてはですね、しっかり

やっていかにゃならんというふうに考えています。 

それと、今後の運営ということでありましたが、それにつきましては今度の決算

で出ましたように、もう基金残高が３３万５,０００円ということで、ほとんどな

いのと一緒でございますし、今年の当初予算でも法定外の繰り入れを２,５００万

円ですか、当初予算でしております。それを考えますと、やはり去年はそれプラ

ス基金から１,８００万円入れておりますので、既にもう目の前で３,０００万円

から４,０００万円というのは、来年、当初予算を組むときにですね、もう不足す

るという、もう単純に計算してなりますので、やはり去年一昨年ですね、最初繰

入れの際、よその町村の状況も調べましたが、もうどこもやっていることではあ

りますが、なるべく一般会計からのですね、法定外の繰り入れというのは、そう

いった徴収努力とか、そういう部分で補えるように、そこを少しでも縮小できる

ようにしっかり取り組んでいきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいた

します。 

○委員長（後藤三治君） はい。ありがとうございました。 
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ほかに何かございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。ありがとうございます。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論ないということでございますので、これから、本案に

ついて採決します。 

平成２４年度高森町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、認

定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

次に、平成２４年度高森町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、健康

推進課の説明を求めます。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 続けて説明をさせていただきます、国保係の高

崎です。 

後期高齢者、２１４ページのほうをよろしくお願いします。 

まず、高齢者医療の保険料につきましては、現年分３,８７０万円に対して、歳

入済額が３,８９０万３,０００円、結局２０万３,０００円過納となっております。

これにつきましては、年金特徴の方についての分が決算直前になってその分が入

りましたもので、２０万３,０００円になっております。結局、実際のところ、現

年分の未納の方は１件の３万１,８００円が未納者がいるだけで、あとは過納が２

０万３,０００円上がっております。ちなみに４３名分が過納者となっています。 

２番の滞納繰越分につきましては、滞納がありません。 

次に、３の繰入金につきまして、一般会計からの繰入金として、事務費繰入金と

保険基盤安定基金繰入金として、それぞれ１６５万４,０００円と３,１２１万８,

０００円繰り入れさせていただきます。 

次に、２１８ページに、受託事業収入、これにつきましては同じく後期高齢者医

療の保険者の方のかかる住民健診に係る費用ですが、これについて２２７万２,３

８８円いただいております。 

歳入のほうは以上です。 

歳出のほうですが、これも先ほど言いましたとおり、２０万円以上の残を残して

いる分はありません。 

主なものでいきますと、この後期高齢者医療というのは、ほとんどもう事業主体

は熊本県広域連合会のほうでやっておりますので、うちはそれに係る事務費当た
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り歳出しております。 

主なものでいきますと、うちのほうから連合会のほうに負担金として、２２０

ページになりますが、負担金として８,５０５万２,０００円負担金を納めており

ます。 

続きまして、２２２ページのほうですが、健診に係る健康保持増進事業の健康診

査費として健診に係る委託料として１７９万８,２１０円を支出しております。 

歳出のほうは以上です。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

すみません。後藤です。 

先ほど、ちょっと聞き漏らしたものですから、２１５ページの現年度分の歳入が

多くなっている理由をもう一度お願いしたいんですけど。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 国保係の高崎です。 

後期高齢者医療保険料につきましては、基本、年金からの天引きという形で納め

させていただいております。年度途中で死亡したとしても、すぐに年金天引きが

止まるわけじゃなくてですね、その分は納めて入ってきとったものが２０万３,０

００円あります。実際、現年度分の滞納者の方は１件で３万６,８００円です。 

○委員長（後藤三治君） ということは、２０万３,０００円はそれだけ還付するとい

うことですね。はい。分かりました。 

ほかに何かございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。質疑なしということで、これから討論を行います。

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論ないということで、これから本件について採決します。 

平成２４年度高森町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、

認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は認定すべきものと決定しました。 

次に、平成２４年度高森町介護保険特別会計歳入歳出決算について、健康推進課

の説明を求めます。 

○介護保険係長（馬原恵介君） 介護保険係の馬原でございます。 

２３８ページをお開けください。 

決算資料に基づきましてご説明をさせていただきます。 

まず、歳入のほうからですね、１款の保険料になります。現年分が調定額１億１,
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１０４万８,３００円に対しまして、１億１,１３４万９,９００円です。この調定

額を上回っております理由といたしましては、今、国保の係長がご説明しました

とおり、介護保険のほうも収納のほとんどがですね、年金からの天引きになって

おります。その関係で途中での死亡、転出、そういった分での過納分が出ており

ます。滞納繰越額といたしましてはですね、未納の方が５９万５,７００円、還付

未済額が８９万７,３００円ということで、この逆転によりまして調定額を上回っ

ています。実際の収入済額といたしましてはですね、１億１,０４５万２,６００

円ということで、収納率９９.５％となっております。 

その下の２節の滞納繰越しになります。調定額５２０万４,１９０円に対しまし

て、５３万９,８９０円ということで、収納率が１０.４％、収入未済額４６６万

４,３００円。これと滞納繰越額を合わせました５２６万円というのが本年度の調

定額になっているということになります。 

続きましてですね、３款の国庫支出金、それから４款の支払基金交付金、これは

２４０ページまでです。 

５款の県支出金、その下の６款の繰入金ですね、これにつきましては保険の給付

に関する歳入になっておりまして、説明につきましては割愛させていただきたい

と思います。 

２４６ページ、繰越金になります。調定額３,４５０万５,２３５円に対しまして

３,４５０万５,２３５円になります。介護保険の場合は、特段、基金を持ちませ

ん関係でですね、この繰越金というのが財源の一つとなっております。 

それから、８款の諸収入になります。２４６ページでございます。３項雑入です

ね、この中の１目第三者納付金というのがございます。その中の、すみません、

２目の返納金の２節の滞納繰越金、調定額２０６万８,５４６円、これは不適正請

求のですね、返納金でございまして、２４年度中に一応返納がございませんでし

た関係で収入未済額として２０６万８,５４６円となっております。 

続きまして、雑入ですね、調定額４３１万９,５９０に対しまして、４３１万９,

５９０円、これは国保連からですね、町の支出に対する給付になっています。 

以上が歳入になります。 

続きまして、歳出のほうに入ります。２５０ページからお願いいたします。 

介護保険の給付以外につきましては、給付額が高いものについて、主なものを説

明させていただきます。２５０ページの３項の介護認定審査会費ですね、これに

つきましては役務費が２３３万４,５７０円の支出になっています。これは介護認

定をする上で主治医の意見書というのが必要になります。これは国保連合会を通

じて医療機関に支払っております。その分の支出が２３３万４,５７０円。年間件
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数がだいたい月当たり５０から６０件ありますので、年間にいたしますと約７０

０件前後ということになります。これは新規の方もいらっしゃいますし、継続の

方もいらっしゃいますので、数回受けられる方もいらっしゃいます。 

続きまして、２５２ページをお願いします。 

介護認定審査会費の負担金及び交付金、これは広域で行われております介護認定

審査会に対する町の負担金が３０９万２,０００円です。 

それから、その下のほうの２款のですね、保険給付費ですね。これからが介護保

険の給付に入ります。給付につきましては、説明を割愛させていただきまして、

２５４ページの介護サービス給付費関係です。ちなみにですね、昨年１年間の給

付費が７億９,９２５万９,４０９円ということで、約８億円になりました。一昨

年ですね、平成２３年度と比べてみたらどうかといいますと、９,９６５万６,０

００円の伸びということで、約１億円、昨年１年間で伸びています。 

主なるものといたしましてはですね、介護サービスの給付費ということで、施設

利用者ですね、それから介護予防ということで予防しています。それを合わせて

８,８００万円で、やはりだんだん介護保険の利用者が多くなったというのが、施

設入所者が増えているというのが、この数字であらわれているのではないかと思

います。 

続きまして、２５４ページ、下のほう、５款の地域支援事業費になります。数字

につきましては次のページになります。１目の介護予防等の事業費ということで、

この中の委託料５２２万９,７２４円、この主なものといたしましては、今、社協

のほうから１人、町の包括支援センターのほうに職員を派遣していただいており

ます。その委託料が５１７万円ということで、主なものになっています。 

続きまして、２項の包括的支援事業費になります。この中で、すみません、先ほ

ど説明が漏れてしまいました。その委託料で３６万７,２７６円不用額が出ており

ます。これにつきましては、社協の委託料及び認知症機能回復訓練のほうを行っ

ております。これは町と社協との合同事業となっております。その中でですね、

事業実施を年度末まで行います関係でですね、委託料の精算ができなかった関係

で３６万７,２７６円の不用額が発生しております。 

続きまして、包括的支援事業費、２項になります。この中でもですね、１３番の

委託料になります。５０８万５,０００円の予算額に対しまして４８２万４００円

の支出済額、２６万４,６００円の不用額が出ております。これにつきまして、包

括支援事業ということで、配食サービスですね、それからケアプランの作成、シ

ステムの保守料ということで支出をしておりますが、配食のほうがですね、やは

り年度末まで事業を実施する関係で不用額につきましては、予算がなかなか把握
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できませんので不用額が発生しております。 

続きまして、２５８ページになります。 

７款の諸支出金になります。その中で２目の償還金ですね。８２１万円に対しま

して、８２０万７,９９７円の支出をさせていただいております。これは平成２３

年度及びそれ以前のですね、調整ですね、調整といいますか、お金のほうを調整

する必要がございますので、余った分は返す、足りない分はもらうということで

ですね、その部分で一応余った金額が出ておりまして、一応８２０万円支出をし

ております。主なるものといたしましては、介護給付費が６００万円、地域支援

事業費が約２０万円となっております。 

それから、あとは過年度分ですね。平成２０年度分につきましての精算がありま

して、その分を合わせて約２００万円になっております。 

続きまして、２６０ページになります。一番最後の予備費になります。これにつ

きましては、一応２,０２７万７,０００円、これが平成２４年度の予備費という

ことで、２５年度に繰越分となります。 

以上で説明を終わらせていただきます。終わります。 

○委員長（後藤三治君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。質疑ないということでございますので、続きまして

討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本件について採決します。 

平成２４年度高森町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、認定す

ることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第５、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算についてを議題といたします。 

お諮りします。ちょうどやがて１２時になりますので、ここで一度休憩をしてで

すね、１時から開会したいと思いますので、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それでは、１時まで休憩したいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 
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再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第５、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算についてを議題といたします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○介護保険係長（馬原恵介君） 介護保険係の馬原と申します。 

予算書の９ページのほうをお願いいたします。 

１５款の県支出金になります。３目の民生費県補助金、本年度新たに在宅サービ

ス提供体制モデルづくり事業補助金ということで９０万円、県の補助金を計上し

ております。これにつきましては、歳出のほうで詳細説明をさせていただきたい

と思います。 

続きまして、歳出のほうに入ってまいります。１０ページをお願いいたします。 

一応予算的には総務課のほうでございますが、１８款の繰入金ですね、２目の特

別会計繰入金ということで、介護保険特別会計、２４年の精算分ということで２

６１万２,０００円予算を組んでおります。これについては予算については、その

他のほうで説明しますので、一応そこで説明させていただきます。 

すみません。歳出のほうに入ってまいります。１３ページをお願いいたします。 

３款の民生費ですね。４目の老人福祉費になります。先ほど歳入のほうで説明い

たしました事業費補助金についてでございます。これについてはですね、本年度、

一応野尻の朋遊館を核とした事業を展開しようということで、うちのほうの補助

金を使いまして、施設の整備及び車両購入をいたしまして、あそこをですね、朋

遊館の施設を野尻地区の拠点の一つとして整備したいということでございます。 

内容といたしましては、事業費といたしまして、消耗品費、これは事務用消耗品

の１１万５,０００円と、修繕料、修繕料といいますのは、施設の中は一応ある程

度とかバリアフリーになっておりますんですが、一部手すり等がないところもご

ざいますので、手すり等、それから施設内の改めまして、また修繕があればとい

うことで１６万５,０００円、それから送迎用の車両の購入費１６０万円ですね。

これにつきましては事業費の２分の１は県の補助金ということで、９０万円は県

補助金、残りが町の持ち出しということになります。 

続きまして、２３節の償還金利子及び割引料ということで、これは昨年度、２４

年度で介護保険低所得者対策事業補助金を受けておりましたんですが、昨年度は

該当者が１名ということで、補助金の要件にちょっと満たなかったということで
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使っておりません。その分の２５万９,０００円の返還金となっております。 

続きまして、５目介護保険事業費になります。その下になります。給与、職員手

当、共済費につきましては、総務課のほうになりますので、その下の２０節の繰

出金ですね。平成２４年度介護給付費町負担分精算金ということで、これは精算

しましたところ、町分が５１万円不足しているということで、繰出金として一般

会計から繰出すものでございます。 

介護保険係は以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

１５ページです。 

４款の衛生費です。２目予防費ですけれども、これは子宮頸がんのワクチン接種

に対する補助金があったんですけれども、実績に応じて返還金を提出する必要が

ありましたので、補正しております。 

○審議員（沼田勝之君） 続きまして、審議員の沼田です。 

４目の環境衛生費、１９節負担金補助及び交付金で、ごみ収集場整備事業補助金

１３万円を計上させていただいております。これにつきましては、色見、山鳥地

区の３カ所がごみ収集所設置以来約３０年くらい経過いたして、屋根や扉が破損

しておりますので、カラスや猫がごみを荒らすということで改修が計画されてお

ります。この改修の補助金を計上しております。ごみ収集所の補助金につきまし

ては、今回補正をお願いしているところです。緊急的な生活環境の整備というこ

とでお願いしております。２６年度においてはですね、２５年度の補正が何回も

ありますので、ある程度の予算を２５年度実績を踏まえて、ある程度の２６年度

当初においては補正後の予算等を積算して計上したいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

母子保健費ですけれども、これも昨年度の実績に応じまして、妊婦健康診断に対

する補助金が返還がまいりましたので、上げております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（甲斐正一君） はい。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○委員（甲斐正一君） 甲斐です。 

１３ページのですね、野尻地区でいろんな老人福祉費で１６０万円組むのは分か

りますが、この消耗品費、これを特に野尻地区においては高齢社会あたりが一番
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進んどる中で、有難い事業を進めていただいとるということで感謝したいわけで

すが、これは週に何回とかいって決めてあるんですか。 

○介護保険係長（馬原恵介君） 介護保険係の馬原でございます。 

今の件についてお答えいたします。一応ですね、６月と７月に津留１、津留２、

それから野尻１、野尻２、駐在員さん、それから民生委員さん、それと地元にケ

アマネージャーの下田さんがいらっしゃると思いますが、それと社会福祉協議会、

それから町のほうで、２回協議を行っております。一応、来週の火曜日に、一応

その地元でですね、どういった要望がありますかということを取りまとめをいた

しまして、そしたら、今から地元の要望に基づいて事業計画を立てていくという

ことなものですから、とりあえず施設経費と車を準備して、そのソフトの面につ

いては今から手がけていくということになります。ですから、こちらから押しつ

けるのではなくて、地元からやりたいという事業を補助のほうでお助けするとい

う、今回の事業を本年度予定しております。 

以上でございます。 

○委員（甲斐正一君） はい。分かりました。よろしくお願いしておきます。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何か質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、続いて討論を行います。討論

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論ないようでございますので、これから本案について採

決します。 

議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第６、議案第５０号、平成２５年度高森町国民健康保

険特別会計補正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 健康保険係、高崎です。 

高森町国民健康保険特別会計補正予算について、主なものについて説明させてい

ただきます。 
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まず、補正の内容としましては、歳入歳出にそれぞれ５,０７４万６,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１億５,４９３万９,０００円とすると

いうことです。 

歳入について説明申し上げます。６ページからよろしいでしょうか。６ページ。 

まず、歳入ですが、繰越金ですが、うちの場合、項目が３つありまして、１番、

療養給付費交付金の繰越金と、２番のその他の繰越金の中の２番介護繰越金につ

きましては、実績がないものですから、この分については減額させていただいて

おります。１が１節のその他繰越金につきましては、前年度、２４年度からの繰

越金として６,５７４万８,０００円の繰越しがありますが、当初１,５００万円見

ておりましたので、補正が５,０７４万７,０００円を計上させていただいており

ます。 

続きまして、歳出です。７番をお願いします。 

まず、一番上の後期高齢者関係事務費拠出金と、一番下の前期高齢者納付金につ

きましては、前年度以前の交付金の額に応じて今年度分の拠出金額が決まります

が、それぞれにつきまして決定がありまして不足した分を今回計上させていただ

きます。それぞれ２,０００円と５万５,０００円計上させていただいております。 

２番目の１０款の諸支出金の中の１目一般被保険者保険税還付金、これにつきま

しては今のところ、過年度の決算締めた後で修正申告がありました分とかで、税

額が変わった分につきまして、返す場合はこちらのほうから返すようにしており

ますが、それについてがあと残が１万円ほどになりましたので、この分について、

今後不足を生じないように１０万円を補正するものです。 

４節退職被保険者等償還金につきましては、これは前年度退職医療給付費等交付

金を５,６０４万１,０００円ほど交付されておりますが、２４年度中の実際の交

付対象額が確定しまして、差し引き２８３万８,０００円を返還することになりま

したので、この分について計上させていただいております。あと１１番の予備費

に、残りにつきまして、前年度からの繰越金からの差引額４,７７５万１,０００

円を計上しております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい。説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないようでございますので、続いて討論を行います。

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） 討論ないようでございますので、これから本案について採

決します。 

議案第５０号、平成２５年度高森町国民健康保険特別会計補正予算については、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第７、議案第５１号、平成２５年度高森町後期高齢者

医療特別会計補正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○国民健康保険係長（高崎康誌君） 続きまして、健康保険係、高崎です。 

高森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について説明をさせていただ

きます。 

まず、歳入歳出予算にそれぞれ８３万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ９,２４０万７,０００円とするということです。 

内容についてを説明させていただきます。 

６ページ、７ページになりますが、まず２番、６ページです。歳入です。繰越金

につきまして、８３万１,０００円を計上させていただいております。その分の歳

入のありました分について、歳出の予備費において、７ページのほうで８３万１,

０００円を、そのまま予備費のほうに流用させていただいております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい。説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということで、討論を行います。討論はありませ

んか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。 

議案第５１号、平成２５年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算について

は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第８、議案第５２号、平成２５年度高森町介護保険特

別会計補正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○介護保険係長（馬原恵介君） 介護保険係の馬原でございます。 

今回の補正はですね、歳入歳出それぞれ５２６万２,０００円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額を８億３,１１４万５,０００円とするものでございます。 

予算書に基づきまして、ご説明をさせていただきます。６ページのほうをお願い

いたします。 

歳入におきましてはですね、平成２４年度の精算分ということで、国庫支出金の

国庫負担金、国庫補助金、それから支払基金交付金、県負担金、一般会計繰入金

というふうになっております。もう一つですね、３款の国庫支出金の国庫補助金

ですね、４目の中に事業費補助金がございます。これは６７万９,０００円、これ

もですね、今年度新たな事業を今計画しております。これはですね、生活介護支

援サポーター養成事業ということで、今、新聞等で委員の方々もお読みになって

いると思うんですけど、介護保険の中でですね、要支援の部分が将来的には市町

村に移管されるのではないかということで、今、マスコミのほうで取りざたされ

ております。その中で要支援をですね、町で引き受けるということは、どうして

もサポーターのほうが必要だということで、一応生活介護支援サポーター養成事

業というのをですね、本年度から実施するものでございます。これは国の１０

０％の補助金でございまして、詳細につきましては歳出のほうで説明させていた

だきたいと思います。一応６７万９,０００円、国の補助として上げさせていただ

きました。 

続きまして、７ページになります。 

７款の繰越金でございます。当初でですね、２,９３１万６,０００円の繰越金を

予定しておりましたんですが、精算しましたところ、５４３万３,０００円が不足

しているということで、マイナスで上げさせていただいております。保険給付費

の繰越金がマイナス５７４万５,０００円、その他の繰越金として３１万２,００

０円上げさせていただいております。 

続きまして、８款の諸収入です。雑入です。ケアプラン作成見込み料ということ

で、これにつきましても予算見込みをしておりましたんですが、月額のほうでで

すね、若干増える見込みがあるということで、６０万円補正を上げさせていただ

きました。 

続きまして、歳出のほうに入ってまいります。８ページからになります。 
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一応８ページのほうはですね、予算を組み直すというとですね、財源の組替えに

なりますので、予算の動きはございません。 

続きまして、９ページになります。 

９ページの５款地域支援事業費になります。包括的支援事業費の中で、先ほど申

しました地域ケア会議活用推進事業ということで、この中で生活介護支援サポー

ター養成事業となります。内容といたしましては、一応研修を行いまして、町の

ほうで研修計画を立てて、生活介護支援サポーターを養成していくということで

ございます。その中で報償費といたしましては、一応講師をお願いしますので、

その講師謝礼、それから旅費といたしましては先進地研修、事業費といたしまし

て消耗品費や食糧費、役務費といたしまして郵便代、これは会議の案内状の郵便

代、使用料及び賃借料ということで、これは先進地視察のバス借上料ということ

で、一応６７万９,０００円、国の補助で上げさせていただいております。 

それから、その下の７款の諸支出金になります。第１号被保険者保険料還付金と

いうことで、先ほど午前中で２４年度の決算のほうを報告いたしましたんですが、

どうしてもですね、還付金のほうがですね、２４年度中に還付をしなければいけ

ない分が、まだ確定がしておらず、今年度中に還付をいたします。その分で不足

が見込まれるということで、１６万７,０００円の補正でございます。 

それから、償還金、これはですね、国、支払基金、県及び精算分ということで、

一応特別会計のほうで精算して、国、支払基金、県のほうに返す分が８０万２,０

００円でございます。 

１ページ開けまして、１０ページになります。 

７款の諸支出金の繰出金ですね。これも平成２４年度精算分ということで、町の

ほうに繰出金が２６１万２,０００円ということです。 

あと、予備費が１００万円ということです。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、私のほうから一つだけお聞き

したいと思います。 

ページ、９ページですね。先ほどご説明はあったんですが、地域ケア会議活動

推進事業旅費ということで、職員、それはもちろんですが、参加者の費用もこの旅

費に含まれるということですけれども、この参加者というのはどういった方が対象

になるんですか。 
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○介護保険係長（馬原恵介君） 介護保険係の馬原でございます。 

これは、今からですね、一応公募をかけまして、介護支援サポーターになって

もいいという方ですね、それから私はなりますという方ですね、そういった方を

募りまして、一応本年度は１５名を対象に養成をしたいと思っております。その

方の費用です。希望といたしましては、役職に就かれている方以外の方でですね、

やっていただければ本当有難いと思っております。というのは、地元に帰りまし

て、その地元でですね、習ったことをサロン事業とか、地元の集まりとかで、地

元に方にそれを教えていっていただくということで、そのお願いもしたいと思っ

ておりますので、今、役職に就いていらっしゃる民生委員さんとか、駐在員さん

とかですね、そういった方以外の方でというふうに私は思っております。いらっ

しゃらなければ、まあ仕方がないところなんですけど、そういったことで、今か

ら公募になります。 

○委員長（後藤三治君） 後藤ですが、要するに、資格は必要ないということですね。

一般の方でいいということですね。 

○介護保険係長（馬原恵介君） 介護保険係の馬原でございます。 

一応ですね、この養成事業を受けた方に対して修了証というのを、町のほうで

作って差し上げまして、町のほうで認定したサポーターということになります。こ

れは県下各地でですね、今この事業についてはもう取り組んでいるところでござい

まして、県のほうといろいろ相談しましたところ、やはりそういったことで町でつ

くってですね、その町のサポーターとして認定することによって、その方々の自覚

ができて、次の自分たちが習ったこと、地元に帰って教えたりして、広がっていく

ということになりますが、高森もですね、ちょっと遅まきながら本年度から実施す

るものでございます。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） すみません。後藤ですが、もう一つ、先進地の視察という

ことですが、こういう事例をもう既にされているところはあるんでしたら、紹介し

ていただければと思います。 

○介護保険係長（馬原恵介君） 介護保険係の馬原でございます。 

この事業を実施する上でですね、一応県のほうにいろいろ先進地といいますか、

お伺いしましたけど、やはり九州の中ではですね、長崎のほうの佐世保だったりと

かですね、あとは熊本県内では長洲町あたりは今、昨年度からやっていらっしゃる

ということで、そういったところが先進地になっていますということで、一応ご紹

介を受けておりますので、今度、よければご連絡を取らせていただいてですね、そ

の事業内容等について勉強させていただきたいというふうに思っております。 
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○委員長（後藤三治君） ありがとうございました。 

ほかにございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、討論を行いたいと思います。

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論ないということでございますので、本案について採決

したいと思います。 

議案第５２号、平成２５年度高森町介護保険特別会計補正予算については、原

案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、健康推進課に関連する付託案件については終了いたしました。 

なお、健康推進課の課長のほうから、２、３点報告したい旨の申し出があってお

りますが、許可してよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それでは、よろしくお願いします。 

○健康推進課長（村上源喜君） 健康推進課長の村上です。 

２点ございます。 

１点目は、当委員会からも広域の議員として、三森議員さん出られていますが、

し尿汲み取りに対する増額改定要望が出ております。今、１０リッター換算で申

しますと１０５円でございますが、それを１４７円に改定していただきたいと、

１０５円から１４７円に改定をお願いしたいということで、要望書が本町も含め

て、それと広域事務組合がですね、あそこが契約しますので、出ております。三

森議員さんのほうも、その委員として今議論していただいている最中だと思いま

すが、大きな理由としましては、新車の購入がですね、ちょっと困難になってい

るという部分もあって、そのへんも含んだところで改定をお願いしたいと。ただ、

うちのほうで沼田審議員の見積りによりますと、相当な金額になります。仮に１

４７円ということでＯＫしたとしても、住民の方になかなか説明ができないと。

ちなみに小国、南小国が７５円程度と、あそこは極端に低額料金、そういった差

もありますし、そういうことは仮に１４７円で認めたときに、約倍になるわけで

すね。ですから、今、事務担当者がそれぞれのやり方で、昨日、広域に聞きまし

たら、統一した部分も考えるということで言っておりましたが、そういうことで
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来年度早々ということにはならないかと、こういう機会を当然取らにゃいけませ

んので、ただそういった改定の申し出があって、議論がなされているということ

を１点報告いたします。 

２点目でございます。２点目は、監査意見書の基金の運用状況審査意見書という

のがございます。その中で監査の中でですね、審査の結果及び意見ということが

ございまして、２項目出ております、この１項目に、国民健康保険高額療養費支

払基金貸付金に関する意見が出ております。ちょっと読みますと、この基金は被

保険者で高額な療養費を支払うことが困難と認められる者の属する世帯主に貸し

付けるため、５００万円基金が設定されております。しかし、現在、医療費が高

額になるときは、事前に国民健康保険限度額適用標準負担額認定証の手続きをす

ることで、限度額負担以上を病院で支払う必要がなく、平成２０年度を最後に利

用されていないと。以前３００万円現在５００万円あって、２０年度から利用さ

れていないので、基金運用について検討されるようにということでお話がござい

ました。 

部内で検討しましたが、こういった保険証みたいな、交付して全額支払わなくて

済むようになっておりますが、ただ未納等がある方については、どうしてもこの

認定証を発行できませんので、その方が医療を受けて、医療機関に支払えないと

いうことになりますと、医療機関のほうに多大な迷惑がかかると。今後の保険者

としての立場というのもですね、町のあそこは認定証を出さんから、受入れても

支払わないということでもいけません。ただ、５年間で１円も利用されてないと

いうことは、実質、いわゆるご指摘のとおり、このままではやはりいけないとい

う結論に自分たちも協議しました結果、なりましたので、できましたら、来年３

月ですけれども、定例会でもうこの５００万円の基金限度額を１００万円程度に

減額して、町としてはですね、この未納の方々を助けるということ。当然未納の

方に貸し付けて、すぐ返ってくるかというと、かなり難しいことは、矛盾する点

もございますけれども、やはり人の命というのがあります。それと、医療機関の

経営というのがありますので、できましたら、恐らく今まで５年間ありませんの

で、早々はないとは思いますが、これを完全に廃止してしまいますと、また何ら

かの手当をしなくてならんときに、もう１点条例化をしなくちゃならんというこ

とで、５００万円の上限設定枠を１００万円程度に抑えた基金自体はですね、ど

うか残していただきたいということで、１００万円の上限基金額をもった基金と

して存続するための一部改正をご提案申し上げたいというふうに現在考えており

ますので、どうかその節はよろしくお願いしたいと思います。 

以上、２点報告しておきます。 
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○委員長（後藤三治君） ただいま課長のほうから説明が２点ありましたけれども、

それについて何か質疑があればお聞きになっていただきたいと思います。 

○委員（三森義高君） いいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○委員（三森義高君） 監査の中での意見ですけれども、要するにこの使い道、運用

の仕方の説明ですね、ここらあたりが徹底してできているのか。そこらあたりも考

えとかんと、一概に今度下げて、なら、そういうとがなかということになったとき

がまた変なことになりはせんどか、そこらあたりをちょっと心配しとる部分がある

ですたいね。 

○健康推進課長（村上源喜君） 健康推進課長の村上です。 

今、三森議員さんが言われることは、確かに私もそういう場合が想定できると思

います。ただ、ここ５年間、指摘がありました５年間ですね、どうにかその間な

かったということは、保険料未納の方であっても、病院の支払いは何とかできて

おられるということを判断しますと、制度として問題であれば、広く伝えるべき

ものもあるかもしれませんけれども、別な角度を考えて見ますと、あんまり広げ

すぎて、未納の方にまた借金を背負わせるような制度になってしまってもどうか

というのが、ちょっと考えがありましたので、先ほど１００万円と言った部分も

ですね、ちょっとそのへんがありましたものですから。 

○委員（三森義高君） 未納のための手助け金じゃ思わしくない。また、精算するた

めの基金であってはほしくないわけたいな。そこらあたりを慎重に、３月提案する

にしても、やってください。 

○健康推進課長（村上源喜君） 健康推進課長の村上です。 

今、三森議員言われました分がですね、確かに矛盾する部分が出てまいりますの

で、慎重にそこは内部で議論していきたいと思いますので。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんでしょうか。 

ただいまの件につきましては、今後、条例なり、改定案が出てくることになるだ

ろうと思いますが、そのときはただいま意見が出された内容を十分検討されてで

すね、提案いただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

それで、ほかにないようでございますので、これで健康推進課の委員会を閉じた

いと思います。 

健康推進課の皆さん、お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第９、それでは、本委員会に付託されました教育委員

会関連の認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを
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議題とします。 

教育委員会の説明を求めますが、説明にあたりましては、各ページごと、担当者

ごとじゃなくて、ページごとに説明をお願いしたいと思います。説明の前にはお

名前と、それからページ数を言われてから、少し一間空けていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○社会福祉係長（佐伯 実君） すみません。よろしくお願いします。社会教育係長

の佐伯でございます。 

お手元の決算資料、３０ページ、３１ページをお開きください。 

節のほうでご説明を申し上げます。社会教育施設使用料でございます。収入済額

が２６９万８,９００円でございます。この収入につきましては、社会教育係のほ

うがですね、いろいろな施設を抱えております。高森町民グラウンドでしたり、

町民体育館でございましたり、そういう部分についての収入でございます。一番

大きなものとしましては、町民体育館が１６０万８,５００円でございます。続い

て多いのが、町民グラウンドが４０万８,８００円でございます。よろしくお願い

します。 

○学校教育係長（岩下そのえ君） 学校教育係の岩下です。 

３４ページ、９目の教育費国庫補助金であります。右側にいきまして１節幼稚園

就園奨励費補助金、それから２節のへき地児童生徒援助費補助金、これは東小・

中学校スクールバスに関しての補助金になります。３節の緊急経済対策理科教育

設備事業費等補助金は予算繰り越しになっております。 

３６ページに入ります。 

９目の教育費国庫委託金、１節にコミュニティスクール推進事業に関する委託金

等でございます。 

４４ページになります。 

９目の教育費県補助金、右側にいきまして、２節に水俣に学ぶ肥後っ子教室補助

金、小学校の教育補助金になっております。 

○社会福祉係長（佐伯 実君） 続いてですね、社会教育、佐伯でございます。 

同じく、４４、４５ページでございます。 

同じく、９目の教育費県補助金でございます。１節の放課後子どもプラン補助金

でございます。県から５２万１,０００円の収入をいただいております。これにつ

きましては、放課後の安全な居場所づくりということで、東小学校、中央小学校、

そろばん教室をしています。中央小学校のほうにつきましては、わくわく土曜日

座禅教室等の授業を行っておる補助金でございます。 

以上です。 
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○学校教育係長（岩下そのえ君） ４６ページに入ります。 

９目の教育費県委託金、これは１節地域改善対策奨学資金返還に関する事務費の

交付金でございます。 

１６款の財産収入にまいります。２節の教職員住宅貸付収入については１４万４,

０００円です。３節のスクールバス事務所等貸付収入２万４,０００円です。 

５０ページになります。 

３項の貸付金元利収入、１節貸付金元利収入４７７万１,０００円、これは収入

未済額がありますけれども、一応監査のほうから指摘がありましてですね、今ま

では入った分だけを収入済みとしておりましたんですけれども、もし遅れている

人がいるのならば、ここに出しておくべきじゃないかということで、上げており

ますけどですね、この人に関しましても組み直しをしまして、毎月２万円ずつ収

入は進んでいますので、報告しておきます。 

歳入のほうは、以上になります。 

○委員長（後藤三治君） 歳出を続けてお願いします。 

○学校教育係長（岩下そのえ君） １３４ページになります。 

２目事務局費の１２節役務費は、不用額が２１万６,１７０円となっております

が、これは例年年度末にですね、スクールバスの車検の実施と保険料の支払いを

行っていたものなんですけれども、今年が４月になって車検をしました関係で、

新年度から支払いましたので、この額となっております。 

次のページになります。 

１３７ページ、１８節の備品購入費です。これがですね、昨年は電子黒板２７台、

カメラ１１台、また１１月になりまして電子黒板用のパソコンを２７台、そして

２月になりましてですね、ノートパソコンを６台購入したんですけれども、この

ノートパソコンのほうが年度末に２月頃の実施と、併せて低価で購入できました

ために、不用額が少し多くなっております。 

１９節負担金補助及び交付金、これは教育研究会の９１万円ほかの各種助成金に

なります。 

２０節の扶助費、これはですね、就学支援券の項目になりますけれども、これが

ですね、当初、就学支援券の選択者は２名であったんですけれども、ランドセル

の色見本の展示をしたのが２月中旬でした。ランドセルの購入に関しては、色見

本展示をして、気に入った色がない場合は、メニューの変更ができますとしてお

りましたので、その時点で選択メニューの変更申し出がありまして、２名から５

名、それから就学支援券については給食費も使えるようにしました関係で、なか

なかどのくらい申込みがあるかという予測が難しかったために、不用額が出てお
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ります。 

一番下の４目の高校等進学振興費、１９節の負担金補助及び交付金につきまして

は、高森高等学校への助成金になっております。 

次のページです。 

１３８、１３９ページですが、２項の小学校費、１目の学校管理費の中の１１節

需用費です。これは教育委員会で２節と、東小、中央小、それぞれ６節ずつ項目

がございます。合計１４節の細節の合計の不用額となっております。 

１４０ページ、１４１ページになります。 

２目の教育振興費、２０節の扶助費については、小学校分の就学援助費となりま

す。 

次のページです。１４２、１４３ページになります。 

中学校学校管理費の需用費になります。教育委員会と２つの中学校の合計１４の

細節からの合計になっております。燃料費とか、水道料とか、修繕料、電気料、

そういったものの合計になっておりますので、不用額が大きくなっております。 

同じく、１８節備品購入費は、これは学校予算で購入している備品購入の予算と

なっております。教材とか、ストーブ、机とか、図書といったものを購入してい

ただいています。 

２目の教育振興費、２０節の扶助費については、中学校分の就学援助費です。 

３目の学校施設管理費、１５節の工事請負費については、高森東中学校玄関ホー

ル屋根の改修工事を行っております。 

次のページになります。 

教育振興費の中の１９節負担金補助及び交付金につきましては、これは就園奨励

費補助金になっておりまして、幼稚園就園奨励費補助金の支払決定が３月中旬に

なるために、支払いの確定ができず、不用額となっております。 

次は、１目奨学金については、２１節貸付金、これは大学生９名に貸し付けを

行っております。 

○社会福祉係長（佐伯 実君） 社会教育係、佐伯でございます。 

同じく、１４４ページ、１４５ページでございます。 

２目の社会教育総務費でございます。１００万円を超えます支出と、不用額の大

きいものについてのみ説明をさせていただきたいと思います。 

８節の報償費でございます。支出済額が１０７万１,２５５円でございます。こ

れにつきましては、収入の部でも申し上げました放課後子ども教室の講師の謝礼

金が８５万円ほど、成人式のアトラクション及び成人式の記念品代ということで

報償費を使わせていただきました。 
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続きまして、１４６ページ、１４７ページをお開きください。 

一番上になります。１９節の負担金補助及び交付金でございます。支出済額が１

２０万５,０００円でございます。これは公的整備事業の補助金でございまして、

本来の上在集会所の屋根改修等々を行っております。総額が３４０万円ほどか

かっておりまして、その４０％の頭打ちでございまして、１２０万円を上在区の

ほうにですね、補助としてお流しをしているものでございます。 

続きまして、６目の文化財保護及び文化振興費の１９節負担金補助及び交付金で

ございます。支出済額が１４９万９,０００円でございます。この内訳でございま

すが、文化財保護員のほうに３６万円、それと大阿蘇絵画展のほうに６０万円、

それと阿蘇世界遺産の負担金として５５万円ほどをですね、納めております。 

続きまして、７目の地域改善対策事業費の報酬でございます。１節の報酬でござ

います。支出済額１６８万円でございます。ご存じのように、社会教育指導員は

高森町２名おられます。月額７万円の１２月の２名ということで、１６８万円を

支出させていただいております。 

続きまして、１４８ページ、１４９ページをお開きください。 

同じ目の１９節でございます。負担金補助及び交付金でございます。支出済額が

１７６万８,０００円でございます。これにつきましては、町の人権同和推進協議

会がございます。各部会が４部会ほどございまして、それに流す補助金としまし

て１５０万円でございます。それと、郡のほうに２６万円負担金として納めさせ

ていただいております。 

続きまして、８目の社会教育施設費でございます。その中で１１節の需用費でご

ざいます。これにつきましては、支出済額が６３１万９２円を支出しております

が、これは先ほど収入のほうでも申しましたが、体育館等々のですね、施設関係

の光熱水費が５００万円、それと修繕費が８０万円ほどですね、かかっておりま

して、計の６３１万９２円を支出させていただいております。 

続きまして、１２節の役務費でございます。これにつきましては、各施設の建物

共済費、いわゆる保険ですね、として支出をしております。 

続きまして、１３節の委託料でございます。支出済額が３３０万９,８１０円で

ございます。これにつきましては、各施設の浄化槽の委託、それと消防施設の委

託、保守点検等となっております。この３３０万円につきましては、当初ですね、

委託料として河原の生涯学習センターの屋外トイレの解体新設工事ということで

見込んでおりましたが、利用状況等々ですね、再度見積もったところですね、見

たところ、さほど頻度がないと。それと、体育館のほうにですね、まだまだ使え

るきれいなトイレがございますので、今回ですね、その設計委託費につきまして
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は、実施できなかったもので、残額が１３４万４,１９０円生じたものでございま

す。 

続きまして、１５節の工事請負費でございます。支出済額が１,９３２万円でご

ざいます。支出の内訳としまして、河原生涯学習センターの外構工事が６００万

円でございます。 

続きまして、自然学校のトイレ等々の改修をしております。これは自然学校のラ

ンチルームですか、あれも含めた部分の改修で、９６０万円の工事費がかかって

おります。それともう一つですね、旧草部南部小学校のプールの解体に４４０万

円を支出させていただいております。不用額が６６万３,０００円ございます。こ

れにつきましては、河原生涯学習センターの外構工事におきまして、地盤軟弱問

題が生じました。一応ですね、この部分について増額するかどうかを最後の最後

まで検討しましたところ、石灰を入れるとかですね、路上を強化するということ

で考えましたが、現場のローラーによります転圧でですね、どうにか普通に考え

られる強度が出ましたのでですね、その部分について６６万３,０００円を不用額

として計上したものでございます。 

続きまして、１５０ページ、１５１ページをお開きください。 

１目保健体育総務費の中の１９節負担金補助及び交付金でございます。支出済額

が５０２万６,３００円でございます。内訳としまして、総合型スポーツクラブ高

スポの助成金としまして２６８万円でございます。それと、町の体協のほうがで

すね、本年度は県民体育祭が天草郡市で行われております。その負担金１４４万

円と、郡体の補助金５１万円を支出しております。 

社会教育係のほうは、以上でございます。 

○学校教育係長（岩下そのえ君） 学校教育係、岩下です。 

２目の学校給食費の中の１１節需用費です。これは２つの東中と中央小の共同調

理場の消耗品費、燃料費、食糧費、光熱費、修繕費のですね、合わせたものの不

用額になっております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。はい。どうぞ。 

○委員（三森義高君） 三森でございます。 

社会教育施設費の１４９ページの分ですが、委託料、結果的には４６５万円の設

定、支出済額が３３０万円ということで、１３０万円の不用額が出ております。

この委託料の積み直し、積み上げの部分でそこらあたりのチェックをできなかっ

たのか、ちょっとお尋ねいたしたいと思います。 
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○社会福祉係長（佐伯 実君） 社会教育係長の佐伯でございます。 

河原生涯学習センターの屋外トイレ解体工事、新設工事ということで、これは一

つはですね、外構工事との一体化というか、本年度は外構工事をして次年度に、

本年度、設計までして、来年度、解体して、新設するという業務委託でございま

した。実際ですね、我々、この現場の外構工事に立ち会いをする中でですね、体

育館等々の中をいろいろ調べましたところですね、地元要望も当然、当時はあっ

たとは思うんですけどですね、またトイレのほうもですね、非常に体育館の中で

きれいであるし、当初ですね、体育館の中に靴を脱いで入っていくのが大変だか

ら外にということですが、外からのあれは、裏からも入られる状況でございまし

たので、今回もですね、この設計業務委託については、また再考させていただき

たいと思いましてですね、今回は支出をしなかったものでございます。 

よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） はい。どうぞ。 

○委員（三森義高君） せっかくの予算ですので、そこらあたりをですね、予算計上

する前にちゃんとしたですね、形をとってほしかったなという目的です。よろしく

お願いします。 

○社会福祉係長（佐伯 実君） ありがとうございます。 

○委員長（後藤三治君） ほかにございませんか。はい。どうぞ。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

１３７ページ、備品購入費でですね、先ほど説明がありましたが、電子黒板等が

ですね、全教室に入ったと思いますが、この電子黒板などの１台当たりの単価、

分かるなら教えていただきたいと思います。 

○教育長（佐藤増夫君） いいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長の佐藤です。 

電子黒板については、今、総額を申し上げましたが、だいたい通常１インチ１万

円ということで、高森町は６０インチを入れさせてもらっていますので、それプ

ラス６０インチですので、だいたいそういうのが、だいたいの概算的な考えとし

てはですね、それプラスにいわゆる実物放映機というのを付けておりまして、そ

れを動かすためにはパソコン等が加わりますので、だいたい電子黒板自体につい

ては１インチ１万円というところが目安になっているようです。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。はい。どうぞ。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

それでは、全教室のほうに配備ができたということですけど、この間ですね、
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先生たちの交流会の中で、支援教室のほうにですね、まだ配備ができてないという

のを聞いたんですよ。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 教育委員会事務局長の後藤です。 

支援学級のほうなんですけれども、そちらのほうには特に配備はしておりません。

ただし、電子黒板が良いのかですね、今検討しているのがタブレット、タブレッ

トのほうが非常に効果があるという支援教諭の先生たちのお話も聞いております

ので、今後については、支援学級についても、当然、電子黒板を入れるか、タブ

レット系を入れるかということは考えていきたいと思っております。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

この間、先生からそういう話しを聞いてですね、一番やはりいろいろ理解ができ

ないところもあると思いますので、早く整備をしていただきたいなと思います。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長の佐藤です。 

文科省のいわゆる情報化ビジョンにつきましては、まずは普通教室に１台という

のを、今うたっております。従って、入れていただく中で特別教室も必要だとい

うことで、学校現場から上がって、あと本年度５台入れさせていただいておりま

すが、今、局長が申し上げましたように、特別支援学級は非常に有効です。それ

で、現在もですね、いわゆるタブレットが１２０台入っておりますので、中学校

においても、小学校においても、そういった活用が少しずつ進んでおりまして、

果たして１人２人の子どもに６０インチが必要なのか、それよりもむしろ今プロ

グラムが非常に充実してきていますので、今後、そのタブレットあたりをですね、

やっぱり積極的に活用していくということがいいのではないかということで、学

校ともちょっと話をしているところです。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

ぜひ検討されて、よろしくお願いいたします。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

○委員（宇藤康博君） 以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかにございませんでしょうか。ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） すみません。私のほうから一つ、後藤です。 

１３７ページの扶助費の、先ほど説明がありまして、就学祝金ですね、この項目

は前４つだったと思うんですが、今度、給食費を入れられたということで、非常

にいいことだと思うんですが、メニューを変えられたときには、なんらかの公表

をされたのかどうかですね、初めて聞いたものですから。 

○学校教育係長（岩下そのえ君） 学校教育係の岩下です。 
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メニューの選択としてはですね、ランドセルと現金支給と就学支援金なんです。

この就学支援金をこれを選ばれた方に対しては、この支援金は給食費にも使えま

すよということでですね。新１年生は説明会のときに申し上げまして、学校のほ

うにですね、２年生には周知していただいたところです。支援金の中で、給食費

に対応。 

○委員長（後藤三治君） すみません。後藤です。 

これは当初は、就学祝金をランドセルで変えられたときのメニューは４つだった

と思うんですよ。今言いなはった、学用品のところに給食費は入ってたんですか

ね。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 教育委員会事務局長の後藤です。 

昨年度ですね、当初のときはですね、教材費ということで、給食費を入れており

ませんでした。そしたら、できれば給食費にも使いたいという要望もありました

し、教材支給券ではですね、年間にたいした金額になりませんので、もう逆にい

えば、早く券を消化したいというのもありまして、給食費も学校からも、保護者

からも、給食費も認めてもらうと助かるなということでしたので、次年度、給食

費を入れて、今係長が説明しましたように、もう既に２年生になっている保護者

の方には、それを利用される方には給食費にも使われて結構ですということでし

ております。 

○委員長（後藤三治君） 後藤です。 

非常にいい発想だけんね、できたらやっぱりそういう説明をした上で、私たちは

思ってたんです。給食は使って欲しいなとは思っとったけど、使えるとは思うと

らんだったけんですね。良いことだと思います。 

はい。ほかに何かございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。ないようでございますので、討論を行いたいと思い

ます。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論ないということで、これから本件について採決します。 

認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については、認定

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１０、議案第４６号、高森町町民体育館条例の一部
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改正についてを議題にします。 

教育委員会事務局から説明をお願いします。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 教育委員会事務局長の後藤です。 

本町民体育館につきましては、先般も提案説明しましたように、料金が非常に高

いということで、前回、一般質問の中でも検討しますという回答をしております

が、それから地域のほうからの要望書、２７０名程度の署名が上がった要望書も

出ております。それから、高森町のほうにも声が届いております。その中で教育

委員会のほうで検討いたしましたが、あとのほうの予算にも反映していると思い

ますが、推計ですけれども、じゃあ町民の人の料金を下げた場合にですね、どの

くらいの収入減になるんだろうということで、一応あくまでも見込み試算ですの

で、正確ではありませんけれども、しております。 

その中で一つは学生等が使う場合にはですね、基本的には無料で、ただし空いて

いることが条件ですけれども、無料で学生等々は開放しております。それから、

高スポで新たなスポーツとして指導する場合については、週に１回だけは無料で

開放しております。そういうのを全部加味しまして、予算上の収入が少ないので

あまり差がないということで、無料の話も出たんですけれども、やっぱり受益者

の負担というのは、どういう形でも必要であるということでですね、一応今回提

案させていただいております。基本的に町民体育館につきましては、町内の方に

つきましては、まず件数ごとのほうですけれども、１,５００円を５００円、全面

使用の場合、３,０００円を１,０００円、ナイター照明をですね。すみません。

１時間当たりの話です。１,０００円を８００円。それから、町内宿泊施設利用者

につきましては、今度新たに設けましたのは、以前は町内宿泊施設利用者につき

ましてが、町内料金ということでしたので、町内料金を下げると、宿泊利用者も

一気に下がりますので、町内宿泊利用者ということで、これについては従来どお

り。それから、町外者についても従来どおりということで、今回は町内者の利用

者のみについて減額をさせていただいております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい。ただいまご説明がありましたので、これから質疑を

行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。質疑ないということでございますので、討論を行い

ます。討論はございませんか。はい。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

この議案を出していただきましたのが、先般、私も一般質問をさせていただきま
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して、本当にこの２７０名の多くの方々、また町民が利用されるという形の中で

ですね、前からも出ていたんですけど、一般質問をする中で検討するという回答

をいただいていて、早急にですね、この条例に取り組んでいただいて、もうすぐ

９月の議会の中で出していただきまして、本当に感謝申し上げます。賛成の討論

といたします。ありがとうございました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４６号、高森町民体育館条例の一部改正については、原案のとおり可決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

ここでお諮りします。５分間休憩したいと思います。よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５５分 

再開 午後２時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１１、議案第４７号、高森町町民グラウンド条例の

一部改正についてを議題とします。 

教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 教育委員会事務局長、後藤です。 

すみません。その前に先ほど町民体育館のほうですけれども、本会議では説明し

たんですが、会議室、多目的室、展示ギャラリーにつきましても減額をしており

ますので、付け加えさせていただきたいと思います。 

町民グラウンドについてですが、これも先ほど町民体育館と同じような理由で減

額をしております。従来、１０人、４分の１面、１時間当たり４００円を２００

円、半面８００円を４００円、それから全面の場合１,５００円を８００円、それ

から夜間照明につきましては、４分の１面、半面につきましては、１,５００円を
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８００円、それから全面につきましては、２,０００円を１,０００円に下げてお

ります。それから、町内宿泊施設利用者、夜間照明、町外利用者につきましては、

従来どおりの料金をいただくということでございます。今言いましたように、町

民グラウンドもやっぱり同じようにものすごく高いということで、先ほど体育館

のほうではあんまり言わなかったんですけれども、実際は利用時間を例えば１時

間だけで利用しようとかですね、もうちょっと早めに使って、早い時期でしたら、

７時ぐらいまでナイターは使わなくていいものですから、それから１時間だけナ

イター照明を使って使うとか、いろいろ工夫されて少しでも安くされていますの

で、このグラウンドについても同様の理由で見直させていただきました。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないということでございますので、討論を行います。

討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということでございますので、これから本案につ

いて採決します。 

議案第４７号、高森町民グラウンド条例の一部改正については、原案のとおり

可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１２、議案第４８号、高森町草部グラウンド条例の

一部改正についてを議題とします。 

教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 教育委員会事務局長の後藤です。 

本案につきましては、初日にご説明を申し上げ、ご質問いただきましたが、私の

説明不足等々もあり、そこでいくらかのやり取りがあったことは非常に申し訳あ

りませんでした。草部グラウンドにつきましては、料金については改定せず、ナ

イター照明を１,０００円から５００円ということでしておりましたが、初日に、

使われない施設を何で設定するんだと。じゃあ逆に言うと、無くしたほうがいい

んじゃないかというご質問がございました。一つにはですね、まったくご質問さ
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れることは、まったくそのとおりであると思っております。教育委員会としては

ですね、町民体育館のグラウンドも含めてそうなんですけれども、できるだけ地

元の方に有効活用していただきたいということの基本的な狙いがございました。

その中で、私も曖昧な答弁をしたためにですね、そういうことになりましたが、

教育委員会としては草部グラウンドの照明、それから今回は学校施設ですので上

げておりませんでしたが、同じような施設が東中学校にもございます。東中学校

のほうへは今のところ何とか点くんですけれども、決して良い状態ではありませ

ん。これも含めてですね、改修をしたいと思っております。ただし、それでは当

然、私たち予算要求していく中で、やっぱり理由がないと、なんでかというと無

意味じゃないかというお話に当然なってくると思います。そういうことで、両施

設につきましてはですね、点かないから使わないんだという消極的施策ではなく

て、積極的施策として私たちは地元と話し合いながらですね、有効活用してもら

うということを今後進めてですね、その活用が見出せるようになったときには改

修費を予算要求していきたいと。当然、財政もございますので、教育委員会がす

るからといって右から左にはいきませんけれども、そういう積極的活用に向けて

ですね、今後地元とも協議していきたいと思っております。ただし、地元のほう

はどうしても人口が少ないですので、高森みたいにそんなに回数は多くはないと

思いますけれども、それでも回数よりも積極的に利用していだたくという方向で、

私たちは今後は改修に向けて進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） はい。それでは、説明が終わりました。これから質疑を受

けたいと思います。質疑はありませんか。はい。どうぞ。 

○委員（甲斐正一君） はい。甲斐です。 

初日にですね、説明のときに地元議員さんが、改修もしないのに料金改定するの

かと、改修してからでも間に合うんじゃないかというような意見だったかという

ふうに思います。先ほどのお話では、私の説明がというようなお話でございまし

たが、今後、ここは料金はですね、やっぱり文教厚生にまかせるというようなお

話でしたから、ぴしゃっとしたこともしてから、これはきちっとしたことを伺っ

て可とせにゃいかんというふうに思いますが、改修してからでも遅くないんじゃ

ないかというような気もしますが、どういうふうに思っておられますか。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 教育委員会事務局長の後藤です。 

本会議でも出ましたが、基本的には、それが基本的、正しいと思います。先ほど

も言いましたように、私たちは基本的に無くしたくないという思いがございます。

ただし、使わないやつを残してもというのはまったくそのとおりで、私たちは基
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本的には残してですね、それを何とか使えるようにしたいと。私が今申し上げま

したように、使わないのに予算要求しても、それはもう財政で認めないのは当然

の話でありますので、今後、地元とですね、ナイターをとにかく改修したいとい

うことで。改修する前に、どういうふうな活用を考えられますかということをで

すね、地元の方々とちょっとお話をさせていただきたいと。地元が使わないとい

うのを改修するわけにはいきませんので、そこはしっかり今後話していきたいの

で、できますならば教育委員会としては、これはこのまま残しといていただきた

いと。ゼロになってしまうとですね、逆に言うと、もうないとだったら、ナイ

ターは使われんとなら撤去したがいいんじゃないという話になるのもですね、

ちょっと本音を言うと、そこを心配しとるところもございます。私たちが今言っ

たように、積極的活用の方向としてですね、またやっていきたいということで、

今回上げておりますので、できればそこをご理解していただいて、ご承認いただ

ければと思います。 

○委員（甲斐正一君） はい。甲斐です。 

○委員長（後藤三治君） はい。 

○委員（甲斐正一君） 地元と良い案を講じながら計画していくようなお話ですね。

それであれば、私たちも５名の文教厚生委員会に任された案でございますから、や

はりうかつな答弁でカットしましただけではいかんというふうに思います。ですか

ら、このへんをですね、ぴしゃっとしながら、委員長さんも考えてくれるものとい

うふうに思いますが、東中学校になりますと、学校教育等も使うんじゃないかとい

うふうに思っておりますので、それはそっちの方向でやっていただいて、草部南部

の照明器具は照明器具で考えていくべきじゃないかというふうに思いますが、どう

ですか。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） それは、社会教育施設と学校施設ですので、

いっぺんに同時進行よりも、私たちも一つずついっていったほうがいいと思いま

すので、おっしゃるとおりだと思います。 

○委員（甲斐正一君） はい。分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 今の件でございますが、今回、夜間照明の料金改定も出て

おります。改定が出るということは、要するに点くことが前提でございますので、

当委員会としてはですね、やはり地域のスポーツ向上を図る上でも、やっぱりそう

いう箇所は早急に改善していただくように報告内容に付け加えてですね、意見を付

して報告したいと思いますが、よろしいですかね。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。ほかに質疑はございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 続きまして、討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということでございますので、これから本案につ

いて採決します。 

議案第４８号、高森町草部グラウンド条例の一部改正については、一部意見を

付して、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１３、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計

補正予算についてを議題とします。 

教育委員会の説明を求めます。 

○社会福祉係長（佐伯 実君） 社会教育係長、佐伯でございます。 

歳入のほうをご説明をいたします。ページ、８ページをお開きください。 

８ページの１３款使用料及び手数料、１項の使用料でございます。９目の教育費

使用料の１節社会教育施設使用料でございます。先ほど事務局長のほうからです

ね、議案についてご説明をしました条例改正の件についてご説明をしました。そ

の中で、町内者の使用料が減額になるため、この町民グラウンドの使用料をマイ

ナス１４万円、町民グラウンドのほうをマイナス７万円、計２１万円を減ずるも

のでございます。 

○学校教育係長（岩下そのえ君） 学校教育係の岩下です。 

歳出のほうにまいります。１９ページになります。 

２目の事務局費の中の１１節需用費で印刷製本費を上げております。これはです

ね、現在、高森町４校の小中学校が熊本県教育委員会指定のＩＣＴを活用した未

来の学校創造プロジェクト事業の研究推進校の委託を受けておりまして、明けて

１月１６日には合同の授業研究発表会を予定しておりまして、これには県内外に

広く参加を呼びかけたいと思っておりまして、カラーのパンフレットなるものを、

両面になるかと思うんですけれども、広報のチラシを予定しておりまして、この

チラシ作成のための印刷製本費を上げております。 

よろしくお願いいたします。 
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○社会福祉係長（佐伯 実君） 社会教育係、佐伯でございます。 

同じく、１９ページでございます。 

９款の教育費、６項の社会教育費、１目の社会教育委員会費でございます。１４

節の使用料及び賃借料でございます。これにつきましては、高速道路の使用料２

万円、駐車場の使用料２,０００円、計２万２,０００円を計上させていただきま

した。 

同じく、５目の社会教育施設費でございます。１１節の需用費でございます。こ

れにつきましても、先ほど条例改正の中でご説明をさせていただきました体育館

等々のですね、電気料です。電気料金を減額によります利用料の増加を６７万円

を見込んで、今回計上させていただいとるものでございます。 

続きまして、９目の保健体育総務費の中の９節旅費でございます。これにつきま

しては、高スポ事業等々とですね、体育協会関係の出張がかなり増えてきており

ますので、今回、旅費のほうを２万円、１１節の需用費を２万円、これは燃料費

でございます。１４節の使用料及び賃借料、これは高速代の使用料でございます

が、２万円を計上するものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） はい。ただいま説明が終わりました。これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないということでございますので、続いて討論を行い

ます。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論ないということでございますので、これから本案につ

いて採決します。 

議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、教育委員会に関連する付託案件については終了いたしました。 

教育委員会の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１４、ただいまから、所管事務の閉会中の継続調査

について審議いたします。 
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閉会中の継続調査について、社会福祉と健康に関する事項、環境衛生に関する事

項、健康保険税に関する事項、保育園に関する事項、学校教育及び社会教育の振

興に関する事項、以上５項目を閉会中の継続調査といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これで、文教厚生常任委員会は閉会いたします。お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時２０分 



 

 

 

 

平成 25 年第３回定例会  

 

 

 

建設経済常任委員会会議録 

 

 

平成 25 年９月 17 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高  森  町  議  会  



 － 1 －

平成２５年第３回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２５年９月１７日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） おはようございます。定足数に達しましたので、建設経済

常任委員会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第１、まず、本委員会に付託されました農林政策課関

連の認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題

とします。 

農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（佐藤武文君） おはようございます。 

説明に先立ちまして、本日は安藤係長が受託作業のため欠席しておりますので

ご了承いただきたいと思います。 

早速、歳入のほうからご説明をしてまいります。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） 決算資料の２８、２９ページをお開けください。 

○委員長（興梠壽一君） 説明の途中ですが、今、傍聴のほうにお一人お見えになっ

たということですので、開会の前に先立ちまして、高森町旭通りの辻中寳照さん

から委員会の傍聴の申し入れがありましたので、委員会条例第１７条の規定によ

り、協議の結果傍聴を許可することにいたします。なお、委員会条例第１７条の

傍聴取扱規定は、１、委員会は議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴するこ

とができる。２、委員長は必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずること

ができると規定されております。そこを申し添えます。それでは、傍聴者の入場

を許可します。 

（傍聴者入場） 

○委員長（興梠壽一君） おはようございます。 

傍聴者の方に申し上げます。委員会開催中における対応につきましては、他の

委員会の傍聴と同様、よろしくお願いを申し上げます。 

以上でございます。 

それでは、引き続きですね、農林政策課関連の認定第１号、平成２４年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

農林政策課の説明を求めます。 
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○農林政策課長補佐（後藤健一君） 農地係の後藤です。 

先ほどからの続きをご説明申し上げます。 

２８、２９ページにございます使用料及び手数料、農林水産業費使用料、物産

館加工場の使用料、決算金額が１７４万７,８２３円です。この内訳は一般の使用

料が７,９００円、それから電気料、それから浄化槽等の使用料を指定管理者の方

からいただいております分が１７０万７,０２３円ということでございます。 

以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。よろしくお願いします。 

続きまして３０ページです。目４番、衛生費手数料です。 

１犬登録及び注射手数料です。決算額３３万９,５００円となっております。登

録５７頭、注射済頭数４２７頭となっております。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） 次のページをお開けください。農地係の後藤で

す。 

農業委員会の手数料、これが収入金額が２万９,５００円です。 

以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 続きまして、４２ページをお開きください。 

目、農林水産業費県補助金、節に移りまして１番、農業振興費補助金、収入済

額５３７万９,８３９円です。内訳につきましては、歳出の説明のときに説明させ

ていただきます。 

２、中山間地域等直接支払事業補助金、収入済額２,４１０万１,３２６円です。 

３、数量調整円滑化推進事業補助金、収入済額１５万９,０００円です。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） ４節の農業委員会補助金は６２４万９,０００円

です。内訳につきましては、歳出の際にご説明を申し上げます。 

○農林振興係長（村上純一君） 続きまして、５の林業振興費補助金２,５４０万７,

８４２円です。 

続きまして６、資源保全施策補助金、収入済額１６万４,０００円です。 

８、畜産振興事業費補助金、収入済額４０１万４,０００円です。 

９、熊本県家畜疾病緊急対策資金補助金１４万６,３６３円です。 

１０、農業戸別所得補償制度推進事業費補助金１２５万９,０００円です。 

１２、園芸作物災害復旧緊急対策事業、収入済額１２９万６,４９８円です。 

１３番の緊急経済対策農業基盤整備促進事業費補助金１億４,０００万円、これ

は平成２４年度分の繰越明許費となっております。 

続きまして４５ページの１４、経営体育成支援事業補助金です。１,２２７万円、

こちらも平成２４年度の平成２５年度に対して繰越明許費となっております。 
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歳入につきましては以上です。 

歳出、１０８ページをお開きください。 

１０８ページの農林水産業費、１農業費、２農業振興費です。 

１３、委託料、支出済額４３６万５,３９８円となっております。こちらはＪＡ

から出向いただいています農業専門員井芹氏の委託料となっております。 

続きまして１１０ページです。３、畜産業費です。 

すみません、その前の１９の負担金補助金及び交付金。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 佐藤です。 

農業振興費の負担金補助及び交付金につきましてですが、不用額が１０９万７,

６２９円となっておりますが、うち７９万９,７１０円につきましてはアグリセン

ターの料金改定に伴う補填金を農業振興費として計上いたしましたが、見込みよ

りも該当者が少なかったため８０万円弱の不用額が発生しております。 

以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 続きまして、目３畜産事業費です。 

その中の１９負担金補助金及び交付金です。支出済額７１３万２,５２８円です。

主な内訳としまして、阿蘇あか牛草原再生事業費が４０１万４,０００円です。草

地畜産対策事業、いわゆる野焼きに対する火入れ補助金ですが、１６８万２,４０

０円、大体５００ヘクタールの野焼きに対して補助金を交付しております。 

続きまして、目４です。広域農業開発事業費です。２３償還金利子及び割引料

になっております。支出済額１２１万４,０７９円です。こちらは広域農道に対し

ます償還金、平成２４年度分となっております。 

続きまして、目５、農林業地域改善対策事業費です。需用費、支出済額３１３

万６,８２４円です。こちらはガラスハウスのポンプ改修費が主な支出となってお

ります。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） 農地係の後藤です。６目の農業委員会費、主な

ものを申し上げます。報酬は２１９万４,０００円、これは農業委員さんの報酬で

ございます。５４万８,５００円を４回にわたり同額を報酬として支払っておりま

す。 

それから７節の賃金です。これは１３４万円ですが、臨時職員の賃金が１１６

万６,４００円です。それから農地の耕作放棄地等の調査費ですね、これが６,２

００円の２回を１４名の農業委員に対してお支払いしております。それが１７万

３,６００円です。 

続きまして１１３ページお開けいただきたいと思います。１３節の委託料５０

９万８,２７５円。主なものとしまして農家台帳の維持管理の委託料が３１万６,
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０００円。 

それから議事録の作成を委託しております。その委託料が２８万９,２７５円。

それから昨年、固定資産の地形図データと航空写真等々の連動する地図化システ

ムを導入いたしました。それが４４９万４,０００円です。 

以上です。   

それから農業者年金事業費に大きいのはありませんので省かせていただきます。

農業経営基盤強化事業費も同様でございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 続きまして、目９水源農業経営確立対策事業費です。 

１１５ページをお願いします。１９負担金１２５万９,０００円です。これは高

森町地域農業再生協議会の戸別所得補償の推進に対します事務補助金で１２５万

９,０００円支出しております。 

続きまして、目１０農地費です。１９負担金補助金及び交付金、支出済額５５

９万９０５円となっております。こちらは農道に対します高森町公共的施設整備

事業補助金、これはいわゆる５割助成事業ですが、１０団体に対しまして５５０

万９,９０５円支出をしております。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） 農地係、後藤です。 

１１目の物産館管理費の大きいものから１１節の需用費５７０万８,０３１円で

ございます。主な内容としましては、電気料、水道料等の光熱費が１８０万５,１

８４円。それから修繕料が奥阿蘇キャンプ場関係が６９万４,６７７円。それから

奥阿蘇物産館の修繕料がブラインドの切替修繕工事が９９万５,４００円でござい

ます。それ以外はシャッターとかトイレとか雨漏り修繕とか、そういうものを含

めまして、総額で１４５万４,６７０円です。それから加工場につきましては、蒸

気の配管が途中で亀裂等が入って蒸気漏れがあったものですから、それの修繕を

いたしました。それが１７５万３,５００円です。修繕料の総計が３９０万２,８

４７円です。 

それから役務費としましては、手数料が電気保安と浄化槽の委託手数料です。

それから建物共済費ですね、それが２５万５,０３５円でございます。それを合わ

せて需用費が５７０万８,０３１円でございます。 

以上です。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 佐藤です。 

１２目農業活性化施設費ですが、これはオーガニックアグリセンターに関する

経費です。 

役務費６９万１,２７２円、これは車両の車検代関係の支出でございます。 

１３委託料につきましては、平成２４年度まで指定管理者でございましたので、
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指定管理委託料２９９万円を支出しております。 

１１６、１１７ページになりますが、使用料及び賃借料７９万８,８４０円はク

ローラトラクターの使用料でございます。これにつきましては平成２５年度で買

い取りましたので、使用料はこれが最後になります。 

主な項目は以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 続きまして１３目農業費、九州北部豪雨災害対策費

です。１９節負担金補助金及び交付金です。支出済額１４３万６,４９８円です。

内訳としまして、平成２４年度園芸作物災害復旧緊急対策事業費補助金、これは

九州北部豪雨で被災されました畑作の方々の１６名、２,３３６万円分の県の規定

する補助金が交付されております。もう１件は家畜に対する被災見舞金で、２件

の農家が、この前の豪雨で家畜が流されておりますので、１４万円の補助金を交

付しております。 

続きまして、１４目地域の元気臨時緊急経済対策費、このうち１３節委託料、

１５節工事請負費、委託料が２,３０２万７,０００円、工事請負費１億７,７９７

万３,０００円。こちらは草部地区の隧道の測量設計及び工事代、延長しますと２,

６００メートルの繰越事業としてこちらの繰越明許費が平成２５年度に対して組

まれております。 

続きまして、１目林業振興費、１３節委託料です。支出済額４９５万４,４００

円。こちらは林道下山・久保線測量設計委託料となっております。延長としまし

て１,２７０メートルです。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金です。支出済額４,２４４万９,１４

２円です。内訳としまして、平成２４年度森を育てる間伐材利用推進事業補助金

１,０３９万５,０００円。森林整備地域活動支援交付金１,３６３万３,８４２円

です。さらに主な内訳としまして有害鳥獣関係の補助金が４５１万６,０００円と

なっております。昨年度の捕獲実績としまして、サルは１９頭、シシが１３９頭、

シカ３１０頭となっております。広域連携の宮崎の高千穂と大分の竹田で組んで

おります３県合同公費の協議会に対する負担金が１０１万７,０００円となってお

ります。 

歳出、以上になります。よろしくお願いします。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 佐藤です。２点ほど訂正をさせていただきます。 

広域農業開発事業、広域農道分という説明をいたしましたけれども、第三次開

発分です。広域農道部分についてはすでに終了しております。 

それからアグリセンターの部分で使用料が、平成２５年度はありませんという

説明をしましたけれども、平成２４年度が８回中の７回目分です。平成２５年度
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が８回分を払って買い取りになります。 

以上です。 

それから補足ですけれども、林業振興費の中で不用額が２０万円を超えるもの

が負担金補助の中に２件ございます。森を育てる間伐利用促進事業の不用額が２

１万円。それから鳥獣害被害防止広域対策協議会負担金が２２万１,０００円と

なっております。森を育てる間伐材利用促進事業につきましては、県の予算配分

が減少したため、これに伴い全体の事業料が減少したためです。それから鳥獣害

被害防止対策協議会負担金につきましては、罠を購入する負担金を計上しており

ましたけれども、利用者に貸し出しましたので、貸し出した負担金を直接協議会

に納入する形になりましたので、町からの負担金が不用という形で残額が発生い

たしました。それから農地等九州北部豪雨災害復旧給付金のうち、負担金補助及

び交付金につきまして２７万６,９６５円の不用額が発生しております。これにつ

きましては九州北部豪雨災害で被災された農地について直接自分で重機を借り上

げられた分につきまして補助をするようになっておりましたけれども、見込みよ

りも減少したということで不用額が発生しています。 

以上でございます。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

森田委員。 

○委員（森田 勝君） 森田です。質問ですが、１１１ページと１１７ページについ

てお伺いします。 

農林業地域改善対策事業費の１１番の需用費のガラスハウスの改修と出ており

ますが、現在、あのガラス施設は話に聞くと、使用されていないというような話

を聞いておりますが、今後は町としてどういうふうな対応をされていくのかをお

伺いします。 

それから、１１７ページのクローラトラクターの使用料が出ておりましたが、

初めにこれを話では使われないというような話もございましたが、現在は使われ

ているのかどうか、これもお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 佐藤です。２点についてお答えいたします。 

ガラスハウスの使用状況ですけれども、現在２名の方が営業中でございます。

今後の方策につきましてですけれども、本年中に直接協議をいたしまして、今後

の使用について、ある程度ヒアリングもした上で結論を出したいと思います。本

人さんがどれだけ営農の意欲があるかどうかもお話を聞かせていただきたいと思

います。 
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それから遊休部分についてはどういうふうに取り扱うか、この部分についても

現在使用されている方と協議をした上で結論を出したいというふうに思います。

これは内容によっては、来年の予算に反映してくるような内容も出てくるかと思

いますのでお含みおきをいただきたいと思います。 

それからクローラトラクターにつきましてですけれども、クローラトラクター

につきましては運営員会の中でも賛否ございまして、活用をしたいという部分も

ありますし、あまりに修繕料が嵩めば採算が取れないのではないかという話もあ

りますけれども、現在のところではあまり負荷をかけずに使用できればなるべく

使用したほうがいいという判断をしております。それから旧田あたりに使うと負

荷がかかり過ぎるということであれば、例えば今、遊休牧野がかなりありますの

で草刈等には使えないかということは今現場のほうと考えておりますので、今し

ばらくこの結論は実際使った上で出させていただきたいというふうに思っており

ます。 

以上です。 

○委員（森田 勝君） 森田です。今課長のほうから説明がありましたが、確かガラ

ス温室は２年前だったか、ボイラーの施設も新規で入れて、できるなら一生懸命

頑張っているような後継者もおりますので、もしも本人さんたちが断念するとい

うことになればですね、そういう後継者のほうにどういうふうにするか検討され

るよう希望しておきます。 

それからクローラトラクターについて、旧田について負担をかけるなら補修も

しないのではないかという話もありましたが、現在使った後の故障とかはないで

すか。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 佐藤です。現在のところまではですね、旧田んぼに

つきましては大型トラクターのほうで対応してきました。ですから、直営化後は

まだクローラトラクター自体はまだ稼働はしておりません。 

以上です。 

○委員（森田 勝君） では、よろしく２件お願いしときます。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに発言はございませんか。 

宇藤委員。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。１１５ページの１１物産館管理費の需用費の中で、

先ほど説明の中にもありましたですけど、加工場の水漏れの修理で１７５万円か

かっているということなんですけど、利用されている方からも負担金等はないの

か。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） 後藤です。今の宇藤委員のご質問にお答えいた
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します。 

負担金等は現在は電気の使用料と浄化槽の管理料等についてはいただいており

ますが、加工場自体の使用についてはいただいておりません。これはなぜかと申

しますと、指定管理者に出した時点で本来は指定管理の委託料を払う必要があっ

たところを無料にして町から出さないということで、その代わりということで、

その分の見込みでこちらのほうで、維持管理についてはある程度町に責任がござ

いますので、以前からこの蒸気配管については修理をしてくださいということで

依頼が出ていたのですけれども、財政的な問題などいろいろありまして、平成２

４年度に行ったということでございます。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに発言はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。 

認定第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については、認定

することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第２、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

農林政策課の説明を求めます。 

○農林振興係長（村上純一君） それでは、高森町一般会計補正予算書（第３号）の

９ページをお開きいただきたいと思います。 

９ページ、県支出金、２項県補助金、５農林水産業費県補助金の１目農業振興

費補助金です。担い手育成緊急支援事業補助金７７万５,０００円、こちらが農業

選任アドバイザーの事業が認定を受けましたので、補助金の交付決定１０２万５,

０００円となりまして、補助金の増額分７７万５,０００円を計上しております。 

続きまして、熊本県アライグマ緊急捕獲調査事業補助金６万２,０００円の減額
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となっております。こちらは当初、全額を県からの補助金で見込んでおりました

が、２分の１の補助でありましたので、事業にかかる補助金の半分の６万２,００

０円を減額するものであります。 

続きまして、３の数量調節円滑化推進事業補助金、新受給システム推進事業費

補助金７,０００円。こちらは熊本県下で行われます生産調整に対します事務費が

７,０００円増額の交付決定を受けましたので、補助金の増額分を計上しておりま

す。 

続きまして、５林業振興費補助金、最初の森林整備地域活動支援交付金事業費

事務補助金２万５,０００円、持続的森林経営確立総合対策事業事務補助金で５万

円となっております。こちらは最初、森林整備地域活動支援交付金事業費事務補

助金は５万円を見込んでおりましたが２万５,０００円分また増額して交付決定が

あっておりますので２万５,０００円増額で計上しております。 

続きまして、持続的森林経営確立総合対策事業事務補助金、こちらは平成２５

年度より事業が追加されまして、事業追加に伴います補助金の事務費交付決定を

いただきまして５万円を計上しております。 

続きまして、熊本県有害鳥獣被害対策補助金４４万円減額です。こちらはシカ

の２００頭分を県からの補助金を見込んでおりましたが、県の被害軽減の数値目

標とか、県下の全部の調整を受けまして、高森町に対する補助金が９０頭という

ところできております。県のほうにも確認しましたが、先の議会で補正予算をい

ただきました緊急捕獲のほうで、こちらの出る分は対応いただきたいという説明

を受けておりますので、県からの補助金４４万円、１１０頭分の減額をするもの

でございます。 

続きまして、１０農業戸別所得補償制度推進事業費補助金、こちらは９,０００

円の補助金の増額決定が来ておりましたので９,０００円増額で計上しております。 

歳入につきましては以上です。 

続きまして、歳出の補正予算、１６ページをお開き願います。 

１６ページの５項農林水産業費、１農業費、２目農業振興費です。１節報酬、

担い手選任アドバイザー報酬４１万９,０００円減額となっております。こちらは

当初４月から農業選任アドバイザーをお願いするところで調整していましたが、

予定していた期間の調整がつかなく、また今お願いしております甲斐幸一アドバ

イザーの方の、今されていた仕事の調整がつかず、７月２２日から年度いっぱい

というところで事業の中でお願いすることになりましたので、その日数分、４月

１日から７月２１日までの分の４１万９,０００円減額するものであります。 

続きまして、９の旅費です。普通旅費５４万１,０００円となっております。こ
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ちらは先ほど申しました甲斐幸一さんのお住まいが下切ですので、下切から役場

までいらっしゃる通勤手当ですとか、草部出張所、野尻出張所に自家用車を使っ

て公務にあたられますので、そちらにあたられるときの費用弁償代が一つと、も

う一つは全国農業担い手サミットというのが全国で開催されておりまして今回は

石川県になっております。平成２４年度まではこの事業を町の担い手育成緊急支

援協議会で事業自治体として、町から担い手協議会に補助金を出す形で旅費を支

払ってもらっていましたが、今年度より事業実施主体が担い手協議会から町に移

りましたので、町のほうから旅費を支給することになりますので、７万５,０００

円掛ける６名分を予算計上させていただきまして、合計しまして５４万１,０００

円の予算計上となっております。 

続きまして、１１需用費です。合計しますと２６万１,０００円です。消耗品費

が２３万５,０００円、こちらの２３万５,０００円の内訳ですが、大字津留に３

県合同で設置しました大型囲い罠、こちらで今年度の農閑期に本格的に餌付けを

実施しまして、シカを一網打尽といいますか、効果を上げたとういうことで、今

までのここ過去２年の運用によりまして餌付けをする必要性は十分ありますので、

今までは管理を委託している小倉さんが自分の農作物の残渣を持ってこられたり、

そちらのほうでやられていましたが、やはり数に限界がありますので、予算を計

上しまして一定の効果を上げたいと思います。こちらに対する予算を上げており

ます。ちなみに内訳としましては、カライモとトウモロコシを買って、こちらの

ほうで餌付けを行いたいと考えております。 

続きまして、印刷製本費２万６,０００円です。こちらは今、草部のほうと草部

の隧道と芝原地区の溜池で農業農村整備事業を実施しておりますが、農業農村整

備事業を実施する上でこちらの農業農村管理計画という図面を作成する必要があ

ります。こちらはカラー版で相当部数の提出する必要がありますので、印刷製本

費を計上させていただいております。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金です。高森町担い手育成協議会補助

金５０万円減額、こちらは先ほど申しましたが、担い手育成緊急支援事業ですね、

甲斐幸一さんの農業選任アドバイザー雇入れと、石川県へ派遣します全国担い手

サミット、そちらの事業実施主体が町の担い手協議会が高森町から移りますので、

補助金を減額しまして町の予算のほうに計上をしておりますので５０万円減額し

ております。 

続きまして、農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金９,０００円増額、こち

らは９,０００円補助金交付が多くきましたので、９,０００円を支出、負担金の

ほうに増額しまして、そのまま高森町地域農業再生協議会の事務局へ事務委託と
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して９,０００円払い出すものです。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） 後藤です。６目の農業委員会費のご説明を申し

上げます。 

当初、耕作放棄地解消に伴うものを町の直轄で、町から人夫賃と機械借上料を

支払う予定でございましたけれども、県補助金等の内容を県のほうに問い合わせ

ましたら、直接町が払うのではなくて、あくまでも耕作放棄地をされている方に、

その方に対して補助金を出してくれということでございましたので、賃金使用料

から負担金補助及び交付金のほうで組み換えをしております。それが４０万円で

ございます。 

以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 続きまして、１７ページです。 

１１農業費、九州北部豪雨災害対策費。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 佐藤です。１４の使用料及び賃借料ですけれども、

これは中原の牧野道につきまして、昨年下流側の農地の復旧のために機械借り上

げをいたしましたけれども、その農地の下流側の水路が埋塞した状態で、これは

個人の土地ですけれども、その上流まで水路を確保いたしましたけれども、下流

側については流しっぱなしになる状態でございますので、水路を確保するという

ことで機械の借上料を計上しております。 

○農林振興係長（村上純一君） 続きまして、１９負担金補助及び交付金です。前原

牧野組合、飼料自給力強化支援事業費補助金４８５万円となっております。こち

らは昨年度、九州北部の復旧に対しまして町単独で対応しようとしておりました

が、平成２４年度の緊急経済対策の予算が組まれまして、そちらのメニューの中

に牧野の復旧という項目がございまして、平成２５年度に対する繰越事業という

ところで実施されることが説明会で判明しまして、大体町単独でやるところでし

たが、こちらの事業を国庫の事業を活用して復旧を受けたいと思いまして、前原

牧野組合と話し合いで事業に取り組む計画を立てております。どういった事業か

と申しますと、土壌侵食や草地の荒廃の老朽化牧野に対しまして、２分の１の事

業費に対する２分の１を補助しまして、土壌改良ですとか、草地の再生ですね、

そちらに対する国庫事業になっております。事業費としましてはこちらは歳出の

ほうが４８５万円ですが、補助率が今申し上げましたように２分の１ですので９

７０万円かかります。残りの半分は事業の実施の大元となります日本草地畜産出

資協会という団体から前原牧野組合のほうに補助金が振り込まれまして、残りの

半分を町から補助するという形で牧野の改良に取り組みたいと考えております。

牧野の改良の面積としまして、復旧改良なのですが、牧が４牧まだ牧野からの流
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出で復旧が進んでおりません。ですので、１年以上牛が放牧されていませんので

もう荒地になっておりますので、早急に復旧する必要があります。４牧で、４カ

所で２.８ヘクタール計画をしております。９７０万円の内訳としまして、そちら

の泥除けとかが必要ですので、調査設計委託料が１４０万円、泥除けに要します

工事請負費が８００万円と、そのあと肥料を振りまして土壌を再生しますので、

肥料ですとか土改代ですね、そちらに対する費用が３０万円、合計しまして９７

０万円の事業を計画しております。 

続きまして、１７ページの林業振興費です。需用費、消耗品５万円、こちらは

先ほど申しました持続的森林経営確立総合対策事業補助金、こちらが新規に創設

されておりますので、そちらに対する事務経費、消耗品費５万円を計上しており

ます。 

続きまして、１４使用料及び賃借料です。林道維持機械借上げとなっておりま

す。こちらはこの前の豪雨で林道峰の宿線がメインなのですけれど、土砂が入っ

たり側溝が詰まってたりですね、路盤が流失しておりますので、そちらのほうで

維持作業に対する機械借り上げを計上しています。 

続きまして予算書の２０ページをお開き願います。 

２０ページの１０款、災害復旧費、２項、農林水産業施設災害復旧費、目の２

農地等災害復旧費の１９負担金補助及び交付金となっております。こちらは農道

等整備補助金、小災害となっております。こちらはこの前の雨で被災されました

農道ですとか、そちらに対する５割助成で交付する補助金を計上しております。

これは国庫で復旧します農地等災害復旧施設整備事業に該当しない３戸以上の農

家さんに対して災害復旧を計画しております。今のところ５０万円に対しまして

２件分の１００万円を予算計上しています。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。１６ページ、農業委員会費、耕作放棄地改修に伴

います予算計上をしておりますが、今回補正で負担金補助及び交付金に切り替え

て所有者自らが耕作放棄地の解消をするために、補助金を交付するというような

ことの変更であるというふうに思いますけれども、そうしますと施工者それぞれ

によっては、かなりばらつきが出てくると思いますけれども、そういったふうに

事業施工の確認をどういった方法でされるのかお尋ねしたいと思います。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） 後藤です。現在、県の事業としましては、耕作

者本人が耕作放棄地を解消した場合は２万円の補助、それから第三者の小作をさ
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れる方がされた場合は３万円の補助でございます。それぞれのケースによりまし

て、御本人さんがされる場合と、小作を予定している方がされる場合とあると思

いますので、今私のほうにきている相談は３名の方が現在したいということでお

話がきております。議員さんおっしゃるようにそれぞれ面積も違いますし、現況

も当然着工前の写真を撮ったりとか、終わったあともまた撮りにいったりとかが

ありますので、経費につきましては町の分を単独の分で補足する意味で１反あた

り４万円は一応お上げできるようにしたいと思っております。最終的に金額確定

が若干ずれるかとは思うんですけれども、確認をした後に補助金をそれぞれの面

積に応じて、御本人の口座に振り込むというやり方を取りたいと思っています。 

以上です。 

○委員（芹口誓彰君）この前新聞に載っておりましたけれども、耕作放棄地を解消し

てもまたすぐ放棄地に繋がるというような報道もされております。やはり耕作者

自身に任せるのではなくて、町からきちっとした事業施工がされているのかどう

か、そこあたりをぴしゃっと確認をして、完全に耕作放棄地がなくなるようなそ

ういった今後の施策のフォローというものをしていただきたいというふうに思っ

ております。よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○農林政策課長補佐（後藤健一君） 後藤です。議員さんおっしゃるとおりこの事業

につきましては、農業委員会のほうとしては、とにかくそういうことに取り組む

方がいらっしゃれば、またそれをご覧になるということで、じゃあうちもやろう

かというふうな呼び水的な効果もあると思いますので、そこのところを今おっ

しゃった点を十分注意して事業実施をさらに進めていきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○委員長（興梠壽一君） ほかにございませんか。 

○委員（森田 勝君） １６ページの農業振興費の中の先ほど説明がありました囲い

罠についてちょっと伺います。 

２年ほど前に囲い罠を設置しておりますが、現在はまだ１カ所ですか。 

○農林振興係長（村上純一君） ２カ所です。 

○委員（森田 勝君） ２カ所ですか。それで初め、ナビを使ってといったいろいろ

な説明もあっていたのですが、あういう機器類は今どうなっている。 

○農林振興係長（村上純一君） ナビといいますのは、囲い罠に入ったときにセン

サーが動いて、それが小倉さんですとか、私たちの手元に入ってくるんですよね。

動いているというのがわかりますと、何回も落としても警戒して入ってこないの

でそういうのがナビシステムということで、１個付けてどこそこでウロウロさせ

るというナビではない。センサーで柵を落としていいですよというのをこちらの
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ほうに情報提供してくれるというシステムです。狸とか判らないものですから写

真で撮ってムービーで撮って、そのデータを見てシカが入っていればその日の晩

でも落としますし、そういうのがナビシステムという。 

○委員（森田 勝君） 森田です。確かあのとき町長から説明があったのが、例えば

捕獲してその動物に発信機をつけて、そして場所的にどういう地域を回るかとい

うことを検討するような話があったが、そういうことは今のところは全然してい

ないのですか。 

○農林振興係長（村上純一君） はい。 

○委員（森田 勝君） ナビは実用で動いているのは動いているのですか。 

○農林振興係長（村上純一君） はい。その反応を見て落としています。 

○委員（森田 勝君） はい、わかりました。 

○委員長（興梠壽一君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、農林政策課に関連する付託関係については終了いたしました。農林政

策課の皆さんお疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○農林政策課長（佐藤武文君） 一つご報告をいたしたいと思います。 

町長が以前から申しておりました高森町地域農業マスタープランの動きですけ

れども、今回、高森町新農業プランということで始動をいたします。要項をつく

りまして各委員さんを選出して、まず農家へのアンケートから入っていこうと

思っております。期間が短いわけですから、委員会につきましては３回程度の開

会になるかと思います。また建設経済常任委員会の皆さまにもご意見をいただく

ことにもなってくると思いますので、今後のご協力をお願いしたいと思います。 

ご報告させていただきます。よろしくお願いします。 
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○委員長（興梠壽一君） それでは時計で５分まで休憩したいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） それでは、休憩前に引き続まして会議を再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第３、本委員会に付託されました、建設課関連の認定

第１号、平成２４年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

まず、平成２４年度高森町一般会計歳入歳出決算の認定について、建設課の説

明を求めます。 

○建設課長（工藤英二君） おはようございます。建設課長の工藤です。議員さん本

日はお世話になります。まず大変申し訳ありませんが、水道係長のほうが昨日子

どもさんのところに東京に行かれておりましたが、台風の関係で飛行機が飛ばな

いということで朝一番も席が取れなかったということで、本日代わりに課長補佐

が説明を行います。また昨年度の決算につきまして、私及び課長補佐、土木係長

が決算に関しての細部につきましてわかりませんというか、担当者の佐藤君を同

席させていただくことをご了解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは各係ごとにご説明をいたします。よろしくお願いします。 

○土木係長（荒牧 久君） それでは、土木のほうからご説明を申し上げます。 

まず歳入の平成２４年度の決算で２８、２９ページお開きください。 

これは農災の災害復旧事業の負担金です。８５万５,２２９円です。これは九州

北部災害ということで、農地が７件、支出があるということで、事業者からの負

担金となっております。 

続きまして３２、３３ページをお開きください。国庫支出金の災害復旧費国庫

負担金です。公共土木施設災害復旧費国庫負担金８,６５３万４,０００円が入っ

ております。河川１０件、それから道路が２２件に対する災害復旧費でございま

す。 

続きまして３４、３５ページをお開きください。国庫補助金の７土木国庫補助

金、まず土木社会資本整備総合交付金１,１６２万２,０００円が補助金として

入ってきております。これは色見環状線の道路整備工事の分です。６５％の補助

率です。 

それから３の長寿命化修繕計画策定事業補助金が４０３万円、これは１１３カ

所の町内に橋梁がありますけれども、その橋梁の調査でございます。６５％の補
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助率です。 

５の狭隘道路整備等促進事業補助金で２,２５０万８,０００円、これは狭隘道

路の６路線の補助金です。５０％の補助率でございます。 

続きまして４４、４５ページをお願いします。県補助金で１０の災害復旧費県

補助金、農業災害復旧事業費補助金４,２７６万６,７４２円補助金が入ってきて

おります。これも九州北部の災害で補助率が９９.１％。農地が６件それから施設

が６件分でございます。 

２の林道災害復旧事業費補助金１,０５６万３,０００円、これは鍋の平線１号

から４号、それから化粧田線の分の補助率が９４.３％でございます。２路線分の

補助金でございます。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。まず３１ページをお願いします。 

住宅使用料現年分です。調定額４,４５９万８,１００円に対しまして、収入済

額が４,３２４万１,３００円です。収納率は９７％になります。 

住宅使用料滞納繰越分です。調定額１３２万１,６００円に対しまして、収入済

額が６２万６９０円です。収納率が４６.９％になりました。 

続きまして３５ページをお願いします。環境衛生費補助金です。これは学校分

です。合併浄化槽に対する国庫補助金が５００万４,０００円です。 

それから住宅社会資本整備総合交付金として１,６３５万円です。これは須坂団

地に合併浄化槽を設置しました。８５人槽です。内訳としては合併浄化槽設置事

業に１,３４６万７,０００円。それから下町Ｂ団地外壁塗装工事、これに２８８

万３,０００円が補助金として入ってきております。 

続きまして４１ページです。環境衛生費補助金４２１万円、これは合併浄化槽

の県補助金分になります。 

以上、住宅の歳入の説明は終わらせていただきます。 

○建設課長補佐（松本満夫君） 水道係は歳入は該当項目がございません。歳出のみ

です。 

○土木係長（荒牧 久君） それでは、歳出のご説明を申し上げます。事務費は不用

額が２０万円以上ということで、決算額は事業は１００万円以上でございます。 

まず１２４、１２５ページをお開きください。道路橋梁費のまず道路維持費で

す。賃金、予算２３０万円に対しまして、支出済額が１８７万円、不用額が４３

万円出ております。これにつきましては冬期の除雪作業が予想されまして補正が

１月の中旬ぐらいまでですので、その後も除雪が予想されるということで不用額

が生じております。 

続きまして、需用費でございます。８１万２,５６０円の不用額が出ております。
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これも冬期の融雪剤塩化カリウムの必要性が予想されまして、補正後も雪が予想

されるということで不用額が発生しております。それから、そのほかにもこの需

用費は道路修繕も予想されるということで、不用額がこの需用費には含まれてお

ります。 

続きまして、１３委託料、予算９２０万円に対しまして８９０万４,０００円、

２９万６,０００円の不用額が発生しておりますが、これは工事が年度末まであり

ます関係で、道路台帳修正業務委託が３月に発注されますので、その入札残によ

る不用額でございます。 

続きまして、１２６、１２７ページをお開きください。備品購入費、予算１９

３万円に対しまして１９２万９,０００円、これは道路パトの公用車の備品購入で

ございます。 

続きまして、２２の補償補填及び賠償金です。予算１４６万１,０００円に対し

まして１４６万７５５円です。これは西原前原線の立木補償の補償金でございま

す。 

それから道路新設改良費です。１２の役務費です。予算額３２４万８,０００円

で、決算額が２３７万９,４１４円。８６万８,５８６円不用額が出ております。

これにつきましては道路の用地の登記に時間を要しまして、補正に間に合いませ

んでしたので不用額が出ております。これは法務局が阿蘇から大津に移った関係

で、阿蘇では以前は通っていた事項が大津では適用されなかったといった形で時

間を要しましたのでそのために不用額が発生しております。 

続きまして、委託料１,１８７万８,０００円。予算額に対しまして決算額が１,

１３６万６,２５０円。５１万１,７５０円の不用額が出ております。これは３月

に環状線のＦＷ調査といいまして、路面または中の構造調査をやっております。

その入札の残が発生しております。 

続きまして、１５の工事請負費、予算９,４６８万円に対しまして９,４５１万

１,４２４円。これは５路線の改良工事を行っております。大戸ノ口本河原が２カ

所、戸狩中ノ原、それから色見環状線、社倉水迫・村中線、それから下村線の改

良工事を行っております。 

１６の原材料です。予算２４３万３,０００円に対しまして２２０万５,９４５

円。２２万７,０５５円の不用額が発生しております。これは年度末あたりに地域

の方が町道の原材料支給による舗装をやっておられますのでその不用額が発生し

ております。 

それから、次の公有財産購入費２５６万７,０００円の予算に対しまして２１１

万９,４１６円。不用額４４万７,５８４円。これは先ほどの登記を行いまして法
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務局が決定したというような理由と同様に、用地取得に伴いましてそういった法

務局の移転、それから相続当たりにちょっとややこしい相続とかもありましたの

で、そういうものに対しまして時間を要したということでございます。そのため

に不用額が発生しております。 

それから負担金補助及び交付金５９０万円の予算に対しまして４８７万４,８７

７円。不用額１０２万５,１２３円。これは県工事の単県補助が工事のあとに請求

がございます。工事あたりに変更が生じまして減額の変更工事とかがありまして、

その分が補正に間に合わなかったものですから、その分の不用額が発生しており

ます。 

続きまして、補償補填及び賠償金、３６２万７,０００円の予算に対しまして３

３６万３,２４３円。２６万３,７５７円の不用額が発生しております。これも委

託料と同様でございます。法務局の移転、あと用地取得に伴う相続に時間を要し

たために不用額が発生しております。 

続きまして、委託料３,８００万円の予算に対しまして繰越３,８００万円でご

ざいます。これは色見環状線の舗装修繕、それから今年やりますけれども永野原

の舗装修繕、それから２路線の路面性状調査の設計委託、それから道路付属物調

査。付属物というのは道路の交通標識の調査です、それと構造物調査、ブロック

類とロックネットあたりの構造物の調査です。それから、中学校線、及び上町・

横町１号線の舗装の分の工事費が全部繰り越しております。委託料ですね、調査

委託ですね。 

すみません。失礼しました。色見環状線と永野原・河原の路面性状調査の設計

委託ですね。 

工事費につきましては、次の工事の１億７,３５０万円、全額繰り越しておりま

す。これは環状線とそれからカラー舗装の舗装工事、それとその付属物調査、そ

れから構造物調査、中学校線と上町・横町１号線のカラー舗装工事の分の工事費

が現在繰り越しております。 

○住宅係長（村嶋立章君） １３１ページです。１５番の工事請負費、予算３,４９０

万７,０００円に対しまして、支出済額が３,４９０万４,７４９円となりました。

これは先ほども申しましたとおり、須坂団地合併浄化槽設置事業に対しまして２,

９１３万７,５００円。下町Ｂ団地外壁塗装工事が３棟６世帯分で５７６万７，２

４９円のトータルの３,４９０万４,７４９円です。不用額は２,２５１円でした。 

それからちょっとページ戻りますけど、１０７ページです。これは合併浄化槽

設置事業です。１９番の負担金補助及び交付金のところをご覧ください。予算が

１,４０２万３,０００円。支出済額が１,４０２万１,５００円となりました。そ
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のうちの合併浄化槽設置事業として１,３８６万円を支出しております。内訳とし

ては５人槽が１４基、７人槽が２１基、１０人槽が１基の合計３６基となりまし

た。 

これで住宅係の説明を終わります。 

○土木係長（荒牧 久君） 続きまして１５２ページ、１５３ページをお開きくださ

い。 

災害復旧費の公共土木災害復旧費です。まず、１５の工事請負費２０９万６,０

００円の予算額に対しまして２０３万２,８００円。これは九州北部の梅雨前線豪

雨前の前線豪雨でございます。６月２９日から７月３日までの梅雨前線豪雨とし

まして道路２件、祭場中村線、西丁角河原線の工事費の予算になっております。 

続きまして１５４、１５５ページをお開きください。公共土木施設九州北部豪

雨災害復旧費でございます。この梅雨前線は７月１１日から１５日までの梅雨前

線豪雨でございます。まず委託料１,０７４万円の予算額に対しまして１,０７３

万９,８７６円。これは災害の測量設計委託料でございます。道路２２件分です。 

続きまして、使用料及び賃借料１,１７２万円の予算に対しまして１,１７１万

６,０４１円です。これは災害復旧費の復旧の機械借上げでございます。 

それから、１５工事請負費６,４５２万８,０００円の予算額に対しまして５,６

１３万９,７５０円。これは災害復旧の工事費でございまして、うち７４３万３,

０００円が繰り越しでございます。これは山鳥・上ノ原線が繰り越しでございま

す。 

それから不用額でございます。この不用額も一緒にこの分も補正で落としてお

かなくてはいけなかったのですけれども、この分が落ちておりませんでしたので

その分の不用額になります。 

続きまして、河川等九州北部災害復旧費、賃金、予算額７７２万円に対しまし

て決算額７５０万７,１００円。災害復旧費の補正にかかわる賃金でございます。

２１万２,９００円の人夫賃が不用額として出てきております。災害復旧費の賃金

がその後も予想されるということで不用額として残っております。 

続きまして、１３委託料１億７３１万円の予算額に対しまして１億７３０万９,

３６０円。これは河川１０件分の委託料でございます。 

それから、１４使用料及び賃借料、予算額２,３６６万５,０００円に対しまし

て決算額２,３６０万９,８７２円。これは河川災害復旧にかかる賃借料でござい

ます。 

それから、１５の工事請負費６,２２６万５,０００円の予算額に対しまして５,

２１０万２,１９０円。これは河川の災害復旧の工事費でございます。９９３万３,
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０００円繰り越しております。これは白川の河川災害の復旧工事の繰り越しでご

ざいます。これも先ほど同様、２２万９,８１０円につきましては補正で調整しな

くてはいけなかったのですが、それができてなかったということで２２万９,８１

０円の不用額が発生しております。 

それから１５６ページ、１５７ページをお開きください。北部豪雨の林道災害

復旧費でございます。委託料３７８万円の予算額に対しまして同額の３７８万円。

これは２路線分の設計委託料でございます。鍋ノ平が４カ所、それから化粧田線、

この２路線の委託です。 

それから、１４につきましてはこれは農林政策課のほうの使用料になります。 

それから、１５工事請負費２,４７７万４,０００円の予算額に対しまして１,１

２１万１,６３４円。１,１５５万７,０００円繰り越しております。これは鍋ノ平

の３号、４号箇所の分を繰り越しております。 

それから不用額２００万５,３６６円の不用額が発生していますけれども、これ

も先ほど同様の補正で落とさなくてはいけなかった分の不用額でございます。 

続きまして、農地等九州北部豪雨災害復旧費。まず委託料です。４４５万８,０

００円の予算額に対しまして４４５万７,２５０円。農地の災害復旧費の委託分で

ございます。これは１４件分の設計費でございます。 

それから使用料１,１５１万５,０００円。これも農林政策課のほうでの予算に

なります。 

１５、工事請負費８,２４８万７,０００円の予算額に対しまして４,３４５万７,

５００円。これは農地の災害復旧費でございます。３,９０２万９,０００円繰り

越しております。これは上仁田水地区のボーリング揚水機の災害復旧でございま

す。それと同様に色見地区の揚水機の災害復旧事業が繰り越しております。 

土木のほうは以上でございます。 

○建設課長補佐（松本満夫君） 建設課、松本です。水道係関係の歳出についてご説

明申し上げます。ページは前に戻りますけれども７３ページをお開きください。 

水道関係は１９目の水資源対策費でございます。負担金補助及び交付金、決算

額１１７万円。これは部落水道の２部落、馬渡、中村の部落水道の公共的補助金

でございます。 

それから繰出金としまして４,２４６万５３６円。これは起債関係の定期償還分

の簡易水道の繰出金となっております。大きな不用額はございませんでした。 

水道係については以上です。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。３１ページの住宅使用料、ここで現年分の収入未
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済額が１３５万６,０００円あって、それから滞納繰越分が７０万９１０円、合わ

せますと大体２００万円程度が来年の滞納繰越分ということになるわけですが、

かなり金額が増えておりますけれども、この滞納者のだいたい最高額とだいたい

どれくらいの年数、滞納されているかわかれば教えていただきたいと思いますが。 

○住宅係長（村嶋立章君） 今、手元にちょっと資料がありませんけど。 

○委員（芹口誓彰君） そうであれば、これは住宅使用料というのは大体入居する際

にその所得を考慮して入居者というのは決めてあるわけですので、極力そういっ

た滞納をなくすように、そしてまた長期間に渡って滞納されておる方がおれば、

それについては何らかの方法を取っていただきますように一つお願いしときます。 

○建設課長（工藤英二君） 今、芹口議員から言われましたけど、本年度になって３

名ほど家賃の高いところから安いところに移動していただきました。それとあと

はまだ決まっておりませんけど、若干長期にわたる方が退去いただくということ

になっております。２００万円になりますので、今年何とかもう少し、長期滞納

者のうちの１名はもう今月、町外に出て行かれましたので、それにつきましては

増えることはございませんが、随時、滞納対策はやっていきたいと思っておりま

す。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。建設課長は前の税務課当時から滞納制度について

は大変成果を上げてこられた課長ですのでぜひよろしくお願いをいたします。 

もう一つは１２７ページ、この役務費の不用額の８６万８,５８６円、こちらは

先ほどの説明で一の宮から大津に登記所が移ったから登記が遅れているとかいっ

たような説明がありましたけれども、これは遅れたことによって事業の遂行とか、

それから登記をすべき相手方に対して迷惑を被るようなことがあってはならない

というふうに思っておりますけれども。 

○委員長（興梠壽一君） はい、土木係長。 

○土木係長（荒牧 久君） 荒牧です。それにつきましては、遅れてもそういった登

記ができなかったとか、そういうことはございませんでした。 

○委員長（興梠壽一君） ほかにございませんか。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。先ほど芹口議員のほうから指摘があ

りました住宅使用料の現年分ですけど、１３５万６,８００円のうちの約半分ほど

は２４年度に滞納整理をしました結果、収納に結びつけておりますのでその件に

つきましては一言申し上げておきます。 

○委員長（興梠壽一君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 
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続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。 

平成２４年度高森町一般会計歳入歳出決算の認定については、認定することに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

次に、平成２４年度高森町簡易水道事業特別会計歳入歳出の認定について、建

設課の説明を求めます。 

○建設課長補佐（松本満夫君） 建設課、松本です。２７０ページをお開きください。 

簡易水道特別会計の予算の編成に関連してご説明申し上げます。 

歳入、使用料及び手数料でございます。水道使用料現年度分、調定額９,９２６

万８２０円に対しまして９,７４５万４,０１０円の収入済額で、収入未済額１８

０万６,８１０円です。これは滞納者６８名となっております。 

それから滞納繰越分、調定額８２９万３,１８０円に対しまして収入済額１３５

万９,１５０円。収入未済額が６９３万４,０３０円となっております。滞納者８

４名となっております。 

手数料につきましては調定額、収入済額同額で３３万４,２３０円となっており

ます。 

それから繰入金です。繰入金、基金繰入金、調定額２,２５６万円に対しまして

収入済額は同額でございます。これは元金の取り崩しを行っております。これは

歳出のほうでもご説明申し上げますが、大型の修繕等に伴っているということで

ございます。 

それから一般繰入金に対しましては償還金関係の繰入金で４,５１０万１,５３

６円が含まれております。 

続きまして財産収入です。これは財産運用収入ということで利子及び配当金で

ございます。調定額、決算額同額で７５６万２,２２７円となっております。 

次ページをお開きください。繰越金につきましては前年度の確定によるもので

ございまして、調定額、収入済額同額でございます。１,０９９万２,２４９円と

なりました。 

それから諸収入でございます。加入金が９７万６,５００円、同額の決算も９７

万６,５００円となっております。 
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それから雑入のほうでございます。弁償金が調定額１,０５２万８,９２０円に

対しまして収入済額１万２,０００円ということで、収入未済額が１,０５１万６,

９２０円となっております。 

それから雑入ですが、これはエスコ事業によるものでございまして、調定額、

収入済額は同額で８４万円となっております。 

受託事業収入です。これは町道の工事に伴うものでございまして、社倉水迫線

の関連でございます。調定額と収入済額は９０万２,１６５円の決算となっており

ます。 

それから地方債です。調定額と収入済額は同額で２,１９０万円となっておりま

す。これは中央線の水道工事分と村山線の水道工事分の２工事分の掘削の分でご

ざいます。 

以上、歳入につきまして、調定額２億２,９２５万３,８２７円に対しまして、

収入済額が２億９９９万６,０６７円となりまして、収入未済額が８,９２５万７,

７６０円の決算となっております。 

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。次ページの２７６、２７７

ページをお開きください。 

水道費といたしまして一般管理費でございます。大きなものとしましては、ま

ず１１の需用費ですが、不用額が２５万１,２７５円出ておりますが、これにつき

ましては電気料関係の使用減によるものでございまして、１月の補正を見込む場

合に大幅に電気料が下回ったということで不用額が出ております。 

役務費につきましても電話回線の使用料の減に伴うものでございまして、理由

としましては見込みよりも大幅な使用料の減だったということでございます。 

工事請負費でございますけれども、支出済額が２,１９６万７９６円ということ

で、これは村山地区水道の新設の分でございます。これが５１６万８,９１１円と、

高森中央線の水道布設替えが１,２９１万円の内訳となっております。 

それから委託料が９６３万７,５６０円でございますが、これも中央線の水道の

設計委託と簡易水道の低層点検整備が２５６万円となっております。 

あとは大きな不用額等はございません。よりまして歳出につきましては予算額

２億６,０３０万７,０００円に対しまして支出済額１億８,２０６万１８９円とな

りまして、合計の不用額としましては予備費を含めまして２,２２４万６,８１１

円となっております。 

以上、水道関係についてのご説明を終わります。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。先ほど住宅の滞納者の話がありましたが、水道料
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の滞納者も比べますと１６名余り多くなっておりますが、これはどうですか、住

宅の滞納と水道の滞納と同一人物ですか。 

○建設課長補佐（松本満夫君） かなりの方が同一人物となっております。課として

も滞納整理の巡回をするにしても、班体制を組んで、それとまた役場内でもプロ

ジェクトもありますけれども、課独自で班体制を組んで滞納の整理のほうは５月

出納閉鎖時期には強化して、今年も回ったところではございますけれども、なか

なか過年度の分が一度出てしまいますと、もうその同一人物が多いもので、なか

なか金額が減っていかないというのが厳しい現状だと思っております。 

○委員（森田 勝君） 森田です。確かこれは監査指摘の中でも監査委員さんのほう

から、使用料の未納額が８７４万円あるという話で、５.１％の増というような話

があっております。やはり善良な人が納めている中に、滞納で納めずにこのまま

でいいというような感じではありませんので、やはり早急に解決のできるような

対応を取っとってもらわないと、まじめな人が馬鹿を見るということがないよう

にくれぐれも注意されまして、回収のほうをよろしくお願いしておきたいと思い

ます。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに発言ございませんか。 

○建設課長（工藤英二君） 建設課の工藤です。 

森田議員のほうから今指摘がありまして、さきほど芹口議員のほうからも指摘

がありましたが、水道及び住宅については約４割の方が同一人物で、そのほか現

在税務課のほうでやっておりますプロジェクトのＡチームとＢチームがあります

が、Ｂチームのほうが使用額とかそういうものを重点的に回っておりますので、

ただ水道のほうも昨年よりも伸び率が確かに多いのですが、去年よりも大体５０

万円ぐらい増えたということで、ただ、今までよりも伸び率が少なくなったとい

うので、本年の水道の、うちが水道と住宅を持っておりますが、そこにつきまし

ては水道だけ、もしくは住宅だけというのはプロジェクトチームではなくて建設

課のほうで徴収というか、それのほうに重点強化をする予定です。 

以上で終わります。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに発言ございませんか。 

○委員（芹口誓彰君） ４番、芹口です。質問ではありませんで、お願いでございま

すけれども、この付属資料、その中で水道の経営状況ということで、１トン当た

りの給水費が１２６円、供給単価が１１９円９１銭。それから給水原価が１５３

円２２銭でその差額が３３円３１銭。これが経営上の赤字になる原因でもあるわ

けです。できるなら給水単価と供給単価、これが同じであれば経営に赤字は出て
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こないわけでございますけれども、そういった部分とそれから基本料金、これが

１,０００円、１,２００円、２,０００円と３段階に分けてあります。１トン当た

り１,０００円のところと２,０００円のところがありますけれども、やはり２,０

００円のところは山東部で工事費等が嵩んだために供給単価が基本的に高いとい

うふうに思っておりますけれども、町としては理想であれば、この料金の平準化

が理想です。そういった意味からこの供給単価と給水単価の割合、それから基本

料金との審議するために各地区のこういった各地区ごとの給水単価と供給単価、

これについて今後の議会の資料としたいと思いますので、できれば今年度中でも

よございますが、出していただきたいというふうに思っております。これは各地

区算出は可能というふうに思っておりますので、よければ資料の提出を一つよろ

しくお願い申し上げます。 

以上です。 

○建設課長（工藤英二君） 建設課、工藤です。その件に関しましては来年度の料金

改定等もありますので、恐らく水道係が資料を持ってると思います。それにつき

ましては資料が揃い次第、議会のほうに参考資料として提出したいと思います。 

以上です。 

○建設課長補佐（松本満夫君） すみません、松本です。 

地区ごとのということで確認ですけど、水道施設と飲料水供給ごとの範囲内で

よろしいですか。 

○委員（芹口誓彰君） 簡水だけでいいです。 

○建設課長補佐（松本満夫君） 簡水だけでいいですか。飲料水供給施設などは。 

○委員（芹口誓彰君） できればそれは算出可能ということであればお願いします。 

○建設課長補佐（松本満夫君） それは確認して対応したいと思います。 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。 

平成２４年度高森町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認

定することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

次に、平成２４年度高森町農業用水供給事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、建設課の説明を求めます。 
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○建設課長補佐（松本満夫君） 建設課、松本です。 

農業用水供給事業特別会計の予算関係についてご説明申し上げます。２９０

ページ、２９１ページをお開きください。 

まず歳入についてご説明申し上げます。 

財産収入、調定額９９３万８０２円に対しまして収入済額９９３万８０２円と

なっております。これにつきましては委託金関連の利子及び配当金等でございま

す。 

繰入金１,０００万円。これは基金繰入金ということでございまして、Ａ基金の

元金の取り崩しを行っております。これも修繕等に伴うものでございます。 

それから繰越金につきましては同額の４２４万３,０７３円となりまして、歳入

合計、調定額２,４１７万３,８７５円。決算額も同額となって収入未済額はござ

いません。 

歳出につきましては、次ページの２９２ページをお開きください。 

農業用水費、大きな不用額としましては需用費でございます。不用額が５２万

２,２８４円出ておりますが、これは電気代等が主でございまして、見込み額より

も昨年も今年も暖冬でございまして、電気料が思うようにかからなかったという

ことで不用額が２０万円以上出ております。 

あとは予備費は７０６万８,０００円。これは使用がございませんでした。 

決算額１,６４０万１,８８５円でございまして、不用額は予備費も含めまして

７７６万２,１１６円の決算となっております。 

農業用水に関しましては以上でございます。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。 

平成２４年度高森町農業用水供給事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

お諮りします。１時まで休憩したいと思いますが、よございますか。 
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［「引き続き」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） はい。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第４、議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

建設課の説明を求めます。 

○土木係長（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。 

それでは、歳入からご説明を申し上げます。８ページをお開きください。 

まず、１２分担金及び負担金、災害復旧費負担金、農業災害復旧費事業費負担

金１,３００万円を計上しております。これは本年発生しました農地の災害復旧費

の受益者負担金です。これは最高額で出ております。半額ですね、２,６００万円

の半額で出ております。ただし、これにつきましては査定後に補助増高申請とい

うものがございまして、補助率が恐らく上がることが予想されますけれども、補

助増高の決定が来まして、そしてそれは補正で調整をさせていただきたいと思っ

ております。 

それから、１４国庫支出金、国庫負担金、災害復旧費国庫負担金、公共土木施

設災害復旧費国庫負担金２,３３４万５,０００円を計上しております。これは公

共土木の災害復旧費の３分の２の補助金を計上しています。 

続きまして、９ページをお開きください。 

１０の災害復旧費県補助金です。１農業災害復旧事業費補助金１,３００円を計

上しております。農地の県補助金です。これも２,６００万円の半額を計上してお

ります。 

２の林道災害復旧事業費補助金５００万円、１,０００万円の半額の５００万円

を計上しております。 

農地につきましては１０件、それから林道につきましては１件、１件は林道峰

の宿線を計上しております。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。１８ページをお願いします。 

住宅管理費の消耗品として新たに１０万円を計上するものであります。これは

須坂団地に収納しております防火用ホースが４基ありますけれど、これを点検し

た結果、かなり劣化が酷く損傷がありまして、これを新たに４基１０万円を計上

するものであります。こういうものは当初予算に挙げておくべきものではありま

すが、今後このようなことがないように各住宅に収納しております消防用ホース

を常に点検し、防火対策に努めてまいりたいと思いますので、この趣旨にご理解

いただきご了解をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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終わります。 

○土木係長（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。 

２０ページをお開きください。 

先ほど歳入でも申し上げましたとおり、災害復旧費の補正予算でございます。 

まず公共土木施設災害復旧費、１５工事請負費３,５００万円を計上しておりま

す。道路１２カ所、河川３カ所の工事費でございます。 

それから、次の林道災害復旧費、１５工事請負費１,０００万円、峰の宿線を計

上しております。これにつきましてはご説明申し上げますと同時にお願いを申し

上げたいと思います。当初、私どもが現地に行きまして、工事の工法及びいわゆ

る補正で上げたのですけれども、県の事前協議におきまして工法の変更が生じま

して、実際測量をしましたら１,３５０万円ほどになりました。３５０万円ほどの

予算を臨時議会あたりで計上させていただければと思いまして、そのお願いでご

ざいます。 

それから２の農地等災害復旧費、まず委託料１０６万２,０００円を計上してお

ります。農地の災害復旧費の委託料でございます。 

それから、１５の工事請負費２,６００万円を計上しております。農地が４件、

施設が６件分の工事請負費でございます。 

１９の負担金補助につきましては、これは農林政策課のほうで説明があったと

いうふうに思っております。 

土木につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。今峰の宿線の工法の変更になったのでということ

がありましたが、当初の工法と県からの指摘があった工法とはどういうふうに違

うのですか。 

○土木係長（荒牧 久君） 私どもの考えていた工法というのは、カルバートボック

スがあるのですけれども、峰の宿線に入ってすぐに、ここの下がカルバートボッ

クスの下流側が大きく洗掘をしております。ですから、私どもとしましてはカル

バートの下に仮コンをして、両側をブロックでするか、ブロックをしてはどうか

というような工法でなるべく安くしようという考えで、この被害報告額の予算を

上げていたのですけれども、県のほうの指摘がございまして、コンクリートの上

にブロックという工法は構造上よくない、安定上よくないということで、補強擁

壁という工法に変えております。この工法は山鳥上ノ原線でも使用しており、１

段階ごとに土とそれとネットでワイヤーで引き寄せてやる工事になります。その

分が１つ付きまして、あと実施の設計により、事業費が上がったということでご
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ざいます。 

○委員長（興梠壽一君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第５、議案第５３号、平成２５年度高森町簡易水道事

業特別会計補正予算についてを議題とします。 

建設課の説明を求めます。 

○建設課長補佐（松本満夫君） 建設課、松本です。 

６ページをお開きください。今回の補正は平成２４年度決算に伴います繰越金

確定に伴うものでございます。 

歳入１,３２３万５,０００円を繰越金として歳入で補正するものでございます。 

それから次ページの歳出でございますが、一般管理費、これは給与関係でござ

いまして、昨年、職員が２名から３名の増となった関係で補正を上げさせていた

だいております。３５２万９,０００円です。 

残りの予備費の９７０万６,０００円につきましては、繰越金を調整したもので

ございます。 

よりまして、歳入歳出それぞれ今回の補正で１億６,８１８万８,０００円とす

るものでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで討論を終わります。 
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これから本案について採決します。 

議案第５３号、平成２５年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算については、

原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第６、議案第５４号、平成２５年度高森町農業用水供

給事業特別会計補正予算についてを議題とします。 

建設課の説明を求めます。 

○建設課長補佐（松本満夫君） 建設課、松本です。 

農業用水供給事業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。６ページを

お開きください。 

農業用水につきましても、平成２４年度決算に伴います繰越金の確定によるも

のでございます。 

歳入、１４３万８,０００円を繰越金として計上しております。 

それから歳出、次ページでございますが、１４３万８,０００円を予備費で調整

するものでございます。 

よりまして、総額１,７４６万２,０００円とする補正予算でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第５４号、平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、建設課に関連する付託案件については終了いたしました。建設課の皆

さん、どうもお疲れでございました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第７、ただいまから、所管事務の閉会中の継続調査に

ついて審議いたします。 

閉会中の継続調査については、１．農林水産業振興に関する事項、２．土木行

政に関する事項、３．水道事業及び農業用水事業の運営に関する事項、以上、３

項目を閉会中の継続調査事項とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これで、建設経済常任委員会を閉会いたします。お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時１５分 


